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平成１７年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

    第１日（平成１７年６月１５日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○諸般の報告 

   第３ 議案第１号から議案第３５号まで 

      議案第 １号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ２号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ５号 平成１７年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第 ６号 平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予算について 

      議案第 ７号 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の制定に 

             ついて 

      議案第 ８号 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議案第 ９号 宿毛市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

について 

      議案第１０号 宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例の全部

を改正する条例について 

      議案第１１号 宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条

例について 

      議案第１２号 宿毛市国民宿舎条例の全部を改正する条例について 

      議案第１３号 宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

      議案第１４号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び高知県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約について 

      議案第１５号 高知県市町村総合事務組合から池川町、吾川村及び仁淀村が脱退

することに伴う財産処分について 

      議案第１６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

      議案第１７号 財産の取得契約の変更について 

      議案第１８号 住居表示の実施区域及び表示方法の決定について 

      議案第１９号 市道路線の認定について 
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      議案第２０号 市道路線の認定について 

      議案第２１号 市道路線の認定について 

      議案第２２号 市道路線の認定について 

      議案第２３号 市道路線の認定について 

      議案第２４号 市道路線の認定について 

      議案第２５号 市道路線の認定について 

      議案第２６号 市道路線の認定について 

      議案第２７号 市道路線の認定について 

      議案第２８号 市道路線の認定について 

      議案第２９号 市道路線の認定について 

      議案第３０号 市道路線の認定について 

      議案第３１号 市道路線の認定について 

      議案第３２号 市道路線の認定について 

      議案第３３号 市道路線の認定について 

      議案第３４号 市道路線の認定について 

      議案第３５号 市道路線の認定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第３５号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１８名） 

   １番 浅 木   敏 君     ２番 中 平 富 宏 君 

   ３番 有 田 都 子 君     ４番 浦 尻 和 伸 君 

   ５番 菊 地   徹 君     ６番 寺 田 公 一 君 

   ７番 菱 田 征 夫 君     ８番 宮 本 有 二 君 

   ９番 濵 田 陸 紀 君    １０番 沖 本 年 男 君 

  １１番 西 郷 典 生 君    １２番 岡 村 佳 忠 君 

  １３番 佐 田 忠 孝 君    １４番 田 中 徳 武 君 

  １５番 山 本 幸 雄 君    １６番 中 川   貢 君 

  １７番 西 村 六 男 君    １８番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        福 田 延 治 君 

   次    長 
   兼 庶 務 係 長       

小 野 正 二 君 

   議 事 係 長        岩 本 昌 彦 君 

   調 査 係 長        乾     均 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市    長  中 西 清 二 君 

   助    役  西 野 秋 美 君 

   収 入 役  中 上 晋 助 君 

   企画広報課長  小 松 宣 男 君 

   総 務 課 長        岡 本 公 文 君 

   市 民 課 長  松 岡 繁 喜 君 

   税 務 課 長  松 田 雅 俊 君 

   会 計 課 長  夕 部 政 明 君 

   保健介護課長  西 本 寿 彦 君 

   環 境 課 長        谷 本 秀 世 君 

   人権推進課長  美濃部   勇 君 

   農 林 課 長        小 島 正 樹 君 

   水 産 課 長  間   和 海 君 

   商工観光課長  谷 本   実 君 

   土 木 課 長        茨 木   隆 君 

   都市建設課長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  岡 添 吉 見 君 

   水 道 課 長 兼       
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午前１０時００分 開会 

○議長（岡村佳忠君） これより、平成１７年

第２回宿毛市議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において有田都子君及び浦尻和伸

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西村六男君） おはようご

ざいます。議会運営委員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

６月１３日、議会運営委員会を開きまして、今

期定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎

重に審査いたしました結果、本日から６月２７

日までの１３日間とすることに、全会一致をも

って決定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（岡村佳忠君） おはかりいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から６月２７日までの１３日間といたした

いと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から６月

２７日までの１３日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 去る４月２６日に開催されました「第６７回

四国市議会議長会定期総会」において、西郷典

生君が、正副議長３年以上の一般表彰を受けら

れました。本席から、その功績と名誉に対し、

衷心よりお祝いを申し上げたいと存じます。 

 閉会中の議員派遣について、報告をいたしま

す。 

 ３月２７日、西土佐村閉村記念式典が西土佐

村で、４月７日、第１０５回高知県市議会議長

会定期総会が高知市で、４月２６日、第６７回

四国市議会議長会が高知市で、５月２５日、道

路整備促進期成同盟会高知県地方協議会通常総

会及び道路整備促進高知県大会が高知市で、５

月２９日、平成１７年度四万十川水防演習が四

万十市で、それぞれ開催され、副議長が出席の

ため派遣されました。 

 市長から、６月８日付をもって、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定に基づき、 

「平成１６年度宿毛市土地開発公社事業及び決

算報告書」 

「平成１７年度宿毛市土地開発公社事業計画及

び予算書」 

「平成１６年度宿毛市土地開発公社宿毛湾港港

湾整備事業特別会計事業及び決算報告書」 

「平成１７年度宿毛市土地開発公社宿毛湾港港

湾整備事業特別会計予算書」 

「平成１６年度宿毛市観光開発公社国民宿舎椰

子事業及び決算報告書」 

「平成１７年度宿毛市観光開発公社国民宿舎椰

子事業計画及び予算書」 

「平成１６年度宿毛市観光開発公社蛍湖ゴルフ

パーク事業及び決算報告書」 

「平成１７年度宿毛市観光開発公社蛍湖ゴルフ

パーク事業計画及び予算書」 

「平成１６年度宿毛市清掃公社事業実績報告書

及び歳入歳出決算書」 

「平成１７年度宿毛市清掃公社事業計画及び予

算書」 

が提出されましたので、お手元へ配付いたさせ

ました。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般
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質問の通告の期限を６月１６日正午と定めます

ので、質問者は期間内にその要旨を文書で通告

をしてください。 

 なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。 

 本日は、平成１７年第２回宿毛市議会定例会

にご参集いただきまして、ありがとうございま

す 

 先ほど、議長より報告がございましたように、

本市議会から西郷典生議員、前議長でございま

すが、多年にわたるご功績に対しまして、四国

市議会議長会より表彰されましたこと、まこと

に喜ばしく、心からお喜びを申し上げます。 

 西郷議員におかれましては、今後とも宿毛市

政の発展のために、一層のご指導、ご支援を賜

りますようお願いを申し上げます。 

 そしてまた、きょうは夏の本会議につきまし

て、軽装出席の申し合わせをいただきまして、

このような軽装で出席させていただいておりま

すことにつきまして、感謝を申し上げます。地

球温暖化防止の一環でもございますし、冷房の

温度を１度上げることが、経費の節減にもなる

ということにご協力もいただいておるわけでご

ざいます。 

 市民の皆様方にも、ぜひこの趣旨をご理解を

いただきたいと思っております。 

 合併が成立しませんだ、そういうことになり

まして、単独で我々、市政運営をしていかなき

ゃいけないということになっておりまして、今

後とも議会のご協力をたくさんいただかなきゃ

いけない、こういう状況になっております。 

 国の方も、三位一体改革ということで、全国

市長会の方でも、いろいろ議論をしております

ところでございますが、何分、この人口の少な

い当市でございます。三位一体改革が本当に我

が市にとって利益になるのか、ならないのか、

こういったことの議論につきましては、真摯に

地方の実情も、我々は訴えていかなきゃいけな

い立場にあるというふうに考えております。 

 庁内におきましても、財政の健全化につきま

しての早期対応を図っているところでございま

すので、またご理解も願いたいと思います。 

 また、政府の方でも、近ごろ、道路整備にか

かる特定財源を一般財源化しようといったよう

なことが、一部、新聞報道でされております。

そしてまた、全国の道路の大会にも出ました折

にも、これは、道路特定財源はぜひ堅持をして

もらわなきゃいけない。特に、私ども、道路が

まだまだ基盤整備としてできてないところにと

りましては、この特定財源というのは、非常に

必要な財源でございますので、この道路特定財

源の堅持についても、ぜひお願い申していかな

きゃいけないんじゃないかなと、このようにも

思っておるところでございます。 

 また、最近は、教育問題で、教育というより

も子どもの安全が脅かされているというふうな

こと、事故も起こっております。この教育の関

係につきましては、田舎のこの当市といえども、

やはり子どもの安全を確保していかなきゃいけ

ない、こういった施策も、これからますます必

要になっていくんじゃないかなというふうなこ

とでございます。 

 そして、我々の一番身近な問題ではございま

すが、土佐くろしお鉄道でございます。３月の

事故以来、４月７日に東宿毛駅から運行が再開

されましたが、これも従来どおりの時刻表では

なかったわけでございますけど、１３日、先日、

東宿毛駅から従来どおりの、事故前のダイヤに

復旧を、当面していただきました。 
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 これについては、まだまだ宿毛駅からという

ことの復旧を目指さなきゃいけないところでは

ございますが、宿毛駅はいかんせん、階段とエ

レベーターが取り払われておりますので、これ

を取りつけないことには、宿毛駅を安全に使用

することができないものでございますので、こ

の工事についても、土佐くろしお鉄道に対して、

早急に、安価な工事費でやっていただきたいと

いうふうなことでも申し上げておるわけでござ

います。 

 現在の状況ですと、どうしても東宿毛駅から

宿毛までのバスの代行ということがあります。

この費用についても、非常な金額がかかるわけ

でございますから、皆さん、報道で御存じだと

思いますけど、土佐くろしお鉄道の経営状況は、

非常に悪うございます。今までも赤字補てんと

いうこと、それから事故の対応につきましても、

沿線の市町村の負担金によりまして、対応して

いる状況でございます。 

 このこともご理解もしていただきたいし、ま

た、土佐くろ鉄道の経営に対しましても、我々、

民間、これから民間経営経験者の方が社長にな

るという新聞報道もされております。そういう

ことで、期待をする部分はございますが、もう

１つの新聞報道にありましたように、例えば、

経費を削減するために、今の特急の状況を削減

するとか、今の利用者の利便性を低くするとい

うふうな報道もされております。このことにつ

きましては、私は、今以上の利便性を、やっぱ

り図るべきであると。そうすることによって、

利用者をふやしていくということが大切なんじ

ゃないか。利便性をそぐということになります

と、どうしても土佐くろしお鉄道を利用すると

いうことが低くなっていく。そういうことを思

っているわけでございまして、これから民間経

営経験者の社長に期待するところも大でござい

ますし、また、我々としても、土佐くろしお鉄

道株式会社に対して、支援もするし、チェック

もしていかなきゃいけないと、このようなこと

を思っているわけでございます。 

 それでは、お手元の配付資料に基づきまして、

報告を説明させていただきます。 

 報告の第１号でございます。平成１６年度宿

毛市一般会計予算繰越明許費の報告でございま

す。 

 繰越を行う事業の内容等につきましては、平

成１７年３月定例議会においてご説明申し上げ

ましたが、繰越額が確定いたしましたので、ご

報告を申し上げます。 

 平成１６年度宿毛市一般会計予算のうち、移

動通信用施設整備事業１億２７９万３，０００

円、湛水防除事業負担金６，３６５万９，００

０円、高度衛生管理型水産物供給施設モデル整

備事業補助金７億１，５１４万６，０００円、

港湾事業負担金１億３，１３０万８，０００円、

宿毛駅東地区土地区画整理事業８，８９２万１，

０００円、街路片島線整備事業１億７，６６２

万４，０００円、水産施設災害復旧事業６，０

７０万６，０００円、土木施設災害復旧事業２

億８，３４０万７，０００円を、それぞれ繰越

計算書のとおり、平成１７年度に繰り越しをい

たしました。 

 次に、平成１６年度の各会計の決算状況につ

きまして、お手元に資料を配付いたしておりま

す。その概要を説明いたします。 

 一般会計では、実質収支で４，５５７万２，

３０８円の黒字決算となっております。 

 また、特別会計のうち、簡易水道事業特別会

計、国民健康保険事業特別会計、学校給食事業

特別会計及び介護保険事業特別会計につきまし

ても、黒字決算となっております。 

 しかしながら、一般会計につきましては、財

政調整基金の繰り入れ等を行わない実質単年度

収支では、３億７，０００万円程度の赤字とな
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っておりまして、大変厳しい財政運営を強いら

れております。 

 今後は、先ほど申し上げましたように、三位

一体改革等によりまして、さらに厳しい財政状

況が続くものと予想されますので、財政健全化

計画を早急に策定しまして、これまで以上に、

効率的で適正な行政運営を推進してまいりたい

と考えております。 

 議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い

を申し上げまして、報告事項の説明といたしま

す。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、「諸般の報

告」を終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第３５号ま

で」の３５議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） ご提案申し上げました

議案につきまして、提案理由の説明をいたしま

す。 

 議案第１号及び議案第２号は、専決処分をし

た事件の承認を求めるものでございます。 

 平成１７年度宿毛市一般会計補正予算につき

ましては、市民交通障害保険への加入申し込み

の増加に伴いまして、保険料の支払いに不足が

生じることとなったため、専決処分をしたもの

でございます。 

 平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予

算につきましては、平成１６年度決算に伴う繰

上充用金を緊急に予算補正する必要が生じまし

たので、専決処分をしたものでございます。 

 議案３号及び議案第４号は、人権擁護委員候

補者の推薦について意見を求めるものでござい

ます。 

 本年９月３０日に任期満了となります人権擁

護委員に、現委員の山本純子氏、並びに新委員

として河野通孝氏を、それぞれ推薦いたしたい

ので、議会の意見を求めるものでございます。 

 議案第５号は、平成１７年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

 総額で２，４５１万７，０００円の増額をし

ようとするものでございます。 

 歳出で増額する主なものは、民生費の訪問入

浴事業委託料１００万円、農林水産業費の水産

業総合支援事業補助金１５０万円、商工費の本

町商店街街路整備事業補助金１，９８４万５，

０００円、教育費の親の子育て力向上推進事業

１１０万２，０００円などでございます。 

 歳入で増額する主なものは、諸収入の自治総

合センター交付金１，９８４万５，０００円な

どでございます。 

 第２表の地方債補正につきましては、清掃運

搬車の購入価格の減額に伴う変更でございます。 

 議案第６号は、平成１７年度宿毛市老人保健

特別会計補正予算でございます。 

 総額で２１万４，０００円の増額をしようと

するものでございます。 

 内容につきましては、平成１６年度宿毛市老

人保健事業に対する支払基金からの審査支払手

数料交付金の一部を返還するものでございます。 

 議案第７号は、長期継続契約を締結すること

ができる契約に関する条例の制定でございます。 

 地方自治法の一部を改正する法律が平成１６

年１１月１０日に施行され、それまで電気、ガ

スもしくは水の供給、もしくは電気通信役務の

提供を受ける契約、及び不動産を借りる契約に

限定されていた１年を超える長期継続契約につ

いて、物品を借り入れ、または役務の提供を受

ける契約で、その契約の性質上、複数年にわた

り契約を締結することが一般的であるもの。も

しくは、毎年４月１日から役務の提供を受ける

必要があるものについては、条例で定めること

により、長期継続契約ができることとなりまし
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たので、条例を制定しようとするものでござい

ます。 

 議案第８号は、宿毛市福祉医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例でございます。 

 これまで３歳未満までの乳幼児に限定されて

いた通院医療費の助成を、入院医療費と同様に、

就学前までに拡充するとともに、所得額に応じ

て応分の負担を求めようとするものでございま

す。 

 また、障害者医療にかかる食事療養費と同様

に、乳幼児の入院時食事療養費の助成を廃止す

るものでございます。 

 議案第９号は、宿毛市母子家庭医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。 

 母子家庭の医療費の自己負担額のうち、入院

時食事療養費を高知県の改正に合わせて助成の

対象外とするものでございます。 

 議案第１０号から議案第１２号までの３議案

は、「宿毛市中央デイケアセンターの設置及び

管理に関する条例の全部を改正する条例」、

「宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例

の全部を改正する条例」及び、「宿毛市国民宿

舎条例の全部を改正する条例」でございます。 

 平成１５年９月に、地方自治法の一部を改正

する法律が施行され、それまで公共団体や公共

的団体等に限定されていた公の施設の管理委託

について、民間企業を含む法人その他の団体に

行わせることができる指定管理者制度が導入さ

れました。 

 今回の法改正は、多様化する住民ニーズに、

より効果的に、かつ効率的に対応するため、公

の施設の管理に、民間の能力やノウハウを幅広

く活用し、住民サービスの向上と経費の節減等

を図ることを目的とするものでございまして、

本市においてもご提案申し上げました３施設の

管理運営を指定管理者に行わせるため、条例の

全部を改正しようとするものでございます。 

 議案第１３号は、宿毛市営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

 市営住宅のうち、山奈第二団地につきまして

は、施設の老朽化に加えて、台風等による浸水

被害が絶えず、入居者に対して衛生的な住環境

を提供していくことが困難な状況にありました

ので、入居者全員が引越しを完了したことを受

けて、市営住宅としての用途を廃止しようとす

るものでございます。 

 議案第１４号及び議案第１５号は、「高知県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の

一部を改正する規約」及び、「高知県市町村総

合事務組合から池川町、吾川村及び仁淀村が脱

退することに伴う財産処分」でございます。 

 本年８月１日に、高知県市町村総合事務組合

の構成団体である池川町、吾川村及び仁淀村が

合併することに伴う規約の変更、及び財産処分

について、地方自治法第２９０条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第１６号は、辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の変更でございます。 

 舟ノ川地区のテレビ難視聴対策事業について、

その財源として充当しております辺地対策事業

債の増額が認められましたので、計画の変更を

行うものでございます。 

 議案第１７号は、財産の取得契約の変更でご

ざいます。 

 平成１５年３月１８日に議決を受けました宿

毛市総合運動公園用地取得契約の内容を一部変

更することについて、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 議案第１８号は、住居表示の実施区域及び表

示方法の決定についてでございます。 

 宿毛市錦の一部で、通称「四季の丘」の住居
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表示を実施するため、住居表示に関する法律第

３条第１項の規定により、住居表示を実施する

市街地の区域及び住居表示の方法を定めること

について、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 議案第１９号から議案第３５号までの１７議

案は、市道路線の認定についてでございます。 

 さくらが丘団地内の道路を含め、１７路線を

市道として認定するため、道路法第１０条第３

項の規定に基づき、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明といたします。 

○議長（岡村佳忠君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 おはかりいたします。 

 議事の都合により、６月１６日及び１７日は

休会いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、６月１６日及び１７日は休会するこ

とに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１６日から６月１９日までの４日間休会

し、６月２０日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時３０分 散会 
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平成１７年 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君） おはようございます。

４番、一般質問を行います。 

 中西市長におきましては、市長就任以来、重

要な懸案事項がある中で、突発的な事件や事故

などが起き、また市の財政も非常に厳しくなっ

ており、大変ご苦労されていると思います。 

 中でも、宿毛市と大月町の合併が実現できな

かったことは、非常に残念でなりません。今後、

さらに財政状況が厳しくなるものと思われます。

しかし、私たちは、今後とも子や孫が暮らしや

すい宿毛市を守っていかなければなりません。

その中で、できるだけハード整備の質問は避け

たかったのですが、市民の生命、財産を守るた

めに質問をさせていただきます。 

 まず、１つ目の質問は、地震対策についてお

聞きしたいと思います。 

 昨年を振り返ってみますと、スマトラ島の地

震を初め、国内では中越地震、そして福岡地震

により、たくさんの被害が出ています。南海地

震については、１００年から１５０年間隔で繰

り返し発生をしております。今後３０年以内で

発生すると思われている東南海、南海地震は、

５０％の確立といわれています。この地震によ

る津波の高さは、宿毛湾では最高６メートルを

予想されております。海岸の近くに住んでいる

人たちは、高台に逃げるしか方法がありません。

そして海で働いている人は、船で水深５０メー

トル以上の場所に移動しなければなりません。 

 地震対策につきましては、今まで同僚の中平

議員が、漁民の立場に立って一般質問をしてい

ただき、本当にありがたく思っております。 

 それでは、本題に入ります。 

 今月の６月１４日の高知新聞に、大月町の風

力発電の記事が載っていました。市長を初め、

市民の皆様も目を通したことと思います。 

 建設予定地は、宿毛湾を望む同町竜ケ迫から

芳ノ沢にかけてのムクリ山の尾根伝いに、高さ

９９メートルの風車を１２基を設置する計画で

ございます。この場所は、愛媛県の黒崎鼻を初

め、宿毛湾が一望できる場所であります。 

 宿毛湾内には、海上で働く漁民を初め、遊漁

船の人たちを加えますと、時間帯にもよります

が、少なくとも推定５００人以上はいると思わ

れます。 

 一たび地震が起きれば、携帯電話も使えませ

ん。また、防災のマイク放送も聞こえないと思

われます。このため、いざというときは、視覚

に頼るしかないと思います。海上にいる人の津

波対策としては、風車の中腹に発光ダイオード

の赤色灯をつけていただき、緊急時には防災無

線でスイッチが入り、点灯するような仕組みが

できないか、市長の考えをいただきたいと思い

ます。 

 続きまして、市民祭宿毛まつりについて、お

尋ねをいたします。 

 毎年１０月に開催されている市民祭宿毛まつ

りについては、市民の皆さんの触れ合いと、憩

の場を提供することを目的にできたと聞いてお

ります。しかし、近年、イベントの内容等のマ

ンネリ化により、参加者の減少を初め、市民全

体の祭りとしての盛り上がりに欠ける声を、市

民各層からよく聞くことがあります。名実とも

に市民祭としての位置づけを確立し、市内外に

元気都市・宿毛を発信するためにも、イベント

内容の充実について、市長の考えを伺いたいと

思います。 

 市民祭宿毛まつりについての、私の提言事項
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は、１、市内各地区の郷土伝統芸能等の参画。

２、間 寛平さんの名誉市民、もしくは名誉市

長の承認及び市民祭における寛平マラソン大会

の開催。３、宿毛まつり開催時における豪華客

船の寄港誘致。４、渡船による宿毛まつりグレ

マスターズ市長杯の４項目でございます。 

 市長の明確な答弁を期待いたしまして、１回

目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浦尻議員の質問

にお答えいたします。 

 皆さん、おはようございます。 

 浦尻議員から、２点のご提案なりがございま

した。 

 まず、１点でございますが、津波防災につい

ての対応としまして、漁民の安全を守るために、

風車に発光ダイオードを取りつけて、緊急時に

はそれを発信するというふうなご提案かと思い

ます。 

 ただいまのお話のご提案、もっともな提案と

いうふうに、私も受けとめておりますが、一義

的には、大月町におきますところの株式会社が、

この風車を取りつけるということで、風車発電

というのは、非常に、我々、今、こういうふう

なノーネクタイの運動をしておりますけど、こ

ういうものに対して、非常に有効であるという

ことも認識をしておりますし、また、こういっ

たものを利用して、この防災に役立てるという

ことを、非常にいい考えというふうに、私、受

けとめます。 

 しかしながら、行政区域が大月町ということ

もございまして、きょうご提案をいただいたわ

けでございまして、これは風車を取りつけると

ころの株式会社、それからこれを誘致した大月

町さん、こういった方々のご了解がない以上は、

一切できないということになろうかと思います。 

 私どもも、今のご提案を受けまして、大月町

なりにお話を持ち込んでみたい。 

 特にすくも湾漁協におきましては、行政区域

が大月町、宿毛市にかかわっておって、皆さん

が両方にかかわるわけでございますので、宿毛

市としましては、行政区域が違うからできない

ということではなくて、行政区域を超えたとし

て、大月町に対してこういうご提案、浦尻議員

からのご提案を持ち込むということで、ご了解

願いたいと思います。 

 また、すくも湾漁協におかれましては、もと

もと大月町の住民の方々おられます。また、沖

に出ている船の安全につきましては、浦尻議員

おっしゃいましたように、地震なり津波が来る

ということに対しては、かなり聞いております

ところによりますと、非常に地震が起きたとき

に、船に対しても衝撃があるというふうなこと

で、そのときに丘へ来ていいのか、それとも沖

へ行っていいのか、そこら辺の判断が必要にな

ってくると思いますし、また、そこら辺につい

ては、すくも湾漁協でも、我々市民に対してい

ろいろな自主防災組織をつくっていただきたい

ということもやっておりますので、漁協からも、

またご提案なりをしていっていただきたいなと。 

 どういうふうな対策をとるかとか、いろいろ

なご提案も、まだまだあろうかと思いますので、

ぜひ、その辺をすくも湾漁協としても、我々の

方からもやっていただきたいというふうなこと

も申し上げてまいりたいというふうに思います。 

 ２点目の市民祭、宿毛まつりでございます。 

 浦尻議員ご存じのように、もう３０回になろ

うかとしております。これ、市民の皆様が、い

ろいろなご協力を願って、皆様、各方面の皆様

がご協力をいただいて、この市民祭宿毛まつり

が実行されておることはご存じのとおりでござ

います。 

 関係者の方々には、この場を借りまして、私

からもお礼を申し上げたいと思います。 
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 浦尻議員からも、本当に内容がマンネリ化し

ているんではないかというふうなご指摘でござ

いまして、これに対して、元気都市宿毛を発信

するためにも、新しいご提案があったわけでご

ざいます。 

 まず、１点でございますが、市内各地の郷土

伝統芸能等の参画ということでございますが、

昨年は内外ノ浦のみこしが参加していただきま

した。そして、大深浦のに組の皆さんが、獅子

舞での伝統芸能ということでご参加をいただき

ましたし、これからもいろいろな地域の伝統芸

能の発表の場であるとか、そういったことをこ

の市民祭宿毛まつりの場で、行事をしていただ

ければ、本当にありがたいなというふうに思い

ます。 

 ここの市民祭宿毛まつりにつきましては、実

行委員会を組織しておりまして、観光協会の方

を中心にしてやっていただいておるわけでござ

います。市民の皆様のご参加をいただいている

わけでございますので、またこの場にもご提案

をいただいたことにつきましては、私どもの方

から、委員会についてこういうご提案があった

ので検討していただけませんでしょうかという

ことを申し上げていきたいと。 

 それから、間寛平さんを名誉市民、あるいは

名誉市長ということでのご提案でございますが、

議員の皆様ご存じと思いますが、平成７年に宿

毛市名誉市民条例というのができておりまして、

これによりますと、名誉市民になっていただく

には、その功績があったということが必要とい

うことになっております。 

 功績が、間寛平さんにないかといいますと、

これは宿毛市を出身ということで、全国には売

っていただいているということでは、功績とい

う面では認めるわけでございますが、具体的に

宿毛市に対してどういう功績であるかというこ

とを、やっぱり検証もしなきゃいけない。そう

いうことが、この条例に照らした形での名誉市

民ということの扱いをしなきゃいけないと、い

うふうなことを思っております。 

 ただ、宿毛から有名人が間寛平さんばかりで

なく、岡本知高さんであるとか、豊ノ島関であ

るとか、今現在、活躍されている方もたくさん

ございます。そういった方々に対しまして、高

知県なんかも特命大使というふうな、観光大使

というふうな、ちょっと名称は、今、覚えてお

りませんが、そういった地域での大使、地方に

発信していただける有名人ということで、そう

いう名称をつけておられるところもございます。 

 そういったことも１つの選択肢かなというふ

うに思っております。 

 それから、宿毛まつりのときに、この間６月

１日ににっぽん丸が寄港していただきました。

そして、皆さんご協力によりまして、闘牛大会

も久しぶりに開催していただきました。これに

つきましては、市民の皆様、闘牛大会にかかわ

った方々に対しても、ここの場を借りまして、

お礼を申し上げるわけでございますけど。 

 豪華客船の寄港は、前年度あたりから非常に、

クルーが決まるわけでございますので、この点

につきましても、臨時的に来ていただけるかど

うか、こういう働きかけというものは、船会社

の方に、執行部といたしまして働きかけをして

まいりたいと、このようには思っております。 

 大体、以上でご提案の件につきましては、答

弁させていただきました。 

 いろいろないいご提案でございますので、ぜ

ひこれを実現できる、していく、予算的な面と

か人的な面とか、いろいろございますけれども、

よいご提案でございますので、実行委員会の方

に図りまして、実現できるべく努力をしてまい

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ４番浦尻和伸君。 
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○４番（浦尻和伸君） ４番、再質問をいたし

ます。 

 ただいま、市長の方から答弁をいただきまし

たが、ケーブルテレビを見ている市民の方はわ

かりにくかったと思いますので、もう一度簡単

に説明をいたします。 

 大月町の竜ケ迫の山に、１２基の風力発電を

設置します。高さは９９メートル、そして６０

メートルに管理棟があります。その場所は、宿

毛湾の海をはじめ、沖の島、脇本、藻津、西町、

池島などを一望できる場所でございます。 

 この場所に、発光ダイオードの赤色灯をつけ

て、津波警報と同時に防災無線によって一斉に

赤色灯を点灯させる仕組みです。 

 私が思っている発光ダイオードは、できるだ

け大きければ大きいものを使っていただきたい

のです。いつ起こるかわからない南海地震、漁

民だけでなく、季節または時間帯によっては、

海岸沿いでは釣りをしている人たちや、脇本の

浜や咸陽島で遊んでいる子どもたちを初め、散

歩のお年寄りなどがたくさんいます。 

 ひとたび地震が起きれば、震源地の場所によ

っては、早いところでは津波は１０分から２０

分と聞いております。海岸を持っている宿毛市

では、二重、三重の連絡網を張り巡らして、で

きるだけ人的災害がないようにすべきだと、私

は思っています。 

 先ほど市長が言われたように、確かに行政区

は違います。しかし、幡多西部消防組合は、宿

毛市、大月町、三原村で組織をされております。

今回は、地震を起こすプレートの、この島国、

日本にはたくさんありますが、こういう施設と

いうか、こういう整備は、日本全国にありませ

ん。ぜひ、市長の考えを持って、宿毛から日本

にこういうふうな施設はどうですかいう形で発

信をしていただきたいと思います。 

 それと、先ほど、市長の方から答弁をいただ

きまして、本当にありがとうございます。 

 具体的に、できたら議会の終了、７月ごろか

ら大月町と勉強会なんかをしていただきたいと

思いまして、そこらあたりの答弁をお願いをい

たします。 

 それと、続きまして市民祭宿毛まつりについ

て、再質問をいたします。 

 市長の答弁でもありましたように、私として

も、実行委員会の皆様に対しては、本当に３０

年も継続開催に対し、本当にありがたく思って

おります。 

 先ほどの提言の中で、市内各地区の郷土伝統

芸能については、昨年は内外ノ浦のみこし、そ

して大深浦のに組の皆さんの参加があったこと

を、今、市長から聞きました。 

 ことしは、沖の島、鵜来島には牛鬼もありま

す。各地区にいろんな芸能が残っているんです

けど、市の方から、それと実行委員会の方から

お願いをして、できるだけボランティアで参加

のお願いをしてはどうか、市長の考えを伺いた

いと思います。 

 まず、再質問はこの２点をお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 浦尻議員の再質問にお

答えを申し上げます。 

 先ほどの防災の関係でございます。これは、

本当に、非常にいい考えということで、私の方

も防災の担当と話しまして、大月町の方にお話

をもって行かせていただきたいというふうに思

います。 

 非常に、今、浦尻議員ご指摘のように、幡多

西部消防組合は、３市町村で構成されておりま

すので、消防組合も防災についての対応をして

いくということが当然の仕事なのかなというふ

うに思いますので、ご提案の趣旨に沿いまして、

勉強会させていただけるもんであれば、大月町

の方に申し入れをしまして、ぜひこの検討に入
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らせていただきたいと思います。 

 それから、もう１つ、観光の面でございます。

先ほどお答え申し上げましたように、非常に伝

統芸能ということでございますので、ぜひボラ

ンティア参加を願いたいと。今、沖の島、鵜来

島の牛鬼ということのご提案もございました。

また、ほかにもいろいろな郷土芸能がございま

すし、そういったところの方々にも声をかけま

して、ボランティアで参加をしていただきたい。 

 そしてまた、もう１つは、市民祭宿毛まつり

でございますので、宿毛市民の方々に、一人で

も多くの方に参加をしていただきたい。自分た

ちでつくり上げていくという宿毛市民祭という

ことを目指してまいりたいと思いますので、議

員各位におかれましても、ぜひご協力をお願い

を申し上げたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） ４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君） ４番、再質問をいたし

ます。 

 ただいま、市長からありがたい答弁をいただ

きまして、本当にありがとうございます。 

 ただ１点、先ほど抜けていた部分がありまし

たので、再質問をいたします。 

 私が、なぜ間寛平さんを名誉市民、名誉市長

の承認をお願いしたかと言いますと、昨年、九

州に行きました。そのとき聞いた話なんですが、

ナイティンナインの岡村君が、晩酌は黒霧島を

飲んでいることをテレビで言いました。霧島酒

造の方に聞いたんですが、その結果、何が起き

たかと言いますと、霧島の在庫がなくなりまし

た。 

 ぜひ、私は寛平さんにも名誉市民とか名誉市

長になっていただき、宿毛名産のキビナゴやブ

ンタン、オクラなどを食べていただき、そして

テレビの方で自分のふるさと宿毛のピーアール

を、ぜひやっていただきたいと思います。 

 それと、寛平さんが、できたら毎年１日、１

日というより毎年、１０月の市民祭には帰って

いただき、寛平マラソンを開催をいたしまして、

そしたら県内外からたくさんの人が、この宿毛

を訪れます。そうすることによって、元気都市

宿毛が発信できます。 

 また、先ほど言いましたように、豪華客船の

飛鳥とか、そういう船なんかも、市民祭のとき

に来てもらい、そして先ほど言いましたように、

沖の島の渡船による市長杯の磯釣り大会とか、

本当に元気都市をできるだけ、一気に全部はで

きないんですが、ぜひ市長を中心として、この

宿毛を日本全国に発信をしていただきたいと思

います。 

 それと、ちょっとわからないんですが、うち

の条例、宿毛市の条例にあります名誉市民、名

誉市長はないんですが、その名誉市民のハード

ルがすごく高いのではないのか。 

 なぜかと言うと、先ほど市長、平成７年言い

ましたかね。７年に名誉市民の条例が宿毛市に

できてます。今は平成１７年です。１０年間た

ってます。名誉市民が１人もいません。条例は

つくっているのに、名誉市民はおりません。 

 だから、そのハードルが高すぎて、なれない

のか。先ほど、岡本君の話も出ました。奥谷さ

んの話も出ました。そういう中で、市長の考え

も、そこら辺を伺いたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 浦尻議員の再々質問に

お答えします。 

 もっともなご提案というふうに受承ります。

できれば、浦尻議員のおっしゃるような形のも

のは、すっすとできれば、本当によいというふ

うに、私自身も思っているわけでございます。 

 ナイティンナインの岡村君という話が出まし

たけど、これは間寛平さんでも、どこか有名な

人がテレビで宿毛の特産の物を食べていただけ

れば、本当に売れるというのは、非常によくわ
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かります。 

 特に、やはり間寛平さんというキャラクター、

それから宿毛市出身ということでございますの

で、こういう方を活用すると、言葉は変かもし

れませんが、こういった方々を活用しながら、

宿毛を、元気都市宿毛を売っていくということ

につきましては、非常によいご提案でございま

すので、できるものから取り組んでまいりたい

と思います。 

 ただ、間寛平さん、いろいろお忙しい方でご

ざいますので、この市民祭にすべて合わせて帰

っていただけるかどうかということも、ハード

ルとしてあろうかと思いますし、いろいろな、

磯釣り大会であるとか、豪華客船の同時入港で

あるとか、いろんなご提案もいただきました。 

 ぜひ、こういうことにつきましても、実行委

員会を初めとして、皆さんといろいろな予算面

を含めまして、考えて行ってみたいと思います。 

 それから、名誉市民のハードルが高いか低い

かにつきましては、ちょっと今、私、判断材料

を持っておりませんが、この条例も議会、執行

部提案なのか、議会提案なのか、これは私、ち

ょっとまだ承知していないわけでございますが、

ただいまできているものの条例が、こういう形

でできております。また後で、この条例も浦尻

議員にお示ししたいと思いますけど。 

 どういった方々を、どういった形で名誉的な

市民にしていくかということも、１つの検討課

題というふうに受けとめまして、私の方でも、

改めて少し検討をしてみたいと思いますので、

ご了解を願いたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） ４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君） ４番、市長より明確な

答弁をいただきました。 

 再度言いますけど、ぜひ市長を中心として、

元気都市宿毛を発信していただきたいと思いま

す。 

 これをもちまして、一般質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 暫時休憩いたします。 

午前１０時２９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時５２分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １番浅木 敏君。 

○１番（浅木 敏君） １番、一般質問を行い

ます。 

 一般質問通告書に基づき、市長にお尋ねいた

します。 

 １番目に、土佐くろしお鉄道の経営改善につ

いてであります。 

 土佐くろしお鉄道は、今年３月２日に、特急

南風１７号が、終着宿毛駅のホームに停車でき

ず、駅舎に激突、大破し、死傷者を出す大事故

を起こしてしまいました。宿毛市民にとっても、

高知県民にとっても大きなショックであり、悲

しみとなりました。 

 今、三月が過ぎましたが、人々の心の傷はま

だそのままかと思われます。 

 しかし、通学、通勤する人々にとっても、な

くてはならない存在の鉄道であることから、そ

の復旧が急がれていました。市長を初め、関係

者の皆様のご尽力で、東宿毛駅からではありま

すが、普通列車が入学式前に復旧し、この月の

１３日には特急も運行再開となり、利用者の皆

さんから安堵の声が聞かれます。 

 さて、この事故をめぐる諸問題について、私

は３月議会で質問させていただきましたが、ま

だ事故から１２日目でしたので、市長はまだ説

明できる情報が把握できていない。質問内容に

ついては、３月２６日の土佐くろしお鉄道運営

協議会等で、くろしお鉄道側と話をし、その後

で報告したいとのお答えでした。 

 この事故に続いて、４月２５日にはＪＲ西日
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本が、福知山線において快速電車を脱線転覆さ

せ、死者１０７人、負傷者４６０人の大惨事を

引き起こしました。私たちは、公共交通機関は

安全第一が経営の基本と思っておりましたが、

この鉄道の支社長方針は、稼ぐことが第一目標

に掲げられ、２番が安全、安定輸送を目指すと

なっているようであります。 

 また、ミスをした運転手には、いじめとも、

みせしめとも言われる日勤教育なるものを課し

ていたようであります。こうしたことがプレッ

シャーとなり、運転手に制限時速７０キロのカ

ーブを３８キロもオーバーするなどスピードを

出させ、大惨事を引き起こしたものと報道され

ております。 

 日本の鉄道は、安心、安全の高い評価を得て

いるといわれておりましたが、経営方針次第で、

こんな危険なことになることも明らかになりま

した。 

 こうした事故で崩れ去ってしまった鉄道に対

する安全、安心の信頼を回復するために、再度

質問をさせていただきますので、市長、市民の

皆さんが納得できるお答えをいただきたいと思

います。 

 １番目に、安全対策について、お尋ねします。 

 病気休暇直後の運転手に、きつい業務をさせ

ないなど、心身の健康管理ができているかどう

か。 

 次に、最終駅に向かう特急列車は、大幅なス

ピードダウンをさせるのが全国的傾向だと聞き

ますが、くろしお鉄道はどうなっているか。 

 運転手の体調にもしものことがあっても、減

速や停車ができるＡＴＳ装置の設置はどうなっ

ているか。 

 車掌の非常ブレーキ操作訓練、運転手のミス

防止対策、職員の不適正問題等、ずさんな経営

体質をどう改善されるのか。 

 乗務員はもとより、職員からの危険箇所改善

の意見が経営に反映できるようになったかどう

か。 

 こういった点について、３月の議会でも質問

いたしましたが、今度、新たに列車が運行し始

めたということで、こういう対策ができている

か、お尋ねいたします。 

 ２番目に、復旧対策について、お尋ねします。 

 駅舎の早期復旧は、乗客の利便性だけでなく、

食堂、売店など、駅舎で働く人々や周辺の商店

からも待ち望まれています。早期復旧への取り

組みをお聞かせください。 

 また、復旧経費と自治体負担の見込みについ

て、ご説明をいただきたいと思います。 

 ３番目に、東宿毛駅の施設改善について、お

伺いします。 

 経常収支以外に、自然災害による線路への土

砂崩れ、今回の事故等、くろしお鉄道にとって

は厳しい経営となっています。 

 しかし、議会の開会日に市長も話されました

が、私も利用者の利便性を向上させ、多くの人

に乗ってもらう、乗客に喜んでもらえる経営が

大切だと思います。 

 その一環として、今、終着となっている東宿

毛駅の施設の充実が求められています。その第

１点目は、トイレの設置です。東宿毛駅は、小

さな駅ではありますが、通学生の多くが利用す

るとともに、市内勤務の方など、多くの方の乗

降が見られます。しかし、トイレがないため不

便であり、近くの民家へ借りに行き、迷惑をか

けることも多々ありました。 

 ５月の連休後に、やっと仮設トイレができま

したが、宿毛駅舎が完成すれば、撤収されるの

ではないかと心配の声が聞かれます。 

 そこで、この駅の利用度から見て、鉄道の高

架下へ固定式のトイレを設置することはできな

いか、検討、協議いただきたいと思います。 

 次に、駅の待合室ですが、乗客の多さに比べ
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て狭いため、入りきれない生徒たちが、横殴り

の風雨に打たれている姿を見かけます。こうし

た現状から、待合室増設の検討を求めます。 

 ３番目に、最後に自転車置き場ですが、駅の

そばの交差点近くの高架下に、２カ所設置され

ていますが、駐輪台数の半分ぐらいしか置けま

せん。近くには、「ちょっと待って、ここは児

童、生徒が通学に利用する道です。危険ですの

で自転車、バイクは定められた駐輪場に整理し

ておいてください。宿毛市 土佐くろしお鉄道

株式会社」と連名で表示されています。 

 駐輪のマナーを守ることが大切なことはその

とおりですが、乗客数に見合った駐輪場をつく

ることも大切かと思われます。 

 また、列車から降りた乗客が、倒れて雨に濡

れた自転車を起こしている姿を見ると、風雨が

防げる対策はできないものかと思われます。 

 こうした駅の設備の充実についての市長のお

考えをお聞きいたします。 

 議題の２番目に入ります。 

 松田川堤防の改修についてであります。 

 松田川堤防の現状についてですが、松田川の

下流域は、関係者の皆様の大きな協力を得て、

稗田川との合流地点の整備、毎年ごみの一斉清

掃に苦労しておりました松田川橋周辺も親水公

園となり、可動堰の完成もあって、洪水による

和田地域の冠水も少なくなりました。 

 また、洪水による傷みの激しかった文殊橋の

かけかえ工事も始まり、地元の皆さんも喜んで

いるところであります。 

 しかし、また大きな心配事が残っており、皆

さんを悩ましております。それは、上荒瀬地域

から下流に伸びる堤防が各所で破損し、大きな

洪水があれば、決壊の恐れのあるところが出て

きました。上荒瀬地域の堤防を守ってきた竹や

ぶは、洪水に次々と剥ぎ取られ、河戸堰周辺ま

で流れていき、水面に無残な姿をさらしており

ます。この竹は、いずれ宿毛湾に流れ込み、漁

業関係者の皆様に迷惑をかけるものではないか

と心配されます。 

 昨年も、あの台風１６号によって、上荒瀬地

域の堤防の１カ所は、竹やぶのすべてが剥ぎ取

られ、裸地となった土手が洪水に侵食され、決

壊の恐れが出てきたため、地元の皆さんが土木

事務所へ相談に行き、応急措置をしていただき

ました。おかげで大洪水を伴った２３号台風で

の決壊をまぬがれることができたのであります。 

 もしも、あの大洪水で上荒瀬地域の堤防が決

壊していたとしたら、和田平野は土石の流入で

河原となり、水田もビニールハウスも壊滅的打

撃を受け、また人家へも大きな被害が出たであ

ろうと思われます。 

 ２番目に、堤防の早期改修への取り組みにつ

いてでありますが、今年も梅雨が本格的になり

つつありますが、地元の皆さんも台風などによ

る洪水の心配に悩まされながらも、なすすべも

なく、豪雨のないことを祈っているところであ

ります。 

 それでも、被害を最小限に食いとめるため、

近々、地元の出役で土手の竹林整備をすること

も相談しているところであります。 

 そこで、市長にお尋ねしたいのは、管理管轄

は県ではありますが、和田地域の皆さんの置か

れている現状に対して、市民の命と暮らし、財

産を洪水被害から守るために、何らかの早急な

対策をとっていただくことはできないかという

ことです。 

 まず、この河川工事の概要と、その中で堤防

工事がどうなっているのかをお尋ねします。 

 次に、当年度の予定はどうなっているのか、

ご説明ください。 

 ３番目に、上荒瀬地域の堤防が決壊した場合

の被害と、それへの対処はどうなるのか。 

 ４番目に、今後、早急な堤防改修のために、



 

－ 21 － 

宿毛市としてどう取り組んでいただけるのか、

以上の点について、市民の皆さんにわかりやす

いご答弁を求めます。 

 議題の３番目、生活保護行政についてであり

ます。 

 政府は、今年度も在日米軍へ２，３７８億円

もの思いやり予算を組むとともに、自衛隊のイ

ラク派兵の長期化による経費拡大、工事費２，

４６０億円もかかる諫早湾埋め立てなどのよう

なむだな公共事業はそのまま継続しております。

政府のこうした失政により、不況はますます進

行し、失業者はあふれ、年金生活者への課税強

化など、国民生活は一段と厳しくなっておりま

す。 

 こうした中で、生活保護を受けなくてはなら

ない世帯もさらに多くなっております。すべて、

国民は健康で文化的な、最低限度の生活を営む

権利を有すると定めた憲法２５条に基づく生活

保護法、生活保護制度によって、生活困窮者を

救済することは、年間３万人を超える自殺者防

止の上でも、行政にとっては極めて重要な業務

であります。 

 ところが、全国的には、要保護者の申請行為

を拒もうとする福祉事務所もあり、大きな戦い

となっています。 

 宿毛事務所においても、幾つかの問題があり

ますので、生活保護法の本旨に沿った取り扱い

をご検討いただきたい。 

 その１番目ですが、文書の取り扱いについて

であります。 

 生活保護法第７条では、保護は要保護者、そ

の扶養義務者、またはその他の同居の親族の申

請に基づいて開始するものとするとなっていま

す。これは、国民の申請権、請求権を保証した

ものであります。 

 政府も、国会で申請の意思のある人の申請は、

受け付けなければならないと答弁しております。

申請者から求めがあれば、申請用紙を渡すべき

ではないでしょうか。そして、生活保護施行規

則にもあるように、住所と氏名、申請を必要と

する理由と申請の意思が申請書に書かれておれ

ば、まず申請を受け付けし、その他、その場で

書けない書類は後から提出を認めていいのでは

ないでしょうか。 

 また、申請書提出時の申請月日は、保護が決

定された場合の扶助費計算の起算日ともなる大

事な日付であり、申請月日記入を拒否し、担当

者が後で自由に記入するようなことのないよう

にしていただきたい。 

 さらに、決定通知書の送達が定められた期日

を過ぎる場合がありますが、多忙であれば、ケ

ースワーカーを増員し、期日内送達ができるよ

うな業務運営にするべきではないか、お尋ねい

たします。 

 ２番目に、生活困難が急迫している場合の対

応についてであります。 

 たちまちの生活費がない急迫者には、貸付の

対応もしている事務所もあるようですが、宿毛

でもそういう対応はできないか、お尋ねします。 

 ３番目に、調査や指導、及び指示のあり方に

ついてであります。 

 このことについては、法第２７条で、保護の

実施機関は被保護者に対して、生活の維持、向

上、その他保護の目的、達成に必要な指導、ま

たは指示をすることができるとしています。 

 しかし、指導、または指示は被保護者の自由

を尊重し、必要最小限にとめなければならない。

また、被保護者の意に反して、指導または指示

を強制し得るものと解釈をしてはならないとも

書いています。 

 このことからも、調査や指導、または指示に

ついては、要保護者の人権尊重に配慮し、プラ

イバシー侵害や、高圧的対応にならないように

するべきだと思いますが、市長のお考えをお聞



 

－ 22 － 

きします。 

 最後に、扶助費の受け取り方法についてであ

ります。 

 扶助費の受け取り方法については、現金受け

取りと預金口座への振り込みがあると思われま

す。高知市などは、ほぼ全員が振り込みとなっ

ているようであります。宿毛でも振り込みを希

望する人もあるので、本人の希望に基づき、受

け取り方法が決められるようにしてはどうでし

ょうか、お尋ねいたします。 

 以上で、１回目の一般質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 浅木議員のご質問にお

答え申し上げます。 

 まず、１点目は、土佐くろしお鉄道の経営改

善についてということでございますが、３月の

議会が終わりまして、私ども大正、十和村を除

く幡多郡の市町村と、県とか窪川町で構成しま

す土佐くろしお鉄道中村宿毛線運営協議会とい

うのがございまして、これが３月２６日の臨時

総会がございまして、これを皮切りにしまして、

幹事会を３回。これは、幹事会というのは、各

市町村の課長さんが担当しております。それか

ら、総会は、各首長さんが出て行うものでござ

います。 

 この総会２回を開催しまして、宿毛市として

のご意見、浅木議員からもご指摘のあったよう

なこと、くろしお鉄道の体質改善とか、そうい

ったものにつきましても、意見というものを厳

しく申してまいりました。 

 また、今月９日に、土佐くろしお鉄道株式会

社の取締役会、これは、こちらの方では中村市

長と宿毛市長、そして窪川町長が取締役になっ

ております。この取締役会におきましても、安

全管理策とか、経営改善とかいうことに対しま

して、実施するように強く求めてきたところで

ございます。 

 内容につきましては、運行の早期再開である。

それから、安全の確保であるとか、それから職

員の健康管理であるとか、そういったことにつ

いて、結構いろんなことを申し上げてきました。 

 ご承知のとおり、普通列車は４月７日から再

開されまして、先月１３日から、東宿毛駅から

でございますが、旧来どおりの特急列車、ダイ

ヤが正常に戻ったということでございます。 

 それから、あと、列車自動停止装置ですか、

ＡＴＳというんですか、これの増設であるとか、

そして習熟運転でございますね。先ほど、終点

でどういうふうな運転をしているかということ

でございましたので、そういった習熟運転の講

習の実施であるとか、健康診断の受診の徹底と

いったこと。それから、安全運行の確保を会社

も行っておりまして、現場職員と幹部職員との

意思疎通を図るためにも、打ち合わせ会を充実

したということも、会社の方からは聞いており

ます。 

 それから、次に宿毛駅の復旧でございますが、

ご存じのとおり、列車がぶつかったものですか

ら、エレベーターが壊れておりますし、２階に

上がる階段もめちゃめちゃになっております。 

 そういうことで、宿毛市の建設協会の皆様方

のご好意によりまして、この撤去作業だけはや

っていただいておりますが、まだこれの復旧に

ついては、これからということになります。こ

の復旧費用につきましても、非常に、各沿線市

町村に負担をお願いしたいということでの、会

社からの申し出もございまして、我々としては、

できるだけ合理的な予算で、合理的な復旧を図

っていただきたいということの申し入れもして

いるわけでございます。 

 そういうことで、会社の見積もりでございま

すが、７，８００万程度ということで、復旧を

していきたい。 

 それから、宿毛市におきましても、施行管理
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ということを、宿毛市の、宿毛駅でございます

ので、宿毛市の所有ではございませんが、宿毛

駅でございますので、宿毛市として施行管理な

んかの人的支援、こういったものも含めて、協

力をするので、できるだけ沿線市町村の負担と

いうことは、市民の皆様、町民の皆様の税金を

使うわけでございますので、できるだけ、これ

は支出を抑えるよう、強く求めております。 

 この費用につきましては、鉄道経営助成基金

ということで、運営協議会の方で出していくと

いうふうなことになろうかと思います。 

 それから、６月２８日には、土佐くろしお鉄

道の株主総会がございます。そういったところ

でも、我々としては、合理的な予算といいます

か、費用で改修をしていただきたいと、復旧を

していただきたいというふうに求めてまいる予

定でございます。 

 それから、東宿毛駅の施設の充実の件。トイ

レ、常設のトイレであるとか、自転車置き場で

あるとか、待合室というふうなお話がございま

した。ご提案、もっともなことだとは思います

が、新たな施設整備ということに関しまして、

今、非常にくろしお鉄道は財政難に陥っており

ます。来春には資金がショートするんじゃない

かというふうな試算も出てきております。そう

いった中で、暫定的に、ただいまトイレの設置

をしておりますし、それから、駐車場も宿毛の

建設業界の方々のご好意をいただきまして、整

備をさせていただいたというふうな状況もござ

います。 

 まだ、バスの代替をやっているということで、

待合室がそこで一時的にいっぱいになっている

ということもございます。 

 また、自転車置き場でございますけど、そう

いったものについても、皆さんが使ってない自

転車の撤去をするとか、皆さんがご協力して、

自転車の整理整頓をしていけば、十分、対応は

できるんじゃないかなというふうにも思ってい

るわけでございます。 

 これがまた、宿毛駅が復旧しましたら、もと

の形に戻って、待合室が満杯になるということ

は、余り考えられないんじゃないかなというふ

うなことも思っております。 

 財政的な面からも含めまして、そういう面で、

いろいろ、今すぐに浅木議員のおっしゃる形で

の東宿毛駅の整備が、すぐできない状況にある

ということをご理解をお願いしたいと思います。 

 できるものはやっていくということでの、会

社とのお話し合いもしているわけでございます

が、なかなか財政的に、非常に厳しいというこ

とをご理解願いたいと思います。 

 次に、松田川の河川改修の件でございます。

ご存じのように、これは高知県の管理河川でご

ざいまして、我々、地元ということで、県の管

理河川であろうとも、いろいろなお願いもして

いかなきゃいけない。そして、費用の負担もし

ていかなきゃいけないというふうになっておる

わけでございます。 

 まず、１点目の上荒瀬地区の堤防復旧工事箇

所の復旧でございます。これは、県が事業主体

で実施しております松田川広域基幹河川改修事

業の河川改修計画区間内に、本箇所の護岸改修

も計画されております。 

 議員もご存じのとおりでございますが、災害

復旧工事で対応することはできませんでしたの

で、この河川改修計画の中でやっていくという

ことになっております。 

 県土木といたしましても、早急に改修計画を

立てて、事業を進めていきたいところと思いま

すけれども、なにさま、先立つもの厳しい財政

状況の中での改修計画となりますので、現段階

で実施年度を今、ここであるというふうに特定

させるのは困難というふうに、ちょっと聞いて

おるところでございます。 
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 それから、２点目の河川改修計画の概要でご

ざいます。計画区間は、国道５６号線の松田川

橋より、二ノ宮地区の高田堰までの約・７キロ

メートル区間と、それから松田川、篠川合流点

より篠川水系の上流約・８キロメートル区間を

合わせた約・５キロメートルが、全体の改修計

画区間でございます。 

 平成１６年度までには、松田川、篠川合流点

より下流域の改修工事が、おおむね完成したわ

けでございます。今年度より上流域の改修工事

を進めていきまして、平成、今年度でございま

すが、文殊橋のかけかえ工事、これを完成させ

る計画というふうに聞いております。 

 それから、１８年度の概算事業費といたしま

しては、上流域を改修するために、約１億５，

０００万円程度要求しておるというふうに聞い

ております。 

 先ほど申しましたように、財政状況が非常に

厳しい、そういうことで事業費の割当につきま

しては、１億５，０００万要求しているわけで

ございますが、見通しがきちんと立ってないと

いうふうなことでございます。 

 それから、市としての取り組みでございます

が、宿毛市の、これも重点事業に位置づけまし

て、毎年、各会計関係機関に要望書を提出して

おります。去る５月３１日でしたか、高知県議

会の企画建設委員会の皆様がお見えになりまし

たときにも、陳情したところでありますので、

今後も早期完成、改修計画の早期完成を目指し

て、強く要望してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 次に、生活保護行政でございますが、生活保

護行政につきましては、浅木議員から議会で何

回かご質問がございます。そういうことで、私

どもの方としましては、福祉事務所長、それか

ら福祉事務所の職員等とお話をしまして、これ、

生活保護については、個人のプライバシーとい

うものを最大限にやっぱり尊重しなきゃいけな

いものですから、保護法の趣旨にのっとった形

で、適切に処理をしているというふうに、私自

身も思っておりますし、所長と職員の者と話し

た折も、所員は、そういったことにいろいろ配

慮しながら、生活保護法の趣旨にのっとった事

務手続をしている状況でございますので、ぜひ

ご理解をお願いしたいと思います。 

 先ほど、いろいろ細かい事務手続につきまし

ても、お話がございましたが、これにつきまし

ては、福祉事務所長の方から答弁をさせていた

だきたいと思いますので、よろしくご理解を願

いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君） 福祉事務所長、

１番、浅木議員の一般質問にお答えいたします。 

 まず、生活保護申請書の取り扱いについてで

ございますが、申請者に対し、相談内容をお聞

きし、生活保護法を説明した上で、申請の意思

のある方には、申請書をお渡しいたしておりま

す。 

 申請書等の月日を記入させない理由について

でありますが、申請書の受付日、これ受理日に

なるわけでございますが、申請書が整った段階

で、福祉事務所に提出された日が受付日、受理

日となりますので、申請書類が整った際に、申

請年月日は原則、申請者に記入してもらってい

るためでございます。 

 それから、生活保護の通知書の送付がおくれ

ておるというような件でございますが、この件

につきましては、１０日付で決裁をいたしまし

たが、その後、内容について、再度協議する必

要ができたことによりまして、所内会議を開き、

協議した結果、１４、１５日が土、日になった

ということで、決定通知書がおくれてしまいま

した。 
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 今後は、このようなことがないよう、十分、

注意をしていきたいと思っております。 

 次に、生活困窮者に対する資金の貸付制度に

ついてでありますが、本市におきましては、社

会福祉協議会において、低所得者、障害者、ま

たは高齢者の方を対象にした生活福祉資金とい

う貸付制度がございます。 

 また母子家庭の方には、福祉事務所で取り扱

っています、母子小口資金という貸付制度もご

ざいます。新たに貸付制度を創設する考えはご

ざいません。 

 次に、生活保護申請のプライバシーについて

でありますが、申請者に関係する生活保護法上、

必要の調査につきましては、関係機関等への調

査、及び生活実態調査等をしておるところでご

ざいます。 

 申請者のプライバシーについては、第三者に

漏れることがないよう、十分、配慮をしており

ます。 

 次に、保護費の受け取りについてであります

が、当市の場合、原則、窓口払いにいたしてお

りますが、被保護者本人が希望する場合には、

福祉事務所として、ケースの状況等を考慮した

上で、判断しながら、対応いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） １番浅木 敏君。 

○１番（浅木 敏君） １番、再質問をいたし

ます。 

 先ほど、市長の方から、それぞれご説明をい

だきましたが、関係機関と協議して取り組んで

いただいておること、ご苦労さんでございます。 

 一番大事なことは、やはりこれまでつちかっ

てきた安全、安心をどう回復するかということ

でありますので、私もそういった観点から、質

問させてもらったわけでございます。これから

も、安心、安全、こういったものがどう確保さ

れるのか、いう面で取り組んでいただきたいと

思います。 

 それと、東宿毛駅関係の整備でございますが、

この中で、財政が非常に厳しいことは、私も理

解しておりますが、先ほどお話しました生徒、

利用者への呼びかけの文書と、実態とを見たと

きに、非常に私自身も心が痛むものであります。 

 余り大幅なお金はかけなくとも、できるもの

から、例えば白線を引いて、新たに明示して駐

車する場所をこしらえる、駐輪する場所をこし

らえる、そういったことも、金のかからん部分

からも取り組んでいけるのではないかと思うわ

けであります。 

 それと、トイレの問題についてもお金がかか

るということでありますが、私は、やはりあの

駅の利用から見たら、本格的な本式のトイレを

つくっていただきたいというふうに考えます。 

 さしずめ、それができるまでは、せっかくで

きた今の仮設トイレは、皆さんが心配している

ように、撤去しないでおいてもらいたい、こう

いうことを再度質問いたします。 

 それから、松田川堤防の改修について、それ

ぞれご説明いただきましたが、１つ私が先ほど

の発言の中で、可動堰ができて、和田川につい

ては冠水する回数が減ったと申しましたが、一

方では、可動堰ができたことによって、町へ入

ってくる用水路は水位が下がって困っていると

いう話も聞きました。 

 こういった面から、町の人がそういうことで

水位が下がって、農業、その他の面で支障が出

ているのであれば、これを改善するような対策、

こういったものも必要でないかと思いますので、

またよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、上荒瀬地域を中心とする堤防の問題

でございますが、やはり一番心配なのは、毎年、

これからあと、台風が来るということでありま

す。現状からすると、災害復旧費は今の市長の

お話でもありましたように、使えないというこ
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とで、県の方も難しいんだろうとは思いますが、

本来なら、こういう生活に危険を及ぼすところ

から、先、工事をする。予算をそちらへ先に使

うべきではなかったかと思うわけです。 

 いろいろやってもらって、後から言うのも失

礼かとは思いますが、やはりこういった安全対

策、こういったものを優先していく必要があろ

うかと思います。 

 もう１点、もし、すぐに堤防ができないとし

ても、あの上荒瀬地域が非常に、市道近辺まで

えぐられてきたというのは、ここ何年かの間だ

というふうに聞いているわけです。 

 昔は、あの上荒瀬地域には、むしろ数十枚敷

いて籾を干すぐらいな河原があったと、そうい

うことをまたしていたというふうに聞くわけで

す。ところが、その上荒瀬側の河原、今なくな

ってしまったわけですね。 

 二ノ宮側の河原になってしまった。つまり、

流心が変更してしまったということであります。

この流心を元に直せば、これ以上、和田川の堤

防が侵食されるのは、一定、防げるんじゃない

かと考えるわけです。 

 こういった川の流れを元に戻す、中心へ戻す、

こういったことを含めて、県の方での応急的対

応をしてもらわないと、地元の方は安心できな

いという現状でありますので、そこらも含めて

検討、協議し、生活を守る、地域を守る取り組

みをしていただきたい、このように考えるわけ

であります。 

 それから、生活保護行政については、市長の

方から概要がお話あり、それからまた、福祉事

務所長の方からもお話ありました。 

 どういった場合にも、生活保護受給者、また

それに至るまでの申請中、こういった調査も含

めて、第三者云々の問題ではなしに、本人のプ

ライバシーも尊重されなければならないわけで

ございます。第三者に知られる、ではなしに、

本人のプライバシーも、やはり十分尊重すると

いう対応が必要だと思われるわけであります。 

 それと、もう１つ、所長のお話のあった申請

書が整った日が申請日だと言われましたが、こ

れは、福祉事務所の対応によって、かなり差が

あるようです。 

 宿毛のように、申請書が整った日が申請日だ

ということで、後で書き込んでもいいというふ

うな、今の言い方ですね。話し方、これについ

ては、おかしいんじゃないかと思います。申請

書については、定められた、約１０枚ぐらいの

紙がありますが、これをすべてを出すことは、

なかなかその日には難しいわけであります。そ

の場で書ける部分がありますので、大方の福祉

事務所については、先ほど、私が述べました部

分、こういったものが明確になっておれば、申

請日と、書として受けつけておくと。そして、

後でほかの関連書類は持ってきてもらう、取っ

てもらうということでやっていると。 

 この申請日が、扶助費を支払う場合、さかの

ぼっての起算日となりますので、これを職員が

後から書くということになると、受け取る金額

にも大きな影響が出てくるわけであります。 

 そういった面で、これは申請書は、本人の申

請意志が十分わかるものであれば、その時点で

受けつけをする、こういった方向で再検討を願

いたいと思います。 

 それから、急迫者への対応ですが、私も全部

を調べたわけではないですが、高知市等ではそ

ういった、たちまち今、全く金がなくて困って

いる申請者ですね、その申請書を受けつけた時

点で、もうきょうから困るという人に対しては、

貸付制度があって、あと扶助費が支払われたと

きに、返還してもらう、こういった方法をとっ

ているようであります。 

 そういった、他の事務所でやっていることに

ついて、宿毛でもたちまち困っている人に対し
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て、何らかの手を差し伸べる。それは、形は宿

毛市の福祉事務所が独自にするのか、社会福祉

協議会の方と相談してやるのか、これはお任せ

いたしますが、たちまち困っている人を救済す

るようなことは、ぜひできるようにしていただ

きたい、このように思います。 

 この面での答弁を求めます。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 浅木議員の再質問にお

答えを申し上げます。 

 くろ鉄の関係でございますが、くろしお鉄道、

本当に財政事情厳しいけど、人的にお金のかか

らない部分については、これはもう、もちろん

しなきゃいけないことでございますが、くろし

お鉄道も、今度、先ほど申し上げました総会の

後の取締役会がありまして、予定ではですね。

そこで、経営陣も刷新されるというふうに聞い

ておりますし、今度は、新谷社長も非常にご苦

労をなさって、くろしお鉄道の経営に当たられ

たわけでございますが、次の方が聞き及びます

ところによりますと、民間の近鉄の方が高知県

の方へ来られて、この方に経営を任せるという

ふうなこともございます。 

 民間経営感覚と申しますか、民間経営経験者

が土佐くろしお鉄道の経営に当たられるという

ことでございまして、また、この後任の社長さ

んにも、いろいろな、我々の実情も知っていた

だくし、この宿毛線の実情も知っていただいて、

本当に合理的な経営をやっていただきたいとい

うふうなことを期待をするわけでございますの

で、浅木議員のおっしゃる形の部分について、

できるものは、利用者の利便を図れるものにつ

いては、できるものはしていくというふうなこ

とも、我々としてはぜひお願いもしてまいるつ

もりでございます。 

 それから、松田川の堤防、河川改修の件でご

ざいますけど、先ほど、可動堰のことがござい

まして、和田の方々は、非常に可動堰ができて

助かっている。しかしながら、その町の方には、

水が入ってくるのが少ないというふうなお話が

ございました。 

 これにつきましても、我々の耳にも入ってき

ておりまして、これは県の土木事務所にも一応、

お話を申し上げておりまして、どういった形が

一番いいのか、その件についても、土木事務所

で調査もしていただくというふうにはしており

ますので、ご了解願いたいと思います。 

 また、毎年来ます台風ということで、河川の

流心を元に戻せばいいというふうなことですが、

なかなかやっぱり、自然の河川の流れを変える

ということは、人的には非常に莫大なものがか

かるんじゃないかなという気もいたしますが、

これは、県の土木の方にも、一応、お話を申し

上げまして、結果的に危険な箇所を優先的に改

修してもらうのが本当じゃないかというふうに

思っておりますので、その件につきましては、

自然の流れを変えるというよりも、危険箇所の

改修を、まず先にするというふうなことをお願

いしてまいる予定でおります。 

 それから、生活保護の件でございますが、申

請書の日付が出した日であるとか、申請書が全

部整った日であるとか、いろんな考えはあると

思いますが、一応、この事務手続きというもの

は、申請書に附属するものについては、ほとん

どやっぱり、きちんとしたものがあってこそ、

初めてそこで申請というものがなされるという

ふうに、我々は承知しているわけでございます

が、ほかでこういう、議員のおっしゃったよう

なことが行われているということでございます。 

 我々のやっているものにつきましては、非常

に生活保護の方々のためを思って、市民のため

を思ってやっている部分もございますけど、そ

れがなお足りない部分があるんであれば、これ
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は変えていかなきゃいけない、そういうふうに

は思っております。 

 それから、本人のプライバシーのお話にも触

れておられましたけど、これはもう、もちろん

本人のプライバシーを尊重するということは大

前提でやっております。これはもう、当然の話

として、我々、事務に当たっておりますので、

そこのところはご了解も願いたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（岡村佳忠君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君） 福祉事務所長、

１番、浅木議員の再質問にお答えいたします。 

 急迫保護貸付のことでございますが、急迫保

護者については、すぐに生活保護を受けれるよ

うには、行旅病人等はいたしておりますし、あ

との高齢者や母子、それから身体障害者等につ

いては、先ほど、説明をさせていただきました

が、社会福祉協議会等で制度がございますので、

今のところ、新しい制度の創設は考えておりま

せんので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） １番浅木 敏君。 

○１番（浅木 敏君） 再質問をします。 

 鉄道関係の問題につきましては、おおむね了

といたしまして、今後、市長は必要な、しかる

べき会議に出たときには、少なくとも、今の仮

設トイレ、これはなんとしても守ってもらいた

い。 

 特に、町の中で懇親会、お酒なんかを飲んで、

中村の方へ帰られる人から聞くわけですが、あ

あ、ここにトイレがあったらよかったのになと

いう話も、これまで聞いてきたわけです。そう

いった面からも、やはりああいう駅の周辺に、

トイレが必要だということは、だれもわかって

いると思いますので、撤収しないようにひとつ

頑張っていただきたいと、このように思います。 

 それから、もう１つ、松田川の問題ですね。

先ほど、市長がお話ありました流心変更は難し

いということですが、自然の関係でなったと言

いますが、私の聞くところでは、ある河川工事

の関係で流心が変更したというふうに、地元の

人は話しているわけです。 

 そういったことから、もともと今のような状

況ではなかったということは、ご理解願いたい。 

 もとは、二ノ宮と和田側の真ん中を流れてい

たから、上荒瀬側があれほど侵食されなかった

と。先ほど言いました、むしろ６０枚も広げる

ほどの河原があったということですが、何かの

工事の影響で、流心が、上荒瀬側に移動してし

もたということですので、そういった面も含め

て、県の方と協議していただきたいと思うわけ

であります。 

 それと、生活保護の関係については、先ほど、

市長から、また福祉事務所の所長の方からもお

話ありましたが、やはり私の見る限りでは、宿

毛の福祉事務所の対応は、非常に厳しいという

ふうに思うわけでございます。 

 高知の方でできとっても、宿毛ではなかなか

難しいという、さっきのお話もありましたが、

やはり所長のお話にもありましたように、極め

て急迫なものも含めて、申請があって、それを

最終的には決定していくわけですが、やはり早

い時期に決定して、その人が申請日以降、借金

に走り回らんでええような、こういうふうなこ

とも考えていただきたいと。 

 早い給付決定ですね。基本的には、１４日以

内ということになっているわけですが、これが、

ことによったら１カ月でもいいよというような

文書表現も、手続さえすれば、それでいいとい

うふうにもみえるわけですが、早いうちに処理

をすれば、確かに急迫者に対する効果はあると

思いますが、こういった面でも検討を願いたい

と。 

 それと、やはり保護率の問題ですが、このい
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ろいろな対応が厳しいから、宿毛は１，０００

人のうち６人しか生活保護者がいないと。高知

県平均では、１，０００人のうち１８人おると。 

 それから、例えば東の方のある市やったら、

１，０００人のうち３４人だというふうに聞い

ているわけです。そういった面から、市の中で

は、宿毛市が一番、生活保護の保護率が低いと

いうことになっているわけです。 

 こういった面が、宿毛の皆さんが生活豊かで、

必要がないというふうに判断されるんだったら

結構なことですが、私はそうではなしに、これ

まで何回も議論してきたように、対応が厳しい

から、申請がしにくい、やってもらえない、こ

ういうようなことになっていっているんじゃな

いかという危惧があると思います。 

 そういった面で、今後、やはり他の市町村並

みに、申請者の立場を考えた、生活に困ってい

る人の立場を考えた対応というものをお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） この際、１番浅木 敏

君の質問に対する答弁保留のまま、昼食のため

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０１分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １番浅木 敏君の質問に対する答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 浅木議員の再々質問に

お答え申し上げます。 

 くろ鉄の東宿毛駅におきます仮設トイレを残

してほしいという、これは要望というふうに承

りましたが、あくまでもこれ、仮設トイレでご

ざいますので、ずっと残しておくかどうかにつ

いては、土佐くろしお鉄道とかも、話し合って

みなきゃわかりません。あくまでも、ただいま

のは仮設トイレでございますということだけ、

ご認識を願いたいと思います。 

 それから、もう１つ、松田川の河川、流心の

話でございますが、これは、流心がどうのこう

の、ここで議論するつもりはございませんが、

これは土木とも、県土木とも話しまして、やは

り先ほどご答弁させていただきましたように、

危険箇所をまず優先的に改修していくのが本当

ではないだろうかということでございますので、

県の土木の方にも要求をしてまいりたいと思い

ます。 

 それから、生活保護での手続の件について、

もう一度、福祉事務所長からお答えはさせます

が、１点、これは質問というよりも、私の方に、

生活保護率の件でございますが、保護率が低い

のは、宿毛市が厳しいからじゃないかというふ

うなお話がございましたので。生活保護率が低

いというのは、あくまでもこれは数字での結果

であるというふうに、私は認識しております。

審査につきましては、生活保護法に基づきまし

て、うちの職員が厳正に対処している、そして

公平に扱っておりまして、担当する職員としま

しては、常に相談者であるとか、受給者との立

場を十分配慮しながら、親切丁寧な対応をして

いるところでございますので、ぜひご理解を願

いたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君） 福祉事務所長。

１番、浅木議員の再々質問にお答えいたします。 

 保護の決定を早くしてほしいというご質問で

ございますが、できるだけ早く調査をいたしま

して、早く結論を出し、結果を通知いたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） １番浅木 敏君。 
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○１番（浅木 敏君） 再質問をいたします。 

 くろしお鉄道の問題、河川の問題については、

市長の方から、今後、関係機関と協議して、先

ほど答弁のあった方向で、努力してくれること

になりましたので、それで了とします。 

 なお、福祉の、生活保護の問題については、

意見の食い違うところはありますが、これにつ

きましては、今後、またそれぞれに検討いただ

きたい。特に申請年月日ですね、申請月日につ

いては、極めて重要なものだと思いますので、

ほかとの関係も含めて、やはり、再度答弁は求

めませんが、考えていただきたい。 

 なお、これをどの日にするかについては、な

お問題ある場合は、個別に不服申立て、こうい

うこともできるようになっていることはご承知

のとおりであります。そういったことも含めて、

いろんな問題になっていくこともあろうかと思

います。 

 なお、本人がどうしても書いたものを、申請

月日を書いて出したものを、福祉事務所が変更

するじゃいうことになると、これは大変なこと

になるので、そういうことは恐らくないと思い

ますので、いちいち確認はしませんが、そうい

うことはないと確信して、質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） １６番中川 貢君。 

○１６番（中川 貢君） １６番、一般質問を

行います。 

 通告に従いまして、順次行いますので、執行

部におかれましては、適切なご回答をお願いし

たいと思います。 

 まず、第１に、宿毛湾港の工事計画について、

お伺いをいたします。 

 昨年１２月の株式会社宿毛フェリーの就航に

よりまして、国土交通省による宿毛湾港の第一

防波堤工事着工が認められました。そして現在、

工事が行われているところであります。 

 宿毛湾港の整備促進は、今後の四国西南地域

の振興にとって、重要なインフラでありまして、

企業誘致や物流のトランスポートとして、大き

な期待がかけられているところであります。 

 西日本でも有数のポテンシャルの高さを誇る

重要港湾として、宿毛湾港の積極的な利活用を

図ることは、宿毛市や高知県行政の責務でもあ

ります。 

 今回の防波堤工事着工に当たっては、宿毛佐

伯間のフェリー航路の再開が大きな条件であっ

たことは周知のとおりでございます。 

 ２００２年１１月に改定されました新港湾計

画では、池島新港に水深・５メートル、延長１

９５メートルの公共岸壁１バースと、埠頭用地

３ヘクタールのフェリー埠頭計画が明記をされ

ております。 

 しかし、既に新聞報道でも明らかなように、

宿毛湾港を中継して大阪方面へ貨物を輸送する

モーダルシフト計画の重要な役割を果たすはず

でありました大阪高知特急フェリーは、足摺港

寄港の廃止に続きまして、貨客の減少と、重油

の高騰などにより、ことし３月３１日、４１億

円の負債を抱え、経営破たんをしております。 

 運航継続期限は、今月末までとなっておりま

して、現在のところ、７月以降の航路再開の見

通しはいまだにたっていないのが現状でありま

す。 

 ちなみに、宮崎カーフェリーのマリーンエキ

スプレス京浜航路は、川崎、高知、日向を結ぶ

航路でございますけれども、６月１２日の高知

寄港を最後に運航が休止されているところであ

ります。 

 宿毛フェリーの経営につきましては、就航半

年を経た現在、当初目標を上回る実績を上げた

との報道もありまして、今後の貨客利用増に大

きな期待がかかっておりますが、今なお、赤字

経営であることには変わりはありません。 

 念願でありました宿毛湾港の防波堤工事が着
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工されたとはいえ、このような海上輸送をめぐ

る環境の悪化が、宿毛湾港の整備計画に悪影響

を及ぼすのではないかと危惧をしている者の一

人でございます。 

 宿毛湾港へのフェリー埠頭の計画は、予定ど

おり工事が行われるのか、その見通しにつきま

して、市長としての見解を示していただきたい

と思います。 

 ２点目に、企業誘致と庁内体制の整備につい

て、お伺いをいたします。 

 まず、１点目といたしまして、宿毛湾港背後

地の工業流通団地について、お伺いをいたしま

す。 

 ２０００年１２月、港湾施設の一部供用開始

となりました宿毛湾港背後地の工業流通団地約

・６ヘクタールが、２００１年第１期分譲を始

めました。 

 ところが、いまだに進出を決定した企業がな

く、高知県の依頼によって、土地開発公社で先

行取得した用地は、ほぼ塩漬け状態となってお

ります。 

 これまで、高知県は進出に意欲を示していた

企業誘致のために、上屋も建築し、貸し出しも

してきております。高知県並びに宿毛市が、水

面下での熱心な誘致活動を展開されたものと推

察いたしますけれども、企業側に、本当に進出

意欲があるのか。あるいは、企業立地の可能性

があるのか、全く動きが見えないのであります。 

 今日まで、県当局や宿毛市がどのような誘致

努力をし、企業進出について、どのような見通

しを持って取り組んでいるのかについて、明ら

かにしていただきたいと思います。 

 また、中西市長が誕生してからは、中西市長

独自の構想による、新たな企業誘致の取り組み

も進められてきたと思いますけれども、現時点

までの具体的な成果と、今後の展望についても

お伺いをしておきたいと思います。 

 ２点目といたしまして、企業誘致と産業活性

化を専門にマネジメントする庁内チームの立ち

上げについて、お伺いをいたします。 

 市長は、さきの議員協議会の席上で、県ばか

りに企業誘致を期待してもいけないと。宿毛市

として、積極的に企業誘致に取り組みたいとい

う趣旨の決意表明がなされたと記憶しておりま

す。 

 市長の並々ならぬ決意のあらわれとして、評

価すると同時に、大いに期待をしているところ

であります。 

 残念なことでございますけれども、宿毛市と

大月町との合併は破談になりまして、宿毛市は

厳しい財政状況の中で、当面、単独自立の行政

運営を余儀なくされております。 

 これからの宿毛市のまちづくりをどう進めて

いくかにつきましては、宿毛市丸の船長でござ

います中西市長のかじ取りにかかっていると言

っても過言ではございません。 

 私どもも、議員としてしっかりとした航行が

担保されるように、舵取りの内容について、き

ちっとチェックをしていかなければならないと、

改めてその責任の重さを痛感しているところで

あります。 

 そこで、企業誘致と宿毛市内の各種産業の活

性化を図るための庁内体制の充実に対する、市

長の基本姿勢についてお聞きをいたします。 

 現在の商工観光課、企画、農林課、水産課、

生涯学習課などに分散しております庁内体制で

は、企業誘致やイベント誘致、新たな産業開発

や企業支援などに、専属的にかかわることは極

めて難しく、これまで以上の成果を期待するの

は、既に限界にきておるのではないかと感じて

おります。 

 宿毛市を取り巻く経済環境を、客観的に見ま

したら、市内で一次産業、二次産業、三次産業

の各分野で就業している住民は、平成１２年の
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国勢調査によりますと、公務員を除きましてお

よそ１万１，８００名となっております。 

 しかし、少子高齢化のスピードが、全国でも

最も早いとされる四国西南地域では、毎年の人

口自然減に伴う人口の減少によりまして、一次、

二次産業の生産力の低下や、地域内マーケット

の縮小を招き、地域経済力は弱体化の一途をた

どっております。 

 地域経済力が弱くなれば、個人所得の低下や

税収の低下へと連鎖し、個人消費はさらに落ち

込み、それがまた、景気を冷え込ませるという

悪循環を生み出してしまいます。 

 したがって、自立できる宿毛市のまちづくり

を展望するならば、地域経済を活性化させ、就

業人口の増加と、所得向上を図るしかないこと

は自明の理であります。 

 具体的には、工業団地などへの企業誘致を積

極果敢に取り組むことや、地元で消費できるも

のは、地産地消として奨励することはもちろん

のこと、地産地消のちょっと反対でございます

が、「他消」という形で表現させてもらいます

が、ほかに消費するということでございます。

地産他消や、宿毛ブランドの開発と売り込みに

よる外貨獲得を、積極的に展開することが求め

られておると思います。 

 また、住民とのパートナーシップによります

観光イベントや、スポーツイベントなどを積極

的に支援し、市外からの入り込み客をふやして

いくことによって、外貨を稼ぐことも、経済効

果を上げる有効な手段となります。 

 これらの視点に立って、宿毛を売り出してい

くためのマネジメントスタッフとして、庁内に

宿毛市をセールスすることを担当する新たなチ

ームづくりを考えるべきではないかと考えてお

ります。 

 この場合、先進地の例にも学びながら、民間

の優秀な人材をヘッドハンティングすることも

含めて、斬新で創造的な活性化策を考えてはど

うかと思います。 

 国の三位一体改革の流れは、もう逆戻りでき

ないところにきております。国が財政支援を縮

小しながら、地方の自立を求めてきている現実

を厳粛に受けとめ、宿毛の知恵と行動力で、活

力あるまちづくりを、住民と協働で進めていく

しか方法はないと考えます。 

 宿毛市の短期、中期のまちづくりを展望する

ためにも、市長としての庁内体制改革に対する

考え方について、お聞きをしたいと思います。 

 ３点目といたしまして、総合型地域スポーツ

クラブと、スポーツのまちづくりについて、お

伺いをいたします。 

 その１点としまして、総合型地域スポーツク

ラブの立ち上げの見通しについて、お伺いをい

たします。 

 総合型地域スポーツクラブの立ち上げに向け

て、現在、宿毛市体育協会と宿毛市教育委員会

生涯学習課が連携して準備を進めております。 

 総合型地域スポーツクラブは、文部科学省が

スポーツ振興計画で打ち出し、高知県教育委員

会も、国体以後の土佐のスポーツプランとして

推進をしております。 

 計画では、生涯スポーツを推進するために、

週１回以上、成人の５０％以上がスポーツに親

しむことを目指し、全国の市町村に、最低１つ

以上立ち上げることを目標にして、取り組んで

おります。 

 総合型地域スポーツクラブ設立に当たりまし

て、理想的な目標として掲げているのは、２種

目以上で多種目のスポーツを会員にサービスで

きること。多世代が参加できること。初心者か

らトップレベルまで、多様な活動ができること。

活動の拠点としてのスポーツ施設やクラブハウ

スを持ち、さまざまなまちづくり活動ができる

こと。有資格者の指導が受けられること。会員
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の会費などによる自主運営であること、とされ

ておりまして、総合型地域スポーツクラブの特

徴となっております。 

 高知県におきましては、平成１４年度からク

ラブマネジャーの育成と、市町村での総合型地

域スポーツクラブの立ち上げに力を入れて取り

組んでおりまして、総合型地域スポーツクラブ

の設立に当たっては、国、県による各種支援策

が講じられております。 

 それらの１つが、日本体育協会を窓口に交付

される２年を限度とする、年間３００万円の立

ち上げ準備のための補助事業であります。あく

までも、この補助事業は、交付条件として、必

ず会員制で自主運営をする総合型地域スポーツ

クラブを立ち上げ、責任を持って、不特定多数

の会員にスポーツメニューを継続的に提供しな

ければならないこととされております。 

 宿毛市体協の事務局を請け負っております宿

毛市教育委員会が、宿毛市体協を支援して、現

在、準備をしておりますけれども、自主運営の

総合型地域スポーツクラブとして、どのような

クラブを目指しているのか。また、その設立作

業や現在の手続状況などについて、取り組みの

現状の説明をお願いをいたします。 

 ２点目といたしまして、住民との協働による

スポーツのまちづくりについて、お伺いをいた

します。 

 これまでにも、一般質問を通じまして、林市

長、山下市長、中西市長に対し、スポーツ振興

とスポーツによるまちづくりの重要性と、その

有用性について論議をし、それぞれ建設的なご

答弁をいただいてまいりました。 

 スポーツ振興による住民の福祉向上や、健康

の維持はもちろん、青少年の健全育成や生涯ス

ポーツの推進による活力ある生活環境の確保、

スポーツイベントの積極支援による地域経済の

活性化など、行政によるスポーツのまちづくり

事業は、住民生活にとって、有効な施策であり、

さまざまな相乗効果が期待できることは、既に

共通の認識であると考えております。 

 先に述べました総合型地域スポーツクラブの

育成はもちろん、既存の各種単独スポーツクラ

ブに対する支援や、スポーツ団体との協働によ

るまちおこしについても、さらに積極的に取り

組むことが求められておると思います。 

 宿毛市では、今までに野球、陸上、柔道、相

撲、ハンドボール、水泳など、その他各種の競

技スポーツ分野で、数多くの著名なスポーツ選

手が生まれ、活躍し、宿毛市住民に夢と希望と

元気を与えてきました。 

 また、同時に、宿毛市の名前を全国に知らし

めてきた功績は極めて大きいものと思います。 

 一方で、宿毛市スポーツ賞に代表されますよ

うに、市内を中心に営々と取り組んできたスポ

ーツ活動を通して、宿毛市内の競技力向上と、

活性化に貢献した個人や団体も少なくありませ

ん。 

 このように、宿毛市内には、スポーツ文化を

支える優秀な人材が数多く育っており、これか

らのまちづくりの財産だと言ってもよいと思い

ます。 

 こうした情熱を持って活動するスポーツ団体

や、個人と協働し、各種スポーツイベントや競

技大会を、市内業者とともに支援することは、

宿毛市全体の利益にもなると考えます。 

 今後、市内で認知されたスポーツ団体などが、

スポーツイベントなどの企画を提案してきた場

合、行政としてできる、積極的な支援を期待す

るところでありますが、宿毛市行政として、そ

れらに対応する基本姿勢についてお伺いをして、

一般質問の１回目を終わります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 中川議員のご質問にお
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答えさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、宿毛湾港の工

事計画ということでございます。宿毛湾港のフ

ェリー埠頭に変更はないかということでござい

ますが、まず、結論を先に言わせていただきま

すと、県内のフェリーを取り巻く情勢というの

は、非常に厳しいものがございまして、議員ご

指摘のとおりでございます。 

 私どもも、大変憂慮をしているところではご

ざいますが、宿毛湾港のフェリー埠頭計画でご

ざいます。３カ月、４カ月過ぎました時点での

宿毛フェリーにつきましては、現在の情勢で、

少し赤字は出ているようでございますが、これ

１年に換算しますと、当初計画よりも、非常に

振興策は進んでいるというふうにとらえており

ます。 

 そういったことで、宿毛湾港のモーダルシフ

トにかかりますところのフェリー埠頭計画だっ

たわけでございますが、高知大阪特急フェリー

が破綻をいたしましたが、これにつきまして、

宿毛湾港のフェリー埠頭計画は、従来と何ら変

更はないということで、県の方にも確認をいた

しております。 

 宿毛湾港の計画そのものが、港内の静穏度、

先ほど議員のお話にもございました岸壁は共用

しておりますが、まだまだ防波堤がないと、完

全な港ではないということでございまして、防

波堤の整備が必要不可欠ということで、昨年、

フェリーの就航に伴いまして、防波堤工事を再

開させていただいたというふうな経緯もござい

ます。 

 平成１５年度の予算では、基本設計と細部設

計、それから標準部のケーソン、２函を製作い

たしまして、平成１６年度につきましては、こ

れは予算でございますので、予算１０億を、１

０億４，０００万程度で、そのうち、年度内の

事業、いわゆる１６年度内の事業としましては、

ケーソン１函、及び根固めブロック、２ブロッ

クの製作を完了しておりまして、予算８億７，

０００万程度を繰り越しをいたしまして、これ

は１７年度事業となるわけでございますが、１

７年度に施行する事業でございますが、標準部

のケーソン９函の製作、それからケーソンの据

えつけとなる、据えつけをする前段階で、海底

部を磁気探査により調査するということも、や

らなきゃいけないということになっております。 

 それから、平成１７年度の予算でございます

が、これは、ただいまでは４億８，０００万円

によりまして、本年１１月までにケーソン据え

つけ基礎マウンド延長１９０メートルを施工し

まして、来年１月中旬からケーソン据えつけを

実施する計画で、整備が進められているという

状況にございます。 

 ちなみに、ケーソンの規格でございますが、

標準部におきましては、長さが１４メートル、

幅が１・９、高さが１・７というふうな巨大な

ケーソンを、湾港の背後地で、岸壁のすぐそば

で、現在、つくっております。ということを、

報告をさせていただきます。 

 次に、企業誘致と庁内体制の整備ということ

でございます。宿毛湾背後地の工業流通団地の

企業誘致につきましては、これまでも県ととも

に、県外の外資系会社と交渉してまいりました

が、まだ実現には至っておりません。 

 湾港の背後地、非常に、まだまだ何もできて

ないような状況でございますことは、議員のご

指摘のとおりでございますが、この先ほど申し

ました外資系会社、飼料会社でございますが、

この会社につきましては、本年４月に社長が交

代をされまして、あわせて会社名も変更になっ

ております。 

 ５月にこの社長が宿毛市においでになられま

して、私も市の幹部と一緒にお会いしまして、

社長の経営方針とか、宿毛市への思いをお聞き
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いたしました。 

 結論を申し上げますと、今すぐに、この飼料

会社が立地をするというご返事はいただけてな

かったわけでございますが、魅力はあるという

ふうなことでございまして、日本での製造拠点

を考えたときに、宿毛は最適地であるというふ

うに、前社長からも引き継いでおるというふう

なお話をしたところでございます。 

 いずれにしましても、今後とも県と一緒にな

りまして、積極的に企業誘致に、これは取り組

んでいかなきゃいけない問題であるというふう

に思っております。 

 それから、あと、庁内体制でございますが、

この中川議員、先ほどからずっと、るる地域経

済のことを、第一次産業の農産物、海産物、そ

ういったものの、売っていかなきゃいけないと

いうふうなことを、るるお話をございました。

まさにそのとおりでございまして、私も出張に

行きました折には、できるだけ、役所ばかりで

なく、企業の方々ともお会いをしまして、宿毛

というところを売ってまいっておるところでは

ございますが、なかなか、まだ実現には至って

いないのが実情でございます。 

 その原因が、一応、庁内体制ということにも

あるんじゃないかというご指摘もございました

が、合併が一応、破綻というふうになりまして、

私自身が庁内の体制については、問題意識をま

ず持っていますことを表明をさせていただきた

いと思います。 

 合併をにらんだ形での庁内の組織を思ってお

りました関係で、合併が破綻しまして、単独自

立をしなきゃいけない。こういったときに、議

員おっしゃる庁内体制をどうすればいいのかと

いうことにつきましては、日々、考えていると

ころでございまして、ぜひ、先ほど中川議員が

申されました施策を実施していくためには、庁

内の体制も整備していかなきゃいけない。組織

も変えていかなきゃいけないんじゃないかと、

というふうに思っております。 

 ただ、それを現在の機構改革するにつきまし

て、先ほどからも、議員もご指摘ありましたよ

うに、三位一体の改革であるとか、財政難であ

るとかいうふうな話の中で、庁内で財政健全化

のための会議を開いておりまして、そういった

ものも含めた形での、全体的に機構の改革も進

めていかなきゃいけないと、このように思って

おりますので、ご理解を願いたいと思います。 

 それから、総合型地域スポーツクラブの件で

ございますが、１点目につきましては、教育長

の方から答弁させていただきたいと思います。 

 ２点目の住民との協働によるスポーツのまち

づくりについてということでございますが、い

ろいろなスポーツイベントにつきまして、総合

型地域スポーツクラブ設立後の活動の拠点施設

となります総合運動公園を核といたしまして、

野球場とか、平田公園、それから年間を通じて

サッカー、野球、ソフトボール、卓球、バレー、

相撲、柔道、それからまた陸上競技などに、さ

まざまなスポーツ大会が開催されております。 

 市内はもとより、県内外の市町村からも、多

数のご参加をいただいて、各種のスポーツイベ

ントが行われているところでございます。 

 この市内外からの参加によりまして、ひいて

は宿毛経済にも、非常に貢献をいただいている

ところでございます。 

 ご質問のスポーツイベントの企画に対しての

行政の取り組みでございますが、現在、行われ

ております各種の大会も、宿毛市及び教育委員

会の主催であるとか、後援、またはスポーツ団

体独自の運営など、いろんな形があります。ス

ポーツイベントの規模や内容によりまして、ど

ういった支援が一番適切なのかということを十

分検討した上で、行政として、このスポーツイ

ベントについて、全面的に、みずからも推進し
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ていくし、民間の方々の主催によりますところ

についても、行政として後押しをしていきたい

と、このように考えておりますので、どうぞ中

川議員の方も、ぜひご協力を願いたいと思いま

す。 

 ありがとうございます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 教育長、１６番、中

川議員のご質問にお答えをいたします。 

 総合型スポーツクラブについては、現在、高

知県内に７つのクラブが設立をされており、ま

た、今年度より、宿毛市を含め、新たに１２の

クラブが、日本体育協会の委託を受けて、設立

の準備を行っておるところでございます。 

 宿毛市におきましても、１７の競技団体が加

盟しております宿毛市体育協会を母体としたス

ポーツクラブ設立に向けての準備委員会を設置

をし、今年度より、２カ年でどのようなクラブ

を目指すのか、先進地クラブなどの視察や、住

民アンケート、スポーツ教室やイベントの開催

等を通じて、いつでも、どこでも、だれもが楽

しめるスポーツクラブの設立を目標に、現在、

取り組んでおるところでございます。 

 具体的には、３月２日付の日付でもって、宿

毛市体育協会長名で、高知県体育協会を経由を

して、総合型地域スポーツ育成推進事業の指定

を受けるための申請を、日本体育協会に対して

行い、３月２８日付で内示をいただき、委託金

は２１０万円となっております。 

 今年度は、５月１日から翌年の２月２８日ま

でに実施される事業が対象となっており、この

期間に、運営委員会や実態調査、スポーツ教室

の開催、指導者の育成、講習会や広報活動を通

じて、現在、どのようなスポーツが、多くの皆

さんから求められているのか、また、自主運営

が原則でありますので、会費や事業収入など、

財源はどう確保するのか、といったことなどを

十分、準備委員会等で検討をし、平成１９年４

月の設立に向けて、取り組んでまいりたいと考

えておりますので、今後ともよろしくご指導を

お願いしたいと、こういうように思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） １６番中川 貢君。 

○１６番（中川 貢君） １６番、再質問を、

若干行わせていただきます。 

 市長から答弁をいただきましたけれども、心

配をしておりましたフェリーの埠頭計画を中心

とした工事計画が、当初計画のとおり、行われ

るであろうという見通しをいただきましたので、

ぜひ、それがまた頓挫しないように、宿毛市と

しても強力に、県当局に対しても働きかけ、そ

して国土交通省にもお願いをしていくという姿

勢を堅持していただきたいと思います。 

 そこで、この宿毛湾港の背後地の計画も、そ

の工事計画にもかかわってくると思うんですが、

いまだに進出企業がないということにつきまし

ては、非常に残念に思っておりまして、市長み

ずからが提案された、他のいろいろな業種につ

いても、いろいろ働きかけをされておるんでは

ないかなという気はいたしましたが、その点の

答弁がありません。 

 以前から動きのあった企業につきましては、

先ほど、答弁で企業の名前も変わって、会社の

社長も変わりました、いうお話がありましたの

で、それは理解できますけれども、ぜひその企

業も含めて、積極的な、今後の取り組みもお願

いしたい。 

 とりわけ、議会の方で特別委員会も設置して

おりますので、ぜひ、議会と両輪の輪として、

ともに歩んでいけるように、ひとつよろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 その辺の市長の答弁漏れの部分を含めて、再

度、ご答弁いただきたいと思います。 
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 それから、庁内体制の分でございますけれど

も、マネジメントをする専門チームということ

を、以前から提案をしてまいりました。 

 中西市長になられてからも、例えば高知県の

外郭団体でございますコンベンション協会のよ

うな形の組織を立ち上げて、そうした誘致活動

に取り組んではどうかということも提案した経

緯があります。 

 今回については、そうしたこと以前の問題と

して、庁内の中で、縦割り行政のいろんな弊害

があるわけですけれども、そういったことを超

えて、横断したひとつ、プロジェクトも考えて

みてはどうなのかなと。 

 今の予算をふやしてどうこういうことではな

くて、現在のスタッフの中でも、できる部分は

ありゃせんのかというふうに思ってますので、

ぜひ、それはご検討をいただきたいなと思いま

す。 

 総合型の関係でございますけれども、先ほど、

教育長が説明をしていただきました。 

 私も、ある程度は情報は仕入れてはおります

けれども、今後の大雑把な計画については、当

然補助事業、育成支援のためのそういう補助事

業をいただいてやるわけですから、当然、その

点はやらにゃあいかんことだろうとは思います。 

 ただ、心配するのは、会員制でやらなけりゃ

ならんと。自立して自主運営でやらんといかん

ということになっております。 

 そういうことを踏まえたときに、本当に体協

内部のすべてのスポーツ団体、例えば１７団体

で構成するとご答弁ありましたけれども、その

方々の代表、そのクラブの構成される方々、選

手も含めてですけれども。そして、役員の方々、

体協の役員の方々、すべてが理解をしておるの

かなという気はします。 

 教育委員会と、一部の方々でご努力されて、

汗かいておられるんであろうと思いますけれど

も、余りその方々だけで前へ進んでいくと、後

ろを見たら、だれもいなかったということにな

っては、大変なことになると思いますので、こ

の補助事業をいただいてやる以上は、しっかり

とした組織にしなければ、大変なことになるん

だろうというふうに心配をしております。 

 したがって、この総合型地域スポーツクラブ

に、我々も大いに期待しておりますが、これを

本当に、この地域に根ざしたスポーツクラブで

定着していくための基盤づくりについては、慎

重に、ぜひ、かつ公開性を原則として、ぜひ皆

さんにわかっていただきながらやっていく、そ

ういう体制を築き上げていただきたいというふ

うに思います。 

 これからのことでありますから、ぜひ、そう

いった心配をさせないような運営をお願いして

おきたいというふうに思います。 

 それで、住民との協働によるスポーツのまち

づくりでございますけれども、市長から、最後

の方のご答弁で了としたいと思っておりますが、

これまでもそうですし、これからも、いろいろ

な、例えば日生の野球部であるとか、大学の野

球部、いろんな合宿、そしてスポーツイベント、

大会等、宿毛市のこのすばらしい環境、スポー

ツ環境を利用していただいて、こちらへ宿泊し

ていただきながら、そういったイベントをして

いただくということに、ぜひ教育委員会だけで

はなくて、庁内、先ほど言いました、横断した

取り組みを、ぜひお願いをしたいと思っており

ます。 

 それは住民の声でもありますので、業界も含

めて、例えば旅館業界、その他の市内の商工関

係者についても、逐一、情報を共有していただ

いて、きちっとした、連携した対応ができて、

もう１回、こちらへ来てやってみたいなと、参

加してみたいなと思うような、そういった後方

の支援も含めて、行政として行っていくべきで
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はないかというふうに思っておりますが、そう

いった部分の、これまでも頑張ってきていただ

いたとは思いますけれども、より一層、取り組

みを充実をさせていただいて、より多くの方々

に、宿毛でそういったスポーツを楽しんでいた

だく。それが地域への普及活動なり、活性化に

もなっていくということにもなりますので、ぜ

ひ、積極的な対応をお願いをしておきたいとい

うふうに思います。 

 ちょうど、この住民と協働によるスポーツの

まちづくりについては、先ほど、庁内体制の整

備の部分と、若干重なる部分もありますので、

合わせてご答弁いただければよろしいかと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 中川議員の再質問にお

答えいたします。 

 防波堤の工事でございます。これ、本当に宿

毛湾港にとっては、なくてはならない防波堤で

ございます。これ、完全な港にするためにも、

必要な工事でございますので、これはもう、ぜ

ひ頓挫をしないような形で、県、国にも要望を、

私は再度、再度してまいります。 

 特に、この完成した港でなければ、背後地の

進出企業の話もございましたけど、これが港が

使えない岸壁でありますと、どうしても企業が

進出するということに対しまして、二の足を踏

むということでございます。 

 私、先ほど申し上げまして、東京の方の方々

にも会って、いろんな話をする上でも、はっき

りと、いいとこらしいけどという話は聞くんで

すが、なかなかやっぱり、岸壁にきちんとした、

きちっと船が着けないというところがどうして

もネックになってきておりまして、先ほど、中

川議員の質問の中で、答弁が抜けているという

ふうにおっしゃられた部分が、ここに出てくる

わけでございまして、背後地の進出企業につき

まして、いろいろリサイクルの関係であるとか、

さまざまな分野のところに、可能性を探ってお

りますし、また、国土交通省の港湾局の方にも、

出かけた折に、そういった企画担当の方もござ

いますし、そういったところからのニュースも

入れながら、対応をしているところでございま

すが、なかなか具体的に、これが何とかなりそ

うだということを、まだここでご説明できない

のが残念でございます。 

 また、ご指摘のように、議会の交通体系の特

別委員もございます、委員会もございますので、

ぜひ、これは議会の皆様にもお力をいただいて、

一緒になってこの背後地の進出企業につきまし

て、当たってまいりたいと思いますので、どう

ぞご協力をお願いしたいと思います。 

 それから、庁内のマネジメントする専門チー

ムでございます。これ、現状もいろいろ、観光

イベントであるとか、スポーツイベントである

とか、商工観光課、それから一次生産的なもの

につきましては、水産課、農林課といったとこ

ろと、企画広報課といったところがセットにな

って、いろいろ動いてはおりますが、なかなか

職員の皆には、すごく残業を強いられたり、出

番が多かったりして、非常に苦労をかけておる

ところでございますが、今のところ、今、機構

そのものがこういった形でございますので、横

の連絡を取り合いながら、仕事をしてもらって

いるという状況でございます。 

 また、この件につきましては、先ほどご答弁

申し上げましたように、ぜひ機構改革の中でも、

本当にスムーズに、対外的なものがきちんとで

きるということについて、努めてまいりたいと

思います。 

 それから、先ほどの住民との協働によります

ところのスポーツイベントということでござい

ます。これ、スポーツイベントに限りませず、

いろんなところで住民の方々の、市民の方々の
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いろんなご協力をいただかないといけないもの

がたくさんございます。そういうものにつきま

しては、市民の方々と協働していくという姿勢

で進んでまいっておるつもりでございまして、

これからもそういったことについて、力を入れ

ていきたいというふうに思っております。 

 特に、スポーツイベントにつきましては、こ

としは８月にサッカーの西日本の部分を網羅す

るような大会も予定をされております。こうい

った大きな大会をするということで、市内のス

ポーツ施設が生きてくるというところもござい

ますし、ホテル関係の方、飲食の方々の経済的

な効果を上げるということにもつながってくる

と思いますので、ぜひ、こういったことを、

我々行政も進めるし、民間の方々も同じように、

いろんな情報網がございます。そういう部分で

のお手伝いも、ぜひしていただければありがた

いと、このように考えております。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 教育長、１６番、中

川議員の再質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃられるように、総合型スポー

ツクラブを立ち上げる場合に、やはりその１７

団体のクラブの指導者、組織、そういったもの

がしっかりしていないと、せっかく立ち上げた

ものの、いつの間にか消えていくというような

ことも考えられます。 

 中川議員のおっしゃるような形で、今後、取

り組んでまいりたいと、こういうように思って

おりますので、よろしくご指導お願いします。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） １６番中川 貢君。 

○１６番（中川 貢君） どうも、それぞれご

答弁いただきまして、ありがとうございます。 

 最後の質問にもなろうかと思いますが、指摘

をしておきたいと思いますが。 

 市長にお話をさせていただきたいわけであり

ますが、ここに、宿毛市のホームページからダ

ウンロードした、プリントアウトした資料があ

りますけれども、現在、先ほど一般質問の冒頭

で言いましたように、人口自然減の状態、それ

から社会減の状態がどんどん続いております。 

 ５月中の移動を見ますと、出生と死亡の関係

でいうと、１５人減、４月でいいますと、５人

減、３月でいうと２６人減、２月では１３人減

ということになってます。 

 社会減の方でも、５月で何とか５人プラスに

なってますけども、４月で３４人、これもプラ

スになってます。ところが、３月になりますと、

２２５人の減になっておるんです。トータルで、

年間通じていうと、どうしてもプラスにはなる

材料がございません。 

 そういう現状でございますので、宿毛市にそ

ういった仕事がないということも含めて、就業

人口も少なくなっておりますし、若者がこちら

に定着できない、帰って来れない、そういう実

態があるわけです。そのために、工業流通団地

の、早期に企業進出を願う声があったりとか、

それから、宿毛のすばらしい産業を外に売り込

んでいく、いうことが重要になってくるという

ことは、市長が一番ご存じだというふうに思っ

てます。 

 そういう意味で、お金をかけてどうこういう

ことではなく、やっぱり人的な部分、育ててい

く必要があろうかと思いますので、庁内でぜひ、

先ほど言いました機構改革も含めて、体制を整

えていただいて、宿毛市をトップセールスの市

長がやるだけやなくて、職員のチームとしてや

っていくような、そういう体制づくりも、ぜひ

取り組んでいくべきではないかと思いますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 その、今の厳しい現状、いろいろまだ数値あ

るわけですが、ほかには触れませんけれども、

そういったデータで見る、非常に宿毛市が落ち
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込んでいっておる状況がありますので、それを

深刻に受けとめていただいて、ぜひ建設的な取

り組みをお願いしたいというふうに思います。 

 もし、答弁があったらお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 中川議員の再々質問に

お答えします。 

 中川議員ご指摘のとおりでございまして、本

当に、ここに人口が、もう２万５，０００を切

ったという状況でございます。 

 ここで人口が増になる要因が、今のところ、

まだ具体的に、まだできてないのが、これは実

情でございます。 

 しかしながら、これから宿毛の特産品である

とか、農業の振興につきましてもしかりでござ

います。次世代を担う人たちにＩターン、ある

いはＵターンをしていただきたい、こういった

ものについても、積極的に取り組んでいかなき

ゃいけない。これにつきましては、執行部のみ

ならず、議会の皆様方、一般市民の方々にも、

やはりいい知恵を出していただいて、ご協力を

願わなきゃいけない。 

 もちろん、私、努力を最大限しなきゃいけな

いとは思っておりますが、ぜひ、この場をお借

りしまして、皆様のご協力を、ひとつよろしく

お願いを申し上げまして、答弁にかえさせてい

ただきます。 

○議長（岡村佳忠君） １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） １０番議員、一般質

問をいたします。 

 まず、市長の政治姿勢についてでございます。 

 先の大月町との合併協議におきましては、大

月町の意見がまとまらず、廃案という形になり

ました。 

 私は、この合併は大月町民の選択が一番大事

であり、宿毛市民は、この大月町の選択を注目

していく、このように判断をいたしました。 

 ですから、議会においても、大月町が望むな

ら、ともに新しいまちづくりをしましょう。そ

ういう意味で、合併賛成の立場をとったことで

ございました。 

 ですから、この結果についても、冷静に受け

とめておるわけでございます。 

 昨年の９月議会で、私は合併しない場合のま

ちづくりについても、検討しておくべきだ、こ

のような質問をしたことがございますけれども、

行財政、非常に厳しくなってきております。こ

れを乗り切っていくためには、行政職員、そし

て住民と協働の関係を、より強めていくべきで

はないかと考えております。 

 このような状況を認識をしながら、通告に従

い、順次質問を続けていきたいと思います。 

 まず、１番の農林業の振興についてでござい

ます。 

 このうち、農業振興につきまして、現在、政

府与党の進める農業政策によりまして、今、日

本の農業と農村は、その根幹を揺るがされて、

このままでは近い将来、存亡の危機にさらされ

ております。いや、その危機はもうすぐそこま

で来ていると言っても過言ではございません。 

 本市においても、山間地域では集落機能を失

ったところも少なくありません。それどころか、

後継者がなく、高齢化などにより、今後、市内

多くの農村地域でも、１０年もしないうちに耕

地の放棄地など、その拡大が急速に進むことが

懸念をされております。 

 先日、四万十市の市長選挙で応援を頼まれま

して、旧中村市の農村地域を一巡をしたことで

ございました。 

 そのときに、ある村に入ると、これは昔から

農家がたくさんある農村でありましたけれども、

その近くの多くの水田が荒廃地と化して、荒れ

てしまった農村という感じを受けました。 

 以前、この町の状況を知っている私にとりま
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しては、非常にショッキングなことでございま

した。 

 この村は、決して山間地域にあるのではなく、

中村市街にごく近いところなのでございます。

決してよそごとではございません。 

 宿毛市でも多くの農村が、このような事態に

追い込まれる可能性がございます。かといって、

農業農村振興に特効薬はございません。行政は、

農業、農村を守るため、その可能性があること

を日々、一つひとつ実行していかなくてはなら

ないと思います。 

 私は、その基本の１つが、専業農家を育成し、

農業のリーダーを育成をしていくこと。そのた

めには、後継者の育成や農地の集積に努めるこ

とが大事だと思います。 

 現在、宿毛市の取り組んでいる専業の認定農

家支援、あるいは後継者支援の取り組みについ

て、お聞きいたしたいと思います。 

 また、もう１つは、集落を単位とした集落営

農を、どのように進めるかではないでしょうか。 

 このことは、集落で仕事を分担をしたり、以

前からの共同作業によって、兼業農家や高齢の

耕作者、ご婦人も可能な限り、農業を続けてい

くことができる、そういう農業集落の体制でご

ざいます。このことには、今年度から新たな形

で始まりました中山間地域の直接保障制度、そ

の対象地域ができるだけ多く取り入れるよう、

行政としては、積極的に働きかけるべきだと思

います。 

 また、農機具の共同購入による農家支援など

もございます。さらに、安全で安心して食べら

れる減農薬や農薬を使わない、そうした有機栽

培を推進していくことが大切だと思います。 

 そして、地元で取れたこれらの農産物を、地

元で食べていただくための安心、安全な良心市

の設置も求められておりますけれども、市長の

見解を求めてみたいと思います。 

 これら農政のすべてにわたって、農協との連

携、情報交換は不可欠だと思います。農協の運

営も非常に厳しくなってきておりますけれども、

農協の本来の目的を達するには、何よりも営農

指導を強め、農家との結びつきを強くすること

が大事だと思いますけれども、市長の見解を求

めます。 

 続いて、林業振興についてでございますけれ

ども、農業と同じく、林業についても木材価格

が低迷し、厳しい情勢が続いております。 

 宿毛市の林業政策は、そのほとんどを県の間

伐事業にのっとって実施していますけれども、

宿毛市独自の施策が非常に少ないと感じており

ます。 

 宿毛市は、全面積中８４パーセントを森林が

占め、そのうち、国有林以外が６７パーセント

の１万９，１５０ヘクタール、この森林がござ

います。 

 そのうち、人工林率は、約６０パーセントで、

１万１，３９０ヘクタール、そしてまた、この

うち４０年生までの若年の人工林が６７パーセ

ントで、７，６１０ヘクタールもあるわけでご

ざいます。 

 これは、宿毛市の森林、国有林以外では、人

工林の４０パーセントも占めるという数字にも

なっておるわけでございます。このことは、今

後の森林整備は収入間伐、間伐した材を販売す

る方針をより強めることが求められていると思

います。そのためには、林道はもとより、作業

道を伸ばしながら、除間伐を進めることが急が

れておりますけれども、市長の見解を求めます。 

 また、県の森林環境税の宿毛市への配分と申

しますか、使途はどのようになっているのか、

このことについてもお聞きをいたしたいと思い

ます。 

 続いて、猟期が他県と異なることについて。 

 昨年度の狩猟期間、これは高知県と愛媛県は
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その終わる期日が異なっておりました。この期

間は、県段階で設定できることだと思いますが、

この期間のずれが思わぬことに影響をいたしま

した。 

 それは、高知県の猟が終わった後、宿毛市西

地域でイノシシによる取り入れ間近のコナツな

どのかんきつ類の被害が多発いたしました。そ

の被害は相当なものだったと聞いております。 

 ミカンの栽培農家は、愛媛県はそのとき、ま

だ猟が続いており、追われたイノシシが大挙し

て高知県に侵入したのだろうと言っておりまし

た。イノシシの行動半径から見れば、当然のこ

とではないかと思いますが、今後は、ぜひとも

愛媛県と猟期を合わせるよう、県段階での調整

を、宿毛市から要請していただくことを求めま

す。 

 続いて、宿毛市のホームページ及び広報の充

実について、質問を続けます。 

 昨年の１２月議会で、このことについて触れ

させていただきました。その会議録を読み返し

してみますに、それぞれきつい指摘もしていた

なと、若干、済まなく思っております。 

 自分こそ、未熟なホームページを開きながら、

また今回、取り上げるのは、非常に遠慮したい

気持ちが強いわけですけれども、このことに非

常に関心の高い市民からも指摘を受け、自分と

しても、整理をし、もう一度、この件を取り上

げてみたいと思います。 

 ことし５月から、宿毛市のホームページは全

く新しく再スタートしました。以前と比べて、

情報量も多くなり、より充実した内容になって

いると思います。 

 このページの作成に当たっては、相当のエネ

ルギーを割いていることがよくわかります。ご

苦労さまでございました。リンク数も大きくふ

えているのではないでしょうか。 

 こうした刷新を、さらに閲覧者が見やすく、

市外の人が、宿毛市により興味を持っていただ

けるよう、私なりの提案をさせていただきます。 

 まず、このホームページは、大きく分けて、

役割は大きく分けて、宿毛市民向けと市外向け

があると思いますけれども、特に観光地や民間

も含めた各種のイベントの情報、特産品紹介、

主要な産業情報など、宿毛市を宣伝する市外向

けの内容をより重視すべきだと思います。 

 また、全体的に写真や文字が小さく、写真が

少ないと指摘される方もおられます。動画も含

めて、写真を有効に使ってみてはどうでしょう

か、提案をいたします。 

 さらに、イベント紹介については、直接、行

政とかかわらないことでも、予定や行われたこ

となどを多彩に掲載してはと思います。市民か

らの情報の提供も積極的に受け入れてはどうで

しょうか。 

 また、私が提案した中には、私一人で思って

いることもあるかもしれません。何よりもまず、

このホームページについて、一般市民を含めて、

広く意見を聞くことが必要ではないかと思いま

す。そして、今後は、編集委員会的なものをつ

くり、継続的なページの充実を目指してはいか

がでございましょうか。 

 広報については、せっかく、広告料も入り、

紙面もふえたわけでございますから、行政から

のお知らせと同時に、市内各地の身近な情報を

掲載したらどうでしょうか。そのためには、市

民が編集するページも新たにつくり、市民に編

集通信員を委嘱することなども検討されてはど

うかと考えますけれども、いかがでございまし

ょうか。 

 続きまして、宿毛市東部の治水対策について、

質問をいたします。 

 宿毛市東部の治水問題は、防災という観点か

ら、緊急を要するものでございます。毎回、取

り上げておりますけれども、宿毛市でも土木課
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など、積極的に対応してくださり、それぞれの

到達点がありますので、雨期に近づきますし、

今回もまた、質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 ３月議会で、市長が山田地先に水位計を設置

し、ダムの放流と内水による洪水の関係を調査

すると回答がございましたが、その後、宿毛市

からの強い働きかけにより、中筋川ダム事務所

が、６月中に水位計を設置し、その調査を始め

ると、山田区長に連絡があったそうでございま

す。本当にご苦労さまでございました。 

 ダムと内水被害の実態、この有無が初めて正

確なデータをもとに、明らかにされることにな

るわけでございますけれども、考えてみれば、

流域の洪水対策だとして、ダム建設の合意を取

りつけながら、一方、その洪水防止の具体的な

データもシミュレーションもなく、進めてきた

ことが明らかになったということでございます。

今後は、この水位計による調査を正確に行って、

市民や関係者にその結果の説明を求めるもので

あります。 

 こうした中で、中筋川ダムの不用な貯水につ

いて、質問をいたします。 

 宿毛東部地域の洪水を軽減する抜本策につい

ては、３月議会で５項目を提案をいたしました。

その中に農業用水、工業用水、そして水道用水

として貯水をされております２００万トンは、

現段階では、全く使用見通しがないので、洪水

期においては、これを放流して、利水から治水

容量にと活用すべきだと提案をいたしました。 

 市長は、検討してみるとの回答をされました

が、このことについて、今回はお答えをいただ

きたいと思います。 

 次に、中筋川の国直轄河川への拡大について

でございます。 

 この一連の質問の準備で、だんだんと理解で

きたのは、中筋川流域の治水計画は、国土交通

省が立て、上流に中筋川ダムと横瀬川ダムをつ

くること。そして、河川改修を行い、１００年

に１回起こる可能性のある大洪水のときにも、

下流の堤防決壊や堤防の越水を防ぐということ

でございます。 

 ところが、この治水計画の河川整備計画は、

中村市の九樹橋のところまでとなっております。

ですから、宿毛市分の河川整備による洪水対策

は、全くなく、今になってやっと水位計を設置

し、調査を開始するなど、現在も山田地区の洪

水の実態を把握していないことが明らかになり

ました。 

 そのうえ、山田地区などの中筋川の上流の中

村や宿毛土木事務所所管の管理部分は、上流に

中筋川ダムが計画された時点から、洪水の心配

はなしとしてか、予算の投資はほとんどなく、

ごく最近まで、河川改修は全く行われておりま

せんでした。 

 全体の計画でいえることは、２つのダムがで

きれば、１００年に１回起こる大洪水でも堤防

を守るとしております。洪水を防ぐということ

になると思うんですが、このとき、磯ノ川地点

の計画高水位は、約・５メートルと設定をして

います。ところが、昨年の台風２３号のとき、

磯ノ川地点では、これとほぼ同じ・５４メート

ルに達しておりました。 

 このとき、山田の長尾地区の国道は、山田川

が越流するなど、ほぼ１メートル以上の深さま

で浸水をしていました。このことは、幾らダム

を２つつくり、九樹橋まで河川整備をしても、

山田地区の洪水は防止できないということでは

ないでしょうか。悪くとれば、山田の内水は、

具同などの下流の洪水防止のための遊水地なの

かもしれません。 

 ダム完成後の状態から、水位計の調査を待つ

までもなく、中筋川河川整備計画は、宿毛市域

の洪水を防止する計画でないことが明らかでご
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ざいます。しかし、なおかつ、内水の洪水とダ

ムの放流の関係は、非常に重要な調査でござい

ます。 

 仮に、私が主張する結果が出たならば、河川

整備計画の不備と相まって、中筋川ダムと同類

の横瀬川ダムが完成すれば、この地域は末代ま

でダムの被害をこうむることが明らかになりま

す。その結果によれば、横瀬川ダムの設計変更

や、中止も視野に入ります。 

 今、最も重要なことは、中筋川の宿毛市分を

国の直轄河川に編入し、国の責任で宿毛市分を

組み入れて、河川整備計画を見直すことだと思

います。この方法以外にないのではないでしょ

うか。 

 これができないなら、横瀬川ダムの建設は中

止すべきと主張すべきだと思いますけれども、

市長の考えをお聞きいたします。 

 続いて、総合運動公園のり面への果樹等の植

栽についてでございます。 

 運動公園ののり面の管理については、芳奈地

区の皆さんが組合をつくり、宿毛市からの委託

事業として、毎年５０人ほどが草刈りをしてい

ます。私も毎年、参加するわけでございますけ

れども、毎年毎年、同じように雑草を刈るより

も、けんみん病院のように、樹木を植栽しては

と思いました。 

 そして、どうせ植えるなら、実のなるカキや

クリやウメや、あるいはヤマモモ、サクランボ、

こんなものも一緒に植えたら楽しいし、一時は

管理費が要るかもしれませんけれども、いずれ

自然の山になれば、管理費は要らなくなります。 

 聞くところによりますと、土質的に植栽可能

なところが少ないとのことでございますけれど

も、可能なところから、ぜひとも検討してみて

いただきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。 

 最後に、入札について、質問をいたします。 

 ホームページの質問の件で、ページを閲覧を

しておりました。 

 そうすると、宿毛市の総合運動公園の除間伐

の工事で、宿毛市外の業者が入札で落札受注し

たことを知りました。市外の業者でしか受注能

力のない大規模な工事であったり、あるいは、

特殊な工事である場合を除いて、通常、考えら

れないと思います。 

 運動公園の除間伐は、そのほとんどがナラや

カシやシイなどの雑木です。通常は、建設業者

や森林組合などが請け負うことのできる工事で

はないかと考えます。 

 現在、市内の建設業者も仕事が少なく、経営

も非常に厳しいと聞いております。宿毛市の発

注する平易な、このような工事において、何で

他市町の業者を指名するのでしょうか。市長は、

このような形での指名競争入札が行われること

を、事前に知っていたのかどうか。そしてまた、

今後、このような工事において、検討する考え

はないのかどうか、お聞きをいたします。 

 市内の業者は、公共事業を受注すると同時に、

ごく最近では、宿毛東駅の駐車場の整備など、

たくさんのところで、市や地域にボランティア

として協力していただいております。道理ある

市内業者優先の対策を求めますが、いかがでし

ょうか。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） この際、１０番沖本年

男君の質問に対する答弁保留のまま、暫時休憩

をいたします。 

午後 ２時１３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時２４分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １０番沖本年男君の質問に対する答弁を求め

ます。 
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 市長。 

○市長（中西清二君） 沖本議員の質問に答え

させていただきます。 

 まず、１点目でございますが、農林業の振興

ということでございます。 

 まず、１つは農業、農村の展望でございます

が、本市に限らずでございますが、農業、農村

におきましては、農業就業人口の減少、高齢化

の進展、担い手の不足から来る農村の活力低下

といった、大変厳しい状況にございます。 

 これは、先ほど申しました本市だけに限らず、

全国的な問題であるというふうにも思っており

ます。この厳しい状況の中で、地域農業の活性

化を図るためには、意欲と能力のある担い手の

育成と確保、及び集落営農の育成、法人化の推

進等が必要であるというふうに考えてはおりま

す。 

 政府におきましても、本年３月に食料、農業、

農村基本計画を見直しまして、今後、重点的に

取り組む課題や、施策を明らかにする新たな基

本計画を策定しましたが、その中にも担い手の

育成、確保、支援及び集落営農の育成、法人化

の推進は、農業の持続的な発展に関する施策と

して位置づけられております。 

 全国農業協同中央会におきましても、担い手

づくり、支援のための体制整備とか、集落営農

の組織化、法人化等の取り組み事項を、ＪＡグ

ループ担い手対策基本指針として打ち出してお

ります。 

 本市におきましても、平成１７年度から国の

施策の見直し等にあわせまして、現行の経営生

産対策推進会議、農業経営基盤強化促進委員会、

農業経営改善支援センター等の組織を一元化し

まして、担い手育成支援協議会を組織し、認定

農業者等担い手の育成目標と、その達成に向け

た活動計画とを内容としますアクションプログ

ラムの策定、リーダー研修等を通じました地域

リーダーの育成、経営診断、認定農業者のフォ

ローアップ活動、農業経営の法人化、法人経営

への支援、集落営農の組織化及び消費者ニーズ

に対応した経営の多角化等に対する支援等、担

い手育成のための支援策を関係機関、団体と連

絡をとりながら実施してまいります。 

 ちなみに、認定農業者への支援でございます

が、農業経営基盤強化資金、利子補給補助金、

これはスーパーＬ資金と申します。１７年度は

２農家へ助成予定でございます。県が、これは

２分の１、市が２分の１という負担割合になっ

ております。 

 それから、産地づくり交付金といたしまして

は、生産調整達成者に対する米以外の作物作つ

け交付金でございまして、交付金単価、一般農

家が１０アールにつき１万円、認定農業者が１

０アールにつき２万円、そして宿毛市認定農業

者連絡協議会の補助金といたしまして、８万円

の補助をすることになっております。 

 次に、林業の振興についてお答えを申し上げ

ます。 

 本市の森林は、先ほど、沖本議員からのご指

摘もありましたように、２万３，８９５ヘクタ

ールで総面積の８４パーセントを占めておりま

す。森林は、林産物の生産、国土の保全、水源

の涵養、自然生活環境の保全等、多面的な機能

の発揮を通じまして、地域住民の生活と深く結

びついております。 

 この貴重な森林資源の本市の状況でございま

すが、国有林が４，８２４ヘクタール、公有林

が１，１５５ヘクタール、うち宿毛市有林が５

３９ヘクタール、私有林が１万７，９１６ヘク

タールとなっておりまして、戦後、営々と続け

られてきました造林の推進によりまして、人工

林面積は１万５，６０４ヘクタールで、人工林

率は６５パーセントとなっておるわけでござい

ます。 



 

－ 46 － 

 そして、森林環境税の活用につきましては、

高知県では平成１５年度から導入されておりま

して、県民参加による森林保全の機運を高める

ための広報活動や、水源涵養、災害防止などの

公益的機能の発揮を目的とした森林における荒

廃森林の整備、これは直接に言いますと、間伐

等でございますが、それらに活用しておりまし

て、年間約１億５，８００万の金額となってお

ります。 

 間伐の推進につきましては、緊急間伐総合支

援事業で対応しておりまして、平成１６年度に

は３６３ヘクタール、補助金が３，１４８万２，

０００円の実績となっております。 

 平成１７年度におきましても、３８６ヘクタ

ール、２，９０５万８，０００円を予算化して

おります。 

 また、森林組合、県、市等で構成しておりま

す宿毛市間伐推進会議におきまして、さらなる

推進のため、協議及び関係機関との連携を図っ

てまいりたいと考えております。 

 作業道の開設につきましては、先ほども申し

上げました緊急間伐推進事業、及び間伐等森林

整備促進対策事業にて対応してまいりたいと考

えております。 

 また、間伐事業の推進と一体となって考える

必要がありますので、これにつきましても、宿

毛市間伐推進会議にて協議し、取り組んでまい

ります。 

 ちなみに、森林環境税の宿毛市の実績でござ

いますが、平成１５年度には坂本ダム上流の間

伐を実施いたしまして、面積は２・６ヘクター

ル、事業費が４９４万５，０００円となってお

ります。 

 平成１６年度には、坂本ダム上流の間伐の実

施面積が３・４ヘクタール、事業費が１，０２

４万５，０００円、山北地区の間伐が、面積３

・４８ヘクタール、事業費で６３４万４，００

０円。１７年度におきましても、坂本ダム上流、

楠山出井地区で実施の予定でございますが、事

業費は未定でございます。 

 次に、猟期が他県と異なることについて、お

答えを申し上げます。 

 狩猟期間につきましては、鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律によりまして、一般的

な狩猟期間は１１月の１５日から２月の１５日

となっておりますが、イノシシにつきましては、

愛媛県が３月１５日まで、高知県が２月末まで

というふうになっております。 

 さまざまな理由で、こういった形をとってい

るんだと思いますが、沖本議員からのご指摘の

ように、愛媛県の３月１５日、高知県が２月末

ということで、愛媛県が２週間ですか、長いと

いうことで、その分、追ったてられて宿毛の方

に、高知県の方に入ってきて、それが田畑に荒

らしているんじゃないかというご指摘でござい

ます。 

 そういったことにつきましても、いろいろな

調査をしまして、被害に、我々、対応しなきゃ

いけないというふうに思っておりますので、こ

の点は検討をさせていただきたいと思います。 

 それから、次に、宿毛市のホームページとか

広報の充実ということでのご質問でございます。 

 以前からいろんな方々が、いろんな形で、い

ろいろ言ってきてくれております。ホームペー

ジにつきましては、閲覧者の利便性を考えまし

て、ことしの４月にリニューアルを行いました。 

 沖本議員に一定の評価をいただいていること

と思います。本当にありがとうございます。 

 今回のリニューアルによりまして、各課の情

報は担当課で更新できる仕組みといたしまして、

速やかに情報の更新を行えるようにしました。 

 また、各課の情報推進担当者の会を、月に１

回開催しまして、ホームページの充実に努めて

いるところでございます。しかし、沖本議員ご
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指摘のとおり、市民の交流できる地域情報発信

の場としては、検討の余地があると、まだまだ

検討の余地があると認めておりますので、今後

の取り組みといたしまして、広報や行政チャン

ネルも含め、外部との意見交換ができる場を設

けまして、その意見を反映するシステムづくり

を検討してまいります。 

 広報「すくも」につきましては、これまでの

編集に加えまして、新たに２つのことに取り組

んでおります。 

 １つの取り組みといたしましては、紙面の充

実を図るために、これまで１４ページを基本と

して発行しておりましたものを、本年度から２

ページ増ページさせていただきまして、１６ペ

ージを基本ページ数として、より多くの情報を

提供するべく、取り組んでおります。 

 編集する上でも、より見やすく、より読みや

すく、市民の方々にわかりやすい表現での情報

提供を目指して、編集を行っております。 

 ２つ目といたしましては、市内商工業者等の

広告活動を、広報でも展開していただくために、

６月号から有料での広告の掲載を開始しており

ます。 

 この有料広告料につきましては、紙面充実の

ための財源の一部とさせていただいております。 

 広報は、市民の皆さんにより身近なものと感

じていただかなきゃならないというふうに考え

ております。その方法の１つとしまして、地域

に密着した情報提供は必要であろうと考えます

ので、市民の方々の活動について、各部署にお

いて、よく把握するとともに、広報担当者には

直接活動の取材等を行わせるなど、情報収集に

努めまして、さまざまな市民の方々の活動を紹

介していきたいと考えております。 

 まず、委員会等をつくってというご指摘もご

ざいましたが、まず、私の考えは、まず職員に

こういったわかりやすい、いろんな人々のご意

見を参考としながら、職員がまず、みずからつ

くっていくということが大切じゃないかという

ふうに考えておりまして、いろいろな、さまざ

まな角度からのご意見、先ほどの沖本議員から

のご意見も参考にしながら、今後の広報活動に

努めてまいりたいと、このように思っておりま

す。 

 それから、次に、治水対策でございます。中

筋川ダムの不必要な貯水ということでございま

して、平田、山田地区の洪水被害の現状は、各

関係機関で把握していただいておりまして、各

機関と連携をとり、協議する中で、対策につき

ましても検討はさせていただいているところで

ございます。 

 私自身が専門家ということではございません

が、洪水期には、洪水被害を軽減させるため、

利水容量分の水位を下げておくべきではないか

と、このようなことでございますが、本件は、

昨年度から中筋川総合開発事務所で、工事事務

所で検討をしていただいている事項でありまし

て、同事務所によりますと、現在、できる範囲

の中で利水容量の一部の水位を下げるための操

作マニュアルを作成中とのことでございます。 

 水位をどれだけ下げることができるのかは、

現段階では、当市の方にわかってはおりません

が、台風時期までには、可能な限り、下げる予

定で作業を進めていきたいということでござい

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 もう１点の中筋川の国直轄区域への拡大につ

いてでございます。 

 沖本議員ご指摘のとおり、水に浸かるのは中

筋川の河川の流れ、そして河川の容量ですか、

そういったものが少なくなってきているから、

整備をしなきゃいけないというふうなことでご

ざいます。 

 これを、県管理河川を国直轄河川へ編入して

ほしいというふうなことにつきましては、宿毛
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市としても、国、県へ要請もしている最中でご

ざいます。 

 要は、編入が目的ということではなくて、こ

の中筋川の河川をきちんと改修するということ

が目的になろうかと思います。河川の編入とい

うことになりますと、河川審議会等、いろんな

手続がございまして、非常に長くかかるんじゃ

ないかと思います。 

 私どもは、改修がまず目的であるので、ダム

の関連事業であるとか、そういったものを利用

して、できるだけこの宿毛市流域の中筋川の河

川の改修につきまして、国の事業として、ぜひ

採択して、改修をしていただきたいということ

を、国、県へ要請をしております。 

 ぜひ、議員各位におかれましても、この行為

につきまして、ぜひご協力を願いたいというふ

うに考えております。 

 それから、宿毛総合運動公園ののり面への樹

木の植栽ということでございます。 

 この答弁をいたす前に、市の施設、市道であ

るとか、こういった公園であるとかいうところ

におきまして、市民の皆様方にほとんどボラン

ティア的に、地域の方々が草刈り等していただ

いておられますことにつきまして、心から厚く

お礼を申し上げたいと思います。 

 ご質問の運動公園内での収穫樹の植栽につい

てでございますが、広大なのり面の大半が、切

り土ののり面でございまして、土質も、この地

域独特の岩盤で構成されておりまして、造成工

事においても、のり面の緑化に苦慮した状況が

ございます。 

 仮に岩盤土質に植樹をするとなりますと、通

常は客土をしまして土壌を改良するなど、大掛

かりな工事が予想されます。現在、安定してい

るのり面に、何らかの手を加えるとなりますと、

防災面、経費面からも適切でないのではないか

なというふうな判断もあります。 

 しかし、沖本議員が言われますように、のり

面の草刈り等、維持管理に大きな費用がかかっ

ているのも事実でございます。 

 いずれにいたしましても、理想は、造成のり

面が将来、樹木が生い茂り、自然の森に近い状

態に返ることが最適であるというふうに思いま

すので、のり面には、部分的に盛土部分もある

わけでございますので、経費を余りかけずに、

でき得る方策について、いろんなノウハウを持

った方々のご提言もいただきながら、取り組み

が現実的になるように、皆様方のご支援もお願

いしたいというふうに考えております。 

 最後に、入札についてでございます。 

 ホームページでごらんになられた造園関係の

入札ということでございますが、原則的な入札

につきましては、土木工事、建築工事につきま

して、特殊工事であるとか、特殊技術を要する

工事以外は、宿毛市内業者で選定し、指名競争

入札を行っておるわけでございまして、これは、

公平に指名委員会を構成しまして、その指名委

員会にはかっているということで、その結果と

して、指名をしている状況でございます。 

 このご質問の間伐工事でございますが、自社、

宿毛市内には、自社での造園工事実績のある業

者は３業者でございます。指名競争入札におき

ましては、会計法、予決令等ございまして、５

社以上というふうな基準がございますので、近

隣の実績のある造園業者を含め、５社を指名し

まして、入札を行った結果、市外の業者が落札

をしております。 

 これ、造園工事につきましては、全体工事の

中の占める割合が非常に少なくて、主に土木建

築工事の附属工事として、一括発注されまして、

宿毛市内及び近隣の造園業者が下請け工事とし

て施工していた状況でございました。 

 造園の単独工事については、自社で施工でき

る業者を選定しておりまして、宿毛市に自社で
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施工できる業者は、先ほども申しました３社と

いうことで、２社を近隣の業者を参入させたと

いう事情でございます。 

 原則的には、沖本議員ご指摘のとおり、景気

も低迷している折でございますし、我々、宿毛

市内の業者さんに、できるだけ宿毛市の発注工

事については、指名をしてまいりたいというふ

うに、原則的には思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） 再質問をいたします。 

 まず、農業振興の問題についてでございます

けれども、さまざまな国や県の制度の中で、宿

毛市も行っている部分はあるわけでございます

けども、なかなかこれは大きな国の流れの中で、

非常に、どの分野においても厳しい状況がある

のではないかというふうに思います。 

 そうした中で、先ほども質問しましたように、

決して特効薬はないわけでございますけれども、

やはり地域の人たちと連携をしながら、元気を

出しながら進めて行くということが、非常に大

事ではないかというふうに思いますけれども、

そうした中で、先ほど、ちらっと質問の中にも

触れておりましたけれども、今までの、いわゆ

るこの大量生産的なシステムから、もう１つは、

非常に付加価値のある無農薬、減農薬、あるい

は有機栽培と、こうした産物というものが、非

常に注目をされてきておりますし、消費者の

方々も、ほとんどの人たちは、値段さえ合えば

こういうものを求めていきたいという意見が強

くなってきているわけでございますけれども、

そうしたものを、今の段階では地産地消という

形の中で、できるだけ、まず宿毛市の人たちに、

宿毛市で使ったものを食べていただくと、こう

いうことのシステムづくりをいうのが、私は必

要じゃないかと思いまして、その提案としては、

安全、安心の良心市を立ち上げたらどうかとい

う話、したわけでございますけれども。 

 これは、市が直接出してどうのこうのではな

くて、現在、いろんなところでお年寄りの人た

ちを中心にしながら、各地域で宿毛市でも、こ

の良心市が活発に行われております。 

 こうした中に、そういうものも取り上げてい

くような形で、ぜひとも地元でそういう農薬を

使わない、そういう形での宿毛市の農産物を拡

大していくという取り組みを、ぜひとも行政が

支援していただきたいなというふうに思うわけ

でございます。 

 そのような点で、答弁がございましたら、ひ

とつお願いをしたいと思います。 

 この猟期のことについては、県レベルのこと

でございますけれども、実際、一定の調査、根

拠もいると思いますので、この被害に遭われた

皆様方の意見もよく聞いて、来年の２月の時期

になると思いますけれども、ぜひともそういう

形で対応できるような方策をとっていただきた

いというふうに思います。 

 また、そういうことができないならば、それ

に対抗する手段としての対応も、私はとるべき

ではないかなというふうに思いますが、その辺、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 ホームページの充実については、非常に積極

的に、形での展開をしていくという構想をお持

ちのようでございますので、現在、だんだん充

実してきている内容を、さらに広めていただき

たい。そして、先ほど、市長の方からも詳しく

答弁がございました市外の人たちに、宿毛市を

売り出していく、そういう形での情報、こうい

うものを、私はどんどん取り上げていっていた

だきたい。 

 私も中村、あるいは宿毛、四万十市や土佐清

水市の、間近にある他市の状況なんかもずっと

比較してみるわけでございますけれども、非常
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に、四万十市にしても、清水市にしても、元気

のあるホームページをつくられているなという

ふうに思いました。 

 情報量等については、さまざまな形での比べ

方があるとは思いますけれども、できるだけ躍

動していく、そういう元気な宿毛市を売り出し

ていく。写真にしても、元気はつらつと頑張っ

ている、そういう形のものを、イベントも、イ

ベントをこれから行いますよということだけじ

ゃなくて、こういうイベントが行われて、市民

がたくさんこうして集まって、すばらしい交流

の場になったというふうなこと、こういうこと

についても、まだまだ少ないのではないかとい

うふうに思います。 

 そういうこと等についても、積極的に検討を

して、より充実した内容をお願いをしたいと思

います。 

 広報についても、６月号の表紙も見せていた

だきましたけれども、せっかく、ああしてちり

拾いをしている方のボランティアの写真が載っ

ておりましたけれども、できれば、後姿よりも、

元気に前から作業している、そういう写真を載

せていただいて、静的なじゃなくて、動的な形

で、訴えるような画面なんかも、私の直感です

けれども、感じました。 

 そういう形での検討なども、独りよがりにな

るはずはないと思いますけれども、できるだけ

市民の意見も聞きながら、充実した内容を検討

していただきたい。そういうことが、やっぱり

庁外においての意見も集約していく機関が必要

だというふうな結論が出たならば、今後はさら

に、そういう形での対応も、今の段階では、答

弁がありましたから求めませんけれども、そう

いう形での対応を求めていきたいと思います。 

 東部の治水対策についてでございます。 

 何度も、この件については質問をいたしてい

るわけでございますけれども、先ほど述べた質

問にありました利水用の約２００万トン、この

水が全く、現在は使い道がなく、あそこに滞留

をしていると。流れを阻害する、環境面におい

ても、非常に今、ダムの功罪ということが言わ

れている、あこに水をためること自体が、水質

悪化を招いていくという形の中でも、あるいは

また、先ほど言う、この治水対策という形の中

でも、全くむだな水をためているわけです。 

 ところが、これに対して、聞くところによる

と、宿毛市からも維持管理費として、お金を出

しているという部分もあると聞きますし、ある

いは、工業用水等については、宿毛市は負担を

していないけれども、県がしているのではない

かという話もございます。 

 私のところに、ある県庁の方から手紙が来た

わけでございますけれども、本来的ならば、工

業用水がきちんと使用されているならば、宿毛

市の工業用水として、さまざまな手立てをして

いく中で、宿毛市からの負担という形がいるわ

けですけれども、そういう工業用水使用すると

いう計画どおりになっていないことによって、

恐らく、県の方でこの中筋川ダムの維持管理費

を出しているのではないかということも、投書

ではございました。 

 その辺についても、具体的に調査をしていた

だいて、宿毛市にとって、そういう必要のない、

現段階ではできるだけきちっとした事務処理も

しながら、こういう対応をしていただきたいと

思います。 

 現在、建設省等においては、ダムの水位を下

げて、水害をできるだけ軽減をしていくという、

全体的な対策がとられているようでございます

けれども、しかし、このことと、私が今回、指

摘してきたことは、もう少し違うことでござい

ますので、この点について、私は強く求めてい

きたいと思います。 

 私が２３号の台風のときに、もし仮にあそこ
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で２００万トンの水を放水していたら、どのく

らいの水位の下がる効果があるのだろうかと。

あくまでも机上の計算ですけれども、してみま

した。 

 そうしたら、最初の、この地域の出水が始ま

ったのが、ちょっとこう、急カーブで始まった

のが午前３時ごろからでございますけれども、

１０時ころまでの水というのは、全く放流する

ことなく、現在、ためる、通常の２００万トン

がたまった状態で、放流をしない形に保持でき

るんですね。 

 そうしたら、そのことによって、磯ノ川地点

での水位は、時間的なあれもありますし、水位

によって流量も違いますのでわかりませんけれ

ども、全く一方的なあれになるかもしれません

けど、私の推測では、３０から５０センチぐら

いの水位差が、磯ノ川地点で生ずるのではない

かなと。 

 そして、さらにそこから上流に当たる山田の

地先では、さらに出水時における水位を下げて

いくことができるのではないか。恐らく、横瀬

川の影響を余り受けない形になるわけですから、

山田地先においては、５０から、例えば８０と

かいう数字が出るかもしれません。 

 そうした場合には、山田の内水の排水が可能

になるわけです。その分ですね。ですから、内

水被害の軽減にも、大きく寄与する、私は内容

になるのではないかなと思います。 

 これはすべて、建設省やダム事務所が出して

いるホームページから引っ張り出してきた数字

で、私が推計したものでございますけれども、

そのようなことについても、私はやっぱり、関

係機関はこういうことの状況の質問が、こうい

うことで以前からあるけれども、こういうこと

については、実際、どうなのか、建設省、ダム

事務所にあるいは聞くなり、みずからがそうい

うデータの整理をするなりして、私は今の洪水

に与えている影響、これは決して、いわゆるダ

ムがたまった後の、私が今まで質問をしていた

後段の放水によることではなくて、最初、出水

時の水をとめることによって、洪水を軽減でき

るということですから、非常に私は、大きな効

果が出てくるんじゃないかなというふうに思い

ますので、ぜひともこの辺については、もう少

し、独自の宿毛市としての調査もし、聞き取り

もしながら、この点についての根拠を明らかに

して、私は関係機関との対応をしていただきた

いというふうに思います。 

 そういう意思があるのかどうか、このことに

ついて、再度、お答えをいただきたいと思いま

す。 

 国直轄河川の拡大について、これは市長が言

ってくださいましたように、まさにそのとおり

でございます。実際、あそこに国直轄河川とい

う名前が入ることよりも、時期と内容から考え

るならば、そうではなくて、国の直轄事業とし

て、県の事業として、きちっと河川改修をして

いただくと。このことを達成するための言い方

でございましたので、こういう形の中で、私は

きちんと対応をしていただきたいと思います。 

 このことについても、先ほど申しましたよう

に、１００年に１回起こるであろうその水位に、

既に２３号のときには、磯ノ川地点でその水は

経験をいたしました。横瀬川ダムがある場合、

ない場合、これはいろいろ水位の変化はありま

すけれども、今回の水位が上がったという結果

についてのことについて、横瀬川ダムのことは

考えなくていいと思うんですが、磯ノ川でそれ

だけの水位がある段階で、既に山田地先では、

国道が１メートル以上浸かるという状態が発生

しているということです。 

 ということは、１００年に１回のこの大洪水

を守るという計画でありながら、山田を守ると

いうことにはなってないんです。これはもう、
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今回のデータで、建設省のデータを見たらわか

るんですから。 

 私は、そういうことを強く指摘をして、計画

の見直し、その中に国の事業として、河川改修、

あるいは山田川なんかの堤防の補強、今回、越

水しました。必ずこれ、越水するんですよ。 

 まあ、それは時と場合における雨量のいろん

な変化、ゲリラ的なこともございますので、一

概の形は言いませんけれども、既にそういうこ

とが、実際、発生しているわけですから、私は

宿毛市のそういう防災対策という点から見て、

強い要望を、国に働きかけていく必要があるん

じゃないかと。 

 こういう、国や県などの流れを、行政として

はきちんと整理していく中で、そういうことも

できないならば、もう１つ重要な水位計のデー

タが、今後、入ることになりますので、そのこ

とと合わせてのダムの放流の関係もありますの

で、強い、その結果が出次第、私は強く求めて

いく必要があるのではないかと思いますけれど

も、その辺について、もう少し突っ込んだ答弁

が、市長の決意が伺えるならば、再度、お聞き

をいたしたいというふうに思います。 

 運動公園の果樹等の植栽については、いろん

な行政の方々の中でも、積極的に今から果樹の

種を集めて、植えていこうだとかいう形で準備

をしてくださっている方もあるようでございま

す。 

 市長も言われましたように、自然の山に返す

ことが一番なのでございますので、いかにそれ

に近づけていくか、この辺についての可能な限

り、そういう取り組んでいく方向をお願いを求

めていきたいというふうに思います。 

 最後に、再質問の中の入札についてでござい

ます。 

 先ほど、いわゆる宿毛市の契約、あるいは入

札、そういう規則の中で、５社以上が入札に参

加しなければいけないとか、あるいは、金額に

よって入札の参加資格者の審査を行うとか、そ

ういう手続がだんだん要ると思うんですが、ま

ず、聞いていきたいのは、市長の方が、今回の

指名選定委員会をしたというふうに答弁を、私

は聞いたんですが、しかし、今回の場合には、

請負単価の関係もあって、これはしていないん

じゃないかという話も聞いておりますけれども。 

 その辺のことについて、私は確認をしていき

たいというふうに思います。 

 そして、今の宿毛市の業者の実態、こういう

ことを、こういう状態を把握しているのであれ

ば、私はこの発注の仕方、特殊な工事なのかど

うなのか。あの運動公園の自然の雑木林、ここ

を植栽するわけではありません。木を切るだけ

です。下草を刈るだけです。こういうことが、

造園業の人たちでないと、できない仕事なのか

どうなのか。これは、名前よりも、問題は、私

は実際、その工事内容が一番大事な選定の根拠

になるのではないかと思うんです。 

 その辺で、造園ということであれば、それは

剪定もあります。特殊な庭造りの技術もござい

ます。そういうことなら、私も十分理解できる

わけでございますけれども、そういう事業では、

工事ではないはずです。 

 私は、場合によったら、地元で請け負って、

委託としてやっていくことも可能な仕事ではな

いかなというくらいに思っているような、また

現在、実際、業者が入って作業をしております

けれども、私はそんな難しい内容ではないと思

います。 

 その辺のことを、もう結果が出た中で、私が

それをひっくり返すとかどうとか、とてもでき

ることではありませんし、言うべきでもござい

ません。 

 ただ、今後、このような場合、また同じ、先

ほど言われた原則がそうだからこう進めていく
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という対応をするのかどうなのか。やはりその

指名参加をしていく手続の中で、地元業者を優

先させていく。法律には決して違反しない、そ

ういう選定のあり方というのが、これは指名競

争入札を登録をさせていく段階から始まるのか

もしれませんけれども、私は十分、可能な対応

があるのではないかなというふうに思います。 

 いろんな形の中で、業者は大変厳しい中でも、

非常にいろんな行政上の中で、ボランティア的

に協力をしていただいております。私は、市長

もこのことは十分知り抜いているというふうに

思うわけでございますが、その辺のことも勘案

しながら、今後の対応はこういうことでいいの

かどうなのか、こういう道を地元業者優先とい

う形で、法的には全く違反をしないやり方、方

法というものが、私は存在するのではないかな

というふうに思うんですが、このことについて

の再答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 以上、再質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 沖本議員の再質問にお

答えします。 

 最初の農業地域の関連でございますが、沖本

議員おっしゃるとおり、近ごろ、食の安全、安

心、そういったものが叫ばれておりまして、ま

ことにその有機栽培であるとか、減農薬である

とか、そういったものの農作物が、今、本当に

都会の方々にも受け入れられているというとこ

ろでございまして、これはとりもなおさず、や

はり宿毛市民の方々が、これをまず認定すると

言いますか、認知をした上で、要するに、先ほ

ど中川議員がおっしゃっておりました地産地消、

プラス地産他消あり得るということでございま

すので、地域の皆様が、まず認知した上で、そ

してまた、よそにこれを出していくということ

が大切なことだと思います。 

 これに取り組んでおられる市民の方々がたく

さんおられます。これから認識を新たにした形

で、こういった取り組みをどんどん進めていっ

ていただきたいし、これをまた、行政としても、

我々支援をしていかなきゃいけない、このよう

に思っております。 

 そしてまた、もう１つ突っ込んで言わせてい

ただきますと、宿毛市にはいろんな農産物、魚

の種類もたっぷりございます。もう１度市民の

皆様も、我々含めまして、みんなでこの特産物

と言いますか、産物の足元を見直した形で、地

産地消、地産他消に向かっていくべきではない

かなというふうに思っております。 

 それから、良心市を立ち上げようということ

でございますが、この市というものが、あちこ

ちできていいのかどうかという是非論もござい

ます。そして、このいいものを皆さんに供給し

ていくということは、非常に大切なことでござ

います。 

 市といたしましても、いろんな場面において、

こういった安全、安心な産物を提供していく

方々についての支援がどこまでできるか、そう

いうものについて、検討もしてまいりたいとい

うふうに思います。 

 それから、猟期の問題でございます。本当に、

愛媛県が３月１５日まで、それから宿毛市が２

月末までということでありますと、どうしても

追われるシシと言いますか、そういった形で高

知県の方へ逃げてくるのか、そういったものに

ついても、いろいろな方々のご意見もお伺いし

まして、対応してまいりたいというふうに思い

ます。 

 それから、ホームページのことでございます。

いろいろと改善の余地は多々あろうかと思いま

す。職員も非常に努力をしておるところでござ

いますので、今しばらく、見守っていただきた

いし、また、いろんなご意見を出していただき

たいし、提案もしていただきたいと、このよう
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に思っているところでございますので、ぜひご

協力をお願いをいたしたいと思います。 

 それから、治水対策でございますが、利水用

の２００万トンの、現在、使い道のない水に対

して、維持管理費を出しているかどうかという

ご質問がございました。これについて、ちょっ

と、私の手元に資料ございませんので、あとで

調査をしまして、ご返事を差し上げたいと思い

ます。 

 それから、出水時の関係で、いろんなデータ

であるとか、専門的なものにつきまして、宿毛

市独自で調査をしていくべきだというふうなご

質問でございます。 

 これにつきましては、当方にいろんなデータ

がございません。したがって、ダム事務所とか、

河川国道事務所とか、そういったところ、県土

木の協力をいただいて、そういった資料をいた

だいて分析をしていかなきゃいけないことだろ

うと思いますので、これについては、少し検討

の時間をいただきたいと思います。 

 それから、河川の改修事業でございます。中

筋川、ご存じのとおり、中筋川ダムの管理、そ

して高知県の管理、そして国の管理というふう

になっております。 

 そういったことで、この中筋川の河川改修と

いうものは、非常に重要だというふうに、私も

思っておりますので、先ほど申しましたように、

県、国に対して、まず国の力で河川改修をして

いただきたいということを、これからも強く要

望をしてまいりたいと、このように思っており

ます。 

 それから、入札の関係でございます。１つ訂

正、私の答弁に誤りがございましたので、訂正

をさせていただきます。 

 沖本議員ご指摘のとおり、この件につきまし

ての指名選定委員会につきましては、金額が少

額であるということで、対象外というふうなこ

とでございました。失礼をいたしました。おわ

びを申し上げます。 

 そして、今後の地元業者の優先ということで

ございますが、これは、先ほども申し上げまし

たように、宿毛市が発注する工事につきまして

は、地元業者さんについての優先ということを、

最大限、進めてまいります。法律に抵触しない、

通達に抵触しないというふうなところで、地元

業者の優先度を高めていきたいと、このように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） ２点ほど、再質問を

いたします。 

 先ほど来からも質問がございました地産地消

ということでございますけれども、私は、ある

特定の日を、宿毛市民が、この日は、宿毛市の

生産物を食べる日だというふうなことを、よそ

の、スーパーでいろいろ、国産であったり、い

ろんなほかで生産されたものを皆さん、多く食

べているわけでございますけれども、この日だ

けは、宿毛市の物を食べようというふうな呼び

かけをする日もあって、おもしろいんではない

かというふうに感じるわけでございますが。 

 ひとつこういうことで、興味あるならば、ち

ょっとご答弁をいただきたいと思います。 

 それと、入札についてですけれども、今後、

改善というか、宿毛市にとって、より地元の業

者を優先していくという方向を再検討するとい

う答弁をいただきました。ぜひとも、求めたい

と思うんですが、１つだけ確認したいのは、今

回の指名競争入札が、ああいう５社でやられた

ということ、このことをやられるという段階で

すね。このことを市長は、入札前に知っていた

のかどうか。そういう報告は、市長の方にあっ

たのかどうか、私はちょっと、その辺が、今ま

での市長のいろんな地元を優先していくという
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政治姿勢の中で、少し不思議に感じましたので、

行政上のそういう流れが、政治的な判断をしな

ければいけない市長の中に入っていたかどうか、

このことを再度お聞きいたしまして、再々質問

を終わらせていただきます。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 沖本議員の再々質問に

お答えします。 

 宿毛市生産の物を食べる日をつくれというご

提案でございますが、非常にいい提案じゃない

かとは思いますけど、これを行政として取り組

むかどうかについては、もうちょっと時間を、

検討の時間をいただければありがたい。 

 食べることについて、余り行政が強要すべき

ところがあるかないかというふうなことも考え

なきゃいけませんので、恐れ入ります。 

 それから、地元業者についての優先をしてい

る、これからすべきということじゃなくて、私

ども、当初からしているわけでございまして、

この下草刈りというふうに沖本議員おっしゃい

ますが、この件につきましては、先ほど申しま

したように、やはり３社というのは非常に少な

いというところがございまして、近隣の２社を

入れて、宿毛市とも関連のある業者さんという

ことも、私、説明を受けまして、その上で５社

というふうにしたものでございますので、これ、

事前に私の方には、決裁という形ではなくて、

担当の課長からこういう業者ということでいた

だきました。 

 そのことだけ、報告をしておきます。 

○議長（岡村佳忠君） １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） 今回の入札されるま

でに、市長が知っていたということでございま

した。その辺について、市長の判断があったと

思うんですけれども、ぜひとも、今後について

は、先ほどから出されている答弁のように、地

元優先の大原則、これを堅持をしながら、行政

を進めていただくことを求めるものでございま

す。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） おはかりいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会をいたします。 

午後 ３時１５分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君） おはようございます。

６番、一般質問を始めます。 

 中西市長も、就任以来、１年半を経過して、

精力的に公務に当たっていることは、皆さんご

承知のとおりです。公務にも、多少、慣れてき

たと思いますので、端的なご答弁をよろしくお

願いして、一般質問に入ります。 

 まず、「すくも夢いっぱい会」に対する基本

的な考えから、お聞きをいたします。 

 先日、「すくも夢いっぱい会」のトータルア

ドバイザーの１人の方から、夢いっぱい会、各

部会の理念と取り組みという文書が送られてき

ました。内容は、今の宿毛を何とかしたい、と

いう理念のもとに、思想や政治、宗教を超えて、

１８の部会、１１４名の人が集まって、主とし

て、人と環境に優しい第一次産業への取り組み

や、生産物の開拓、地域産業の振興を図ってい

くのが目的であると。 

 そして、従来の行政依存型ではない組織運営

をしていくということも、書いておりました。 

 組織の考え方には、共感できることも多々あ

りますし、今後の活動を応援しながら、見守っ

ていきたいと思っておりますが、市長は、これ

までも宿毛からの情報発信の１つとして、期待

していると答弁しています。 

 市として、この組織をどのような形で支援し

ていくのかということについて、基本的な考え

方を、まずお聞きをいたします。 

 次に、組織の事務局体制について、お聞きを

いたします。 

 現在、農林課に事務局を置いております。組

織の各部会を見ますと、水産課の所管であった

り、商工観光課の所管であったり、もちろん農

林課の所管が主になるところもあるわけですが、

庁舎の位置づけとして、現在の農林課に置くよ

りも、適切な部署がありはしないかと考えます

が、市長の考えをお聞きをいたします。 

 次に、ＳＷＡＮテレビについてお聞きをいた

します。 

 宿毛のＩＴの拠点として、また現在、都市圏

から始まり、２０１１年には完全実施される地

上波デジタル放送に対する難視聴地域対策とし

ても、大いに期待されていると思っております

が、これまでも、加入状況や放送内容の改善な

ど、この場でいろいろと提言してきたわけです

が、現在の加入状況について、お聞きをいたし

ます。 

 また、筆頭株主の宿毛市として、経営の安定

化のためにも、職員に対して加入の促進はどの

ように取り組んでいるのかについても、お聞き

をいたします。 

 次に、ＳＷＡＮテレビの現在の宿毛市の受信

可能エリアは、約９５パーセントというのは、

これまでも何回も話してきたことですが、残り

の５パーセントについては、費用対効果の点か

らも、非常に厳しいという答弁が、今までもあ

っております。 

 しかし、現在、隣の四万十市に向けて、幹線

を延長しようという計画が進んでいると聞いて

おります。どのような計画で進められているの

かを、お聞きをいたします。 

 し尿処理場の改修について、お聞きをいたし

ます。 

 現在、和田地区にありますし尿処理場が、地

区の理解のもと、改修されようとしていますが、

今後、どのようなスケジュールで進んでいくの

かを、お聞きをいたします。 
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 また、改修期間中、海洋投棄で対応すると聞

いておりますが、公共下水による処理をすれば、

海洋投棄をする必要もなくなるのではないかと

考えますが、検討したことはないのか、お聞き

をいたします。 

 次に、施設の利用料について、お聞きをいた

します。 

 現在、し尿処理場の利用料は、設置している

宿毛市の業者は１０リットル当たり７円と。三

原、大月の業者は３円ということになっている

ようです。設置当時の交通事情とか、いろいろ

と考えながら取り決められたのではないかと思

いますが、現在の道路状況などを見たときには、

見直すべきじゃないかというふうに思うわけで

すが、今まで、検討されたことはないのかをお

聞きをいたします。 

 教育行政について、お聞きをいたします。 

 ６月になり、各学校では水泳の授業が始まり、

プールには子どもたちの歓声が聞こえる季節に

なってまいりました。私たちの子どものころは、

学校が終わるのを待って、海へ、川へと出かけ、

背中の皮が何枚はげたというような自慢話をし

ながら遊んだことでした。 

 それが、ついこの前のように感じられるわけ

ですが、紫外線には、波長によってＡ波、Ｂ波、

Ｃ波というふうに分けられるわけですが、Ａ波

は長時間浴びた場合、健康に影響があると懸念

される。Ｂ波ついては、皮膚や目に有害である。

日焼けを起こしたり、皮膚がんの原因になった

りする。Ｃ波については、ほとんど地表には到

達しないというふうに分類されるわけですが、

近年、オゾン層の破壊が進み、紫外線の増加や、

ほとんどは大気圏で吸収されるわけですが、一

部が地表に到達するＢ波については、健康への

影響が懸念されるという状況でありますし、特

に小さな子どもたちに影響が多いとも言われて

おります。 

 先日、私の子どもが通う小学校で、保護者の

協力によって、プールサイドに日よけのネット

を設置いたしました。各学校によって、いろい

ろと温度差はあるとは思うんですが、この紫外

線対策について、どのように対応しているのか

をお聞きをいたします。 

 教育委員会としても、どのように認識してお

るのかもお聞きして、１回目の質問を終わりま

す。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。

寺田議員のご質問に、簡潔に答えろということ

でございますが、少し長くなる答弁もございま

すが、ご容赦をお願いいたしたいと思います。 

 まず、１点は、「すくも夢いっぱい会」に対

する基本的な考え方ということでございます。 

 昨今の安心、安全な農産物とか、人と環境に

優しい農業、こういった新しい消費動向に対応

できる地域産地づくりが、今、重要となってき

ておりまして、このような中で、民間活力によ

りまして、「すくも夢いっぱい会」が設立され

たわけでございます。 

 食の安全部会を初めとして、数多くの部会。

私がまだ、全部承知しているということになっ

てないぐらい、非常に多くの部会ができている

というふうに聞いておるわけでございまして、

人と環境に優しい農業、それから地域の特産物

の開発、研究などの実践に取り組んでおられる

わけでございます。 

 宿毛市といたしましても、新しい取り組み活

動に対しまして、助成を行い、支援、協力をし

てまいっているわけでございます。 

 今後もホームページ、広報等を活用しまして、

幅広く市民の方々にも、こういった活動に対す

る理解を得て、市民運動として、発展させてい

ただきたい。そして、１人でも多くの方々に、

このような運動にご参加を願いたいというふう
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に思っているわけでございます。 

 また、寺田議員がおっしゃいますように、

「すくも夢いっぱい会」の取り組みは、宿毛か

らの情報発信の１つとして、期待をしていると

いうスタンスは変えておりません。 

 皆様におかれましても、市民皆様が思ってお

られますが、何とか宿毛市を活性化していこう

という点につきましては、同じ認識、共有でき

る願いだというふうに考えておるわけでござい

ます。 

 この「すくも夢いっぱい会」の育成を通じま

して、宿毛の発展に、皆様のご助言をいただき

ながら、尽力していきたいと考えておりますの

で、今後とも、ぜひご指導、ご協力をお願いし

たい、このように考えております。 

 それから、「すくも夢いっぱい会」の事務局

を農林課に置いていることについてのことでご

ざいますが、これは、昨日の中川議員からもご

指摘もございましたように、新たな取り組みと

しての機構ということでの体制と申しますか、

そういうものについてのご提案もございました

し、ご助言もございました。そういうことから

の話も含まれていると思いますが、農林課に、

実はおいておりますのは、実は農業の方から、

この１８部会となる前に、「すくも夢いっぱい

会」を立ち上げたいというときの話が、実はイ

モから入ってきまして、そういった農業の方面

から、実は入り口になったものですから、これ

では、じゃあ、その立ち上げのときには、農林

課がぜひ、この後押しをしていこうということ

での立ち上げになっておりますので、１８部会

の中にも、農業関連分野というものが多くなっ

ております。 

 現在のところは、そういったことで、農林課

に事務局を置いておりますが、これはもう、議

員ご指摘のとおり、各課に、多岐にわたって活

動がなされておりますので、これにつきまして

は、いずれ、農林課だけの問題ではないという

ことで、本来であれば、今の機構であれば、企

画広報かなというふうな感じもいたしますが、

現在のところは、農林課において、当初の話か

ら、各課がそれぞれ協力をしていくというふう

な体制をとっておりますので、ご了解を願いた

いと思いますし、また、将来的にはこれ、「す

くも夢いっぱい会」、市民の皆様、民間活力と

いうことでございますので、この自前の事務局

を置いていただくということが、組織の中にそ

の事務局を置くということが、大切なことであ

るというふうになっていただきたいと、このよ

うに私自身は思っているわけでございます。 

 次に、ＳＷＡＮテレビでございますが、ＳＷ

ＡＮテレビの、まず加入状況でございます。 

 ただいま、５月末現在の契約件数が２，５０

８件でございます。工事の完了件数が２，４１

７件となっておりまして、前年度から契約件数

におきまして、３３８件。工事完了件数が５６

２件ふえております。 

 次に、加入促進の取り組みでございますが、

６月、１２月の新聞折込チラシなどによるボー

ナスキャンペーンであるとか、空タップ営業と

いうものを継続して行っております。 

 それから、職員の加入状況でございます。職

員の加入促進につきましては、管理職を対象に、

毎週、これ、庁議を開催しております。その

折々に、私の方からも職員に対して、積極的に

加入をしていただくようにという要請を行って

いるところでございまして、何割の職員が入っ

ているということについては、把握をしており

ませんので、ご容赦願いたいと思います。 

 それから、ＳＷＡＮテレビの経営状況でござ

います。一応、加入者とか、コマーシャルの営

業収入の増加によりまして、当期損失は前期よ

り縮小されているわけでございますが、依然と

して厳しい状況でございます。安定した経営を
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行うためには、加入者数が３，７００件程度、

宿毛市で必要ではないかというふうに見積もっ

ております。 

 より一層の営業努力を求めてまいりますし、

また、市の広報におきましても、毎号、これは

ＳＷＡＮテレビばっかりじゃなくて、下水道の

加入もお願いしたいし、それから、くろしお鉄

道には乗っていただきたい、そしてフェリーも

乗っていただきたい。この４件につきましては、

市に関連するものでございまして、市民の皆様

への広報を、これは有料広告ではございません。

この４社に関しては、市の方で、みずから広報

しているという状況になっております。 

 次に、四万十市へのエリアの拡大でございま

す。これ、四万十市自身が、新市建設計画の中

で、ケーブルテレビの整備を重点項目に上げて、

準備を進めておるということを聞いておりまし

て、それを前提としまして、ＳＷＡＮとして事

業参画を行うと、推し進めるというものでござ

います。 

 当面は、具同の人口密集地域について整備を

するものでございまして、これは、旧中村市と

も話は、少しはしているそうでございます。こ

とし１１月に試験放送の開始、そして１８年１

月には、本放送を開始したいというふうな日程

で進んでいるということでございます。 

 工事をしても、加入者がいないと非常に困り

ますので、事前の調査をしているそうでござい

ます。また、この地域におきましては、１，８

００の世帯がありまして、本放送開始までには、

３００件を目標に、営業を進めているというふ

うに聞いております。 

 この引込み工事費用につきましては、宿毛市

の場合と変わったことはありませんが、ただ、

１つの経営戦略としてだと思いますが、加入申

し込み、先着３００名への加入金引込み工事費

の無料キャンペーンを行っているというふうに

聞いております。 

 次に、し尿処理場の改修でございます。 

 まず、１つは、幡西衛生処理組合におきまし

て、し尿処理場を改修するという決定がなされ

ておりまして、この改修スケジュールでござい

ますが、本年度から施設の抜本的な改修を行う

ために、国への事業採択へ、採択を受けなきゃ

いけませんので、計画書を提出しまして、県、

国と協議をしてまいりました。 

 その結果でございますが、本年５月３０日付

で計画の承認を受けまして、６月６日付で申請

どおり、満額の内示をいただきました。 

 事業の実施年度といたしましては、今年度と

来年度の２カ年を予定しておりまして、この総

事業費といたしましては、約１４億円を予定を

しております。 

 現の建物、水槽等は補修しまして、有効活用

を図りまして、経費の節減をしておるわけでご

ざいます。 

 それから、２点目の海洋投棄をせずに、下水

道へ投入できないかということでございますが、

工事が始まりますと、ある一定時期、４カ月程

度、処理場が全面的に閉鎖をされます。この４

カ月の間のことで、寺田議員の方から、海洋投

棄をその間しないで下水処理できないかという

ことのお話だと思いますが、この検討はしてお

りまして、クリーンセンターの処理能力とか、

法律的にクリアーしなければならないことは別

といたしまして、下水道投入もその１つの方法

であるというふうなことは考えておりまして、

下水道を投入するに当たりましては、下水道法

によりますと、特定施設を設置する工場、また

は事業所、それから公共下水を使用する場合は、

排水基準というものが定められております。 

 この排水基準をクリアするためには、ある程

度の前処理をする設備を仮設をしまして、近く

の下水のマンホールまでの配管が必要となって



 

－ 63 － 

くるわけでございます。 

 この仮設の設備の概算費用としましては、運

転経費及びマンホールまでの配管工事は含んで

はいませんが、海洋投棄の約３倍程度、これは

海洋投棄する場合には、見積もりでは７，４０

０万程度、そしてこの下水処理するための概算

費用で、仮設設備でございますが、これが２億

１，０００万程度かかります。 

 そして、さらに前処理するに当たりましては、

何倍もの希釈水が必要となりますので、下水道

投入するにしましても、この量の下水道料金と

いうものが必要となってくるわけでございます。 

 このために、施設が使用できない時期の対応

といたしましては、一番安く処理できる海洋投

棄で対応したいと、このように考えておるわけ

でございます。 

 ちなみに、海洋投棄する場所の、今のところ

の候補地でございますが、これは和歌山県日御

碕から約１６５海里、これ、キロに換算します

と３０５キロ、３０・５キロメートルに当たる

海洋になります。 

 続きまして、し尿処理施設の使用料について

のご質問でございます。これは、我々でも、近

ごろ話題にはしておるわけでございますが、き

ょうのご質問が出たということでございまして、

ちょっとこれから検討をきちんとしていかなき

ゃいけないなということでございますが、使用

料につきましては、組合条例によりまして、宿

毛市内の地域が１０リットルにつき７円、大月

町内及び三原村内の地域が３円となっておりま

す。 

 この金額が設定された経緯というのが、組合

の内部でもちょっと調べていただいたんですが、

書類等も残っておりません。ということで、は

っきり、この決めた経緯というものがわかりま

せんが、２４年ほど前に決定されたということ

で、議員ご指摘のとおり、大月町や三原村の道

路は、２４年前だと、宿毛地域全体もそうだっ

たと思いますが、現在のように整備されており

ませんでした。 

 このために、３市町村の住民のくみ取り料金

を公平にしたいということで、このような料金

が設定されたんじゃないかなというふうに、推

測はしております。 

 ただし、施設使用料の見直しについては、今

後、組合の内部で協議、検討してまいらなきゃ

いけない課題であるというふうに、私自身が認

識をしておりますので、いろいろな方々のご意

見を聞きながら、協議検討してまいりたいと、

このように思っております。 

 あと、教育行政関係については、教育長の方

から申し上げます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） おはようございます。

６番、寺田議員のご質問にお答えをいたします。 

 紫外線対策について、特に小学校では、どの

ような対策をとっているのかと、こういうご質

問でございますが、紫外線には、私たちの体内

でビタミンＤをつくるのを助ける作用もありま

すし、昔からの生活の知恵として、細菌やカビ

に対する殺菌効果を利用して、洗濯物や布団を

日干しにしたりしていることは、昔から行われ

ておるところでございますが、しかしながら、

近年、寺田議員の方からも言われましたように、

フロンガス等の放出によりまして、オゾン層の

破壊が進み、有害紫外線Ｂ波を浴び続けますと、

免疫力の低下を引き起こし、皮膚がんや白内障

の原因になることが、多くの研究で明らかにな

ってまいりました。 

 そこで、学校での紫外線対策、どのようにし

ておるのかと、こういうことでございますけれ

ども、もちろん、紫外線についての知識、正し

い知識、そういうものは保健授業、そういった

安全教育、そういった点で取り組みをしており
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ますけれども、その対策、予防といたしまして、

外に出るときは、帽子の着用を指導するとか、

それから、長袖の服を羽織ることを指導すると

か、外での朝会には帽子をかぶるとか、夏の朝

会は体育館で行うとか、運動会の練習のときか

ら、テントを建てて、テントの中で、必要のな

いときには休むと。過ごす、見学をすると。 

 それから、日焼けクリームですね、そういっ

たことも認めておりますし、また、プールサイ

ドにテントや遮光ネット、そういうものを設置

しておるところもございます。 

 それから、帽子の、紅白帽の後ろ側に垂れた、

垂れつき紅白帽子というのを身につけて、体育

祭のときなんかはやっておりますけれども、そ

ういう対策をとって、紫外線対策というものに、

各学校、取り組んでおります。 

 もちろん、議員さんがおっしゃられるように、

学校間の格差もございます。例えば、プール時

期に、６月入ってなっておるわけですけれども、

遮光ネットですね、これをやってないところ、

１校ぐらいあります。そういう意味で、特に橋

上は、この橋上小学校の方は、特に議員さんな

んかの、ＰＴＡのご協力によって、いろんな形

の取り組みが展開されておるということで、非

常にうれしく思っております。 

 それから、家庭、保護者に対しては、学校と

して、学校通信とか、保健通信とか、あるいは

学級通信で、そういう対策を行っておるという

ことと、紫外線についての正しい認識ですね、

そういうものを発信をしております。 

 次に、教育委員会としての認識と対応でござ

いますが、先ほども申し上げましたように、近

年、フロンガス等によるオゾン層破壊が進行し、

有害紫外線Ｂ波を浴びることにより、免疫力の

低下を引き起こし、皮膚がんや白内障の原因に

なることが明らかになっておりますので、紫外

線の浴びすぎにより、健康への影響が心配され

る状況にあると、こういうことを認識し、先ほ

ど申し上げましたような、各学校での予防対策、

指導、そういったものに取り組んでおります。 

 私たちのこの生活の中で、この紫外線を浴び

ずに暮らすと、こういうことはなかなかできま

せんので、紫外線と上手につき合っていくこと

を考えていくことも、非常に大事だろうと、こ

ういうふうに思います。 

 紫外線を正しく知れば、日常生活の中で、紫

外線の浴びすぎを避け、被害を少なくする、そ

ういうことも可能だと考えますので、これから

紫外線についての正しい知識、それから紫外線

の健康に対する影響についての正しい知識、紫

外線予防についての正しい知識を、各学校にし

てまいりたいと思います。 

 それと同時に、これは、自分の健康は自分で

守ると、こういう生きる力の指導も、並行して

やっていくべきだろうと、こういうようにも考

えております。 

 今後とも、学校間の格差というか、そういう

ことのないように、子どもの健康が守れるよう

な形で取り組んでまいりたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） ６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君） 再質問をする前に、多

分、教育長は今、日焼けクリームと言いました

が、日焼けどめクリームですよね。多分、間違

いやと思いますので、訂正を、もしできればし

ていただきたいと思いますが。 

 教育委員会としての紫外線対策については、

かなり詳しく説明をしていただきました。ただ、

認識として、やっぱり市民に、いかにして知ら

していくかということも大事やと思いますので、

その点にも努力していただければと思って、教

育長への質問は終わりにしたいと思います。 

 市長に対して、再質問をさせていただきます。 

 「すくも夢いっぱい会」に対する取り組みで
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すが、市長も、今のままではいけないと。将来

的には、事務局は自前でもってほしいというお

話をしておりますが、現在、楠山地区で言えば、

あけぼの会とか、栄喜地区で、女性でつくって

おります栄喜っ娘ひめ市ですか、という団体で

あったりとか、玄関ロビーに、再々と写真は変

わっておりますが、宿毛ふるさと記録保存会と

か、ほかにも上げれば多々あるとは思うんです

が、いろんな自主的な団体があるわけですよ。 

 そういうところとも比べると、いくら立ち上

げて間もないとは言っても、やはり基本的には、

事務局は自分ところで持つと。その団体を、市

としてどういう形でバックアップフォローをし

ていくかというのが、今、夢いっぱい会に、市

民が求められているというか、市民に市長の言

う認知される、認めてもらえれることじゃない

かなというふうに考えるわけですが、その部分

について、市長の見解をお聞きしたいと思いま

す。 

 また、今、聞きましたように、１１０名をち

ょっと超すぐらいの人数になっているというこ

とを聞いてますが、なかなか大きな団体になる

と、全体で一緒に何かをしようというのは無理

やと思うんですよ。その点でいえば、各部会が

中心で、実際、動いているとは思うんですが、

部会ごとで活動をすると。年に１回ぐらい、全

体が集まって自己評価をしながら、みんなの意

見も聞くというような、協議会的な動きになる

のが本当じゃないかと思うんですが、その点に

ついての、市長のご見解もお聞きをいたします。 

 次に、ＳＷＡＮテレビのことについてですが、

この問題については、僕、３月にも多分、聞い

たと思いますし、昨年の９月にも聞いたと思う

んですが、２，４００という数字、これはもう、

去年の９月ぐらいの時点で上がってきた数字じ

ゃないかと思うんですが、あんまりふえてない

と。ボーナスキャンペーンとか、空タップのと

ころに対するキャンペーンとか、いろいろとう

っているわりには、ふえてないなというふうに

感じるわけですが、６月ぐらいが総会にもなる

とは思っているんですが、市として、本当にこ

れで大丈夫なのかなと。せっかく、皆さんのご

理解のもとに立ち上げて、ここまでやってきた、

この議会も１年余りになるんですか、放送し始

めて、自分たちの活動というのも、市民に公表

できる場もできたというふうに喜んでいるわけ

ですが、これがこのまま営業できなくなると、

こういうこともできなくなるというふうに思う

んですよ。 

 その点でいえば、３，７００件まで持ってい

くというと、あとまだ１，３００件あるわけで

すよね。そういうことを考えると、今までのよ

うな形でやっていたら、いつまでたってもでき

んがじゃないかというふうに考えるわけですが、

その部分で、市長の方として答えれることがあ

れば、お聞きいたします。 

 それと、次に四万十市にですが、これはＳＷ

ＡＮ単独で、多分、引く、幹線じゃないかと思

うんですが、そういう余裕が、今、ＳＷＡＮテ

レビの方にあるのか。どういう資金計画で引こ

うとしているのか。 

 中村市、旧中村市ですが、旧中村市の方とは、

事前に打ち合わせもしていたというような話も、

市長の方からありましたが、現在の四万十市の

方からの行政的な支援は得られるのかどうか。

そこらあたりも、どのような形で進んでいるの

か。 

 それと、３００件を目標にしているという答

弁でしたが、３００件が入った形で、その幹線

の採算というか、は取れるのかどうかいうのも、

妙に僕にはわからないわけですが、実際、あこ、

具同まで引くのに幾らかかって、３００件入る

と、多分、ひと月の受信料は、同じでいくとテ

レビだけで２，８００円、引き込みの加入料込
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みで、キャンペーンやると５万前後で多分、１

件引き込みが完了するんじゃないかと思います

が、加入料については、転出とかいうときには、

お返ししないといけない部分もありますので、

積立金のような形で入るというふうに認識して

いるわけですが、ＳＷＡＮが健全な経営をでき

るためにも、しっかりとした検証をしながらい

かないと、先々は市民の方に返ってくるという

部分もありますので、そこのあたり、もう一度

ご答弁をお願いいたします。 

 し尿処理場の改修についてですが、この海洋

投棄については、私はもう２年間、全体的に海

洋投棄するのかという認識でいたわけですが、

４カ月程度ということですので、１９年度から

は海洋投棄ができなくなるという説明も、今ま

でも受けてましたので、海洋投棄でよしだと思

うわけですが。 

 １点だけ、使用料について、今まで、質問の

中に、今まで検討したことがなかったのかとい

うことを聞いたわけですが、その点について、

今から検討していきたいということですので、

今までは検討してなかったのかということ、１

点だけお聞きして、１回目の再質問を終わりま

す。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 寺田議員の再質問にお

答えします。 

 紫外線対策について、市民にも周知すべきだ

という話もございましたので、これは、私ども

でも広報等通じまして、また対策を練らしてい

ただきたいと思います。 

 それから、夢いっぱい会の件で、いろいろ他

の団体等のことの比較ということで、ご指摘、

ご提案もございました。 

 これは、新しい形、いわゆる生産物、それか

ら宿毛市の今まで出していなかった特産物を開

発したり、そしてまた、新たに食の安全という

ものを、それから食の環境整備というふうなこ

とも、新たなことが入っております。 

 こういう宿毛からよいものを産出、そしてま

た出荷していこうというふうな、新たな取り組

みでございますので、この、もう半年もたって

という話もございますかもしれませんが、ぜひ、

いろんな部会もあります。大勢が一遍に集まっ

て、なんだかんだするということは、なかなか

物事が決まりません。これはもう、ご指摘のと

おりでございまして、そういった形での部会を

構成しながら、部会の役員の方々が、月に１回

話し合いをしながら、よいものを出していこう

というふうなことに取り組んでおるわけでござ

いますので、ぜひご理解をお願いしまして、ぜ

ひ温かく見守って、これを市民運動として育て

ていってあげたい。 

 今ある団体の方々、例えば生産物を売ってお

られる方々につきましても、ぜひ、また手を組

んで、一緒にやっていただければいいんじゃな

いかなというふうなことも思います。 

 全員が動くのは無理ということで、協議会方

式で別々で立ち上げて、これはまた、それぞれ

の部会が大きくなりましたら、そういう形も必

要ではないかなということも思いますので、そ

ういうことで夢いっぱい、温かく育てていって

あげたいなという気持ちでおります。 

 それから、ＳＷＡＮの加入率の問題ですけど、

一応、私自身も寺田議員のおっしゃるようなこ

とは、重々認識はしておるわけでございますが、

なかなか加入率が達成できないというのが現実

の問題でございますが、ただ、ＳＷＡＮテレビ

の会社の方としまして、月々の目標を立てまし

て、この目標については、近づいているという

ことでございます。 

 もう少し時間が要るのかなと思いますが、私

どもも取締役会等出ましたときには、ＳＷＡＮ

テレビの方からも、いろんな話も聞きまして、
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ぜひ、これは早く達成しなきゃいけないという

ふうなことでのお願いといったらおかしいんで

すけど、そういうことにしないと、会社そのも

のが破綻していくんじゃないかということでご

ざいます。 

 せっかくできたＳＷＡＮテレビ、ケーブルテ

レビ会社でございます。これから２０１０年に

向かって、地上デジタル、せっかくこういうＳ

ＷＡＮテレビが必要となってくる状況になって

くるわけですから、このＳＷＡＮテレビの加入

率をふやしていくことが、まず大切なことだと

いうふうに思っておるわけでございます。 

 そしてまた、四万十市への具同への進出でご

ざいます。これにつきましても、我々、最初に

話がありましたときにも、例えば、宿毛で始め

るときに、いっぱい入ってくれていない、加入

率が今、悪い状況でございます。そういったこ

とを踏まえて、これは具同に進出するんであれ

ば、その具同の方々に十分説明して、まず具同

の方々がどれぐらい入っていただけるかという

リサーチをしなきゃいけない。そして、その確

約をいただいてから、具同に進出すべきである

というふうなことも、発言もさせていただいて

おります。 

 そういったことで、旧中村市に、先ほど申し

ましたように、幹部の方が出向いて、お話もし

て、当面、具同に進出して、必要な加入者を、

経費に見合う加入者をふやすということになっ

ております。 

 この具同につきましては、先ほど、当初、３

００がキャンペーン対象ということでございま

して、経営安定には５００なり必要だというふ

うに聞いております。そういうことで、５００

だけでも、これはだめなもんですから、５００

入ったからといって満足しちゃいけないという

ことで、まず、その５００以上入っていただく。 

 全戸入っていただくぐらいな気持ちで取り組

んでおるということでございますので、また、

ご支援も願いたいなというふうに思っているわ

けでございます。 

 それから、し尿処理場の使用料の今までの検

討でございます。実は、私、なってから１年半

になりますが、この中での検討事項は、まだご

ざいませんが、事務的に聞きましたら、これは

合併の協議始まったときから、これは幡西衛生

処理組合でございますので、この時期に合併に

なった場合には、どうしていこうという話し合

いは、ずっと格差がございますので、していた

ようでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君） ＳＷＡＮテレビのこと

について、再質問をいたします。 

 先ほど聞いたわけですが、答弁がなかったん

で、ひょっとしてわかってないのかなと思いな

がら聞いていたわけですが。 

 旧中村市、四万十市からの行政的な支援は、

話としてあるのかないのかという部分と、もう

１点、これは先ほど、私の方が聞いてなかった

んで。３００件の加入キャンペーンをやるとい

うことのようですが、宿毛市でオープン当初に

も、いろんなキャンペーンを打ったことは認識

しています。それでも、軒下までの１万５，０

００円を無料にするというキャンペーンは、多

分、打ってなかったというように記憶している

わけですが、間違っていたら、また訂正してい

ただきたいと思いますが。 

 それほどまでにして、とらんといかんのか。

３００件を１万５，０００円掛けますと、４，

５００万ですか。４５０万ですかね、４５０万

ですね。４５０万の減免をするという形になる

わけですが、それをしてとらんととれんがやっ

たら、なかなか５００件とか、いう部分がとれ

ないんじゃないかというような気がするわけで
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すが、大体、光ファイバーの本線、幹線を引く

のに、僕の今まで聞いた話によると、１メート

ル当たり１万近くかかると思っているんですが、

それを引くと、中村まで、山田から引いても１

０何キロあるわけですから、１億５，０００万

ぐらいかかるわけですか。資金計画が聞けてな

いので、よくわかりませんが、それくらいの金

額を投資して、なかなか難しいと思うんですが、

その点、市長の答弁を求めます。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 寺田議員の再々質問に

お答えします。 

 失礼いたしました。先ほど、四万十市からの

行政支援の話でございますが、この旧中村市で

お話したときには、まだ行政支援、これをする

という具体的なものはないそうでございますの

で、お話だけは、一応、持っていっていると。 

 宿毛市並みに、固定資産税の減免であるとか、

そういう方法もあろうかと思いますが、そうい

うことを、一応はお話は出しているようでござ

いますが、今のところ、まだはっきりした確約

はないということでございます。 

 それから、これは中村、旧中村市とのお話の

中で、防災施設を計画する上で、ケーブルテレ

ビは計画から外せないというふうな感想を言わ

れていると、いうふうな状況でございます。 

 それから、具同への進出のための事業費が１

億３，７００万で、うち工事費が１億７００万

というふうな状況になっておりまして、先ほど、

私、申し上げましたように、５００は必ずとり

たいと。それで、今は仮加入が１５０あるそう

でございまして、これは、事前にやはり、工事

にかかる前に、各家庭に説明した上で、加入を、

促進をまず確約していただくということをきち

んとしなきゃいけないというふうに思っておる

わけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君） 企業として、営業努力

をして、加入をふやしていくというのは当然で

ございますし、どんどんやって、加入をふやし

て、市民のために、またＳＷＡＮテレビがいろ

いろと貢献していただけるという期待をしなが

ら、２０１１年に地上波デジタルになったとき

に、放送する放送局がなかったということのな

いように、努力していただくことをお願いして、

一般質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） ８番、通告の順序に従

いまして、一般質問をいたします。 

 まず、１番目は、フェリーの支援策について、

市長にお伺いをいたします。 

 昨日も、同僚議員の中から質問もございまし

たが、高知大阪特急フェリーが、４１億円の赤

字を抱えて、倒産をいたしました。また、宮

崎・高知・川崎の航路を持っておりましたマリ

ンエキスプレスも、大変な赤字がかさむという

ことで、６月をもって休止になりました。 

 マリンエキスプレス、私も友人がおりまして、

ちょっと聞いたところですが、大変大きな船で、

エンジンが４万６，２００馬力ということで、

ドラム缶１本の燃料が、２分間で消えるそうで

ございますから、川崎あたりに行きますと、１

８時間かかりますので、ざっと計算しても１キ

ロリットル３万五、六千円の相場で、４００万

も片道にかかるそうでございますから、なかな

か海上交通は難しいなと実感をしておりますが、

本県の海上交通網は、高知大阪、そしてマリン

エキスプレス、この両方の休止によりまして、

かつてない危機に直面をしておると思っており

ます。 

 本市と佐伯との航路も、再開に当たりまして

は、大変な紆余曲折がありましたが、幸運にも、

宿毛フェリー株式会社が、英断を持って引き継
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いでいただけまして、大変、うれしく思ったと

ころでございます。その後、我々も政務調査の

とき、１回、利用いたしましたが、そうたびた

びも利用できませんので、その経営内容につい

て、心配はしておりましたが、先日のプレス発

表によりますと、まずは順調な船出と、見出し

がありましたので、一安心をしたところでござ

いますが、この景気の低迷や、１０カ月間の運

航停止等を勘案して、当社が業績の見通しを厳

しく計画をしておりましたので、思いのほか、

好調とおっしゃっているのであって、３カ月間

の実績では、１，０００万近い赤字を計上して

おりますから、なお一層の支援を必要としてお

ると思っております。 

 市長は、新春のあいさつで、この航路は海の

国道と認識をして、観光や産業振興のために、

大切に支援をしていきたいと、抱負を述べられ

ておりますが、誘致に当たっては、当時、いろ

いろな支援を、この会社に約束をしてまいりま

したが、その中に、県は当初、４億円という枠

の中の２億円を負担をするということで、枠を

決めまして、運航再開に当たって、いろんな取

り決めをしましたが、その運航後は、財政的な

支援はしないけれども、側面的に、例えば観光

ピーアールであるとか、トラックの確保である

とか、モーダルであるとか、いろんな支援策を

行うと言っておりましたが、この間、それはど

うなっておるかということと、また、民間組織

においても、商工会を中心に、たしか商工会頭

が、数千万円の数字まで表明して、資金を集め

るんだという熱意がございましたが、その動き

は、その後、どうなっておるのか。 

 それから、幡多の関係市町村は、当初、乗り

出しのときには、一定の支援もしていただきま

した。がしかし、運航後は、一切、金銭的な支

援はしませんよということでございますが、こ

のフェリーの会社の事業内容を見ますと、大変、

観光の方にも寄与されて、四万十とか、足摺方

面のお客さんも、相当、運んでおるように思い

ますが、物心両面の支援を、もう一度お願いを

すべきではないかと思いますが、その点に対す

る、市長の考えもお聞きをいたしたいと思いま

す。 

 それから、この報道による８５０万円の赤字

決算であったということは、企業にとっては、

大変なことであろうかと思うんですが、市長は、

この赤字決算というものの現状は、今、どのよ

うに受けとめられておるのか。それに基づいて、

今後、非常に原油高でもございますし、今、厳

しく経営を、人件費なんかを抑えてやっており

ますから、これからも非常に厳しい経営になろ

うかと思いますけれども、宿毛市の今までの支

援と、今後、どのような支援をしていかれるか、

そのことについて、まずお聞かせを願いたいと

思います。 

 それから、２番目は、自立と新たな合併につ

いてという表題にしておりますが、ここ数年間、

まさに嵐のように、平成大合併騒動が日本国中

を吹き荒れましたが、西高東低で推移する中に、

市町村の数も全体で４割減の１，８２２に再編

をされて、およそ峠を越えました。 

 隣の愛媛県は、減少率全国２位の７０パーセ

ントを達成し、村はすべて姿を消しました。７

０が２０になりましたが、それに引きかえまし

て、高知県は非常に弱小な自治体、とりわけ中

山間地域を多く抱えているにもかかわらず、２

０パーセントにとどまりました。特例債という

活用ひとつ比べても、歴然たる財政格差が生ま

れたと思っております。 

 本市と大月町、三原村の三者の合併は、平成

１４年７月に合併協議会を立ち上げましたとき、

県内では最も最初に調印をされるであろうとい

う、モデルになるであろうという期待を込めら

れておったと思いますが、住民投票の結果、白
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紙になりました。 

 １７年３月に、宿毛と大月で、再度、合併協

を立ち上げて、調印にまでこぎつけながら、町

議会での否決という形で、これも水泡に帰した

わけでございます。 

 私は、この失敗がどちらが悪かったのかとい

うことを、ここで申し上げるつもりはございま

せんが、当市の文教センターで、市長と町長、

それに両議会議長が、大の大人が手に手をあわ

せて、４つの手を重ねて、高らかに合併宣言を

しておきながら、これが無になったということ

は、現状、何をかいわんやという思いがありま

す。 

 明智光秀の三日天下、あるいは三日坊主とい

うような言い方もございますけれども、わずか

２日と半日でこの問題が反故になったことは、

どちらがいい、悪いでなく、最も信義にもとる

ことではないかと。行政の信頼というのは、ど

こにあるのかという思いもいたしますし、また、

合併が成就できなかったことにつきましては、

私も議員の一人として、住民の皆様に深くおわ

びを申し上げたいと思います。 

 このような流れから、本市としては、当面、

単独自立ということでゆかなくてはなりません

が、三位一体改革の中身によっては、ますます

財政的に厳しくなってくると考えられます。 

 いろいろ、合併しない場合はどのようなこと

になるかというシミュレーションも、市民にも

いろんな説明会をもって、市長も率先して行っ

ておりましたが、まさしくその結果が出て、そ

のようになりましたので、再度、今後の自立に

向けた各施策について、現状のお考えをお伺い

いたします。 

 次に、新たな市町村合併についてでございま

すが、０５年４月１日、３月３１日の翌日から、

既に５年間の時限法で、新法がスタートをした

と聞いております。 

 旧法は、手厚い財政措置を講じる合併支援法

ということでございますが、新法は、この大掛

かりな財政措置をせずに、国がある一定の基本

指針を出し、それが、知事が受けて、合併協議

会設置のあっせんや、勧告をする権利が付与さ

れておると書かれておりますが、仮に、知事が

近隣の市町村に、再度、合併協の設置を勧告し

た場合、市長は、どのように対応するのかをお

伺いをいたします。 

 ３番目に、教育長に、まずお伺いをいたしま

すが、大変な少子高齢化で、宿毛市の学童児童

も減りました。いつのことかははっきりわかり

ませんが、数十年前には、４，０００食かそこ

ら、給食センターでもつくっておったと思いま

すが、今、聞きますと、大体、２，１００名前

後ですか、こういう減少化が進む中で、国の方

も、小学校の一、二年生とかは３０人学級、ま

た、中学校の４０人学級も見直しをかけるとい

う、数の高いところではやっておりますけれど

も、現状、学校規模の適正な規模について、教

育長はどのようにお考えになっておるのかとい

うことを、まずお聞きをいたします。 

 それから、現在、篠山小中学校の改築工事計

画が進められておると聞いておりますが、その

工事の概要について、まずご説明を願います。 

 同時に、今後の同小中学校の児童生徒数の推

移についても、五、六年でもよろしいですが、

お答えを願いたいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 宮本議員のご質問にお

答えいたします。 

 まず、フェリーへの全体的な支援策というこ

とでございますが、昨年、航路を再開していた

だきました宿毛フェリー株式会社に対しまして

は、本当に我々、心から感謝を申し上げたいと

いうところでございまして、私どもも、先ほど、
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宮本議員がおっしゃってくださいましたように、

この宿毛佐伯航路につきましては、我々にとっ

ては、海の国道だというふうな認識もあったし、

またずっと、その面で持っておりまして、国の

地方整備局の方にも、そういったこともうった

えてまいっている状況ではございますが、なか

なか具体的な、国道としての支援策というもの

が、まだ見つかっていない状況でございます。 

 何点か、その支援策について、ご質問がござ

いましたのでお答えをさせていただきます。 

 県の側面的な支援でございますが、これは、

ただいまでは可動橋の使用料、それから係船料

の減免が、まず大きなものでございます。 

 そしてまた、これに加えまして、海上輸送推

進事業、これ、別名、カタカナでモーダルシフ

ト事業というものがなされております。 

 これ、可動橋の使用料と係船料は、ともに２

分の１という減免措置をしていただいておりま

すが、このモーダルシフト事業でございますが、

これ、この目的がエネルギーの節約とか、環境

負荷の低減、それからトラック運転手の不足解

消の一助や、夜間長距離運転業務の削減による

交通事故の防止。それから、高速道路等の渋滞

緩和ということといった効果を求めまして、発

着の県の、今、最終的には、今のところ、見通

しが、宿毛佐伯フェリーだけになってしまいそ

うでございますが、県発着のフェリー利用に展

開しまして、貨物輸送をした場合に、県が認め

たトラック運送事業者に対しまして、半期ごと

に一定の助成を行うということでございまして、

宿毛佐伯航路の補助額が、１台あたりで４，０

００円でございます。他の航路におきましては、

前年度から増加した台数のみが補助対象という

ことでございますが、宿毛佐伯航路につきまし

ては、再開後１年間に限り、全台数が補助対象

というふうになっておりまして、１６年度の実

績額、これは１２月からでございますが、３月

までが７１９台で、約２８７万円という補助を

いただいております。 

 この事業につきましては、今年度、平成１７

年度も３，５５９万４，０００円が、県におい

て予算化をされております。 

 そして、また、民間組織からの資金援助と申

しますか、援助でございますが、幡多の地域の

商工会議所等で設置しております高知西南地域

活性化推進協議会というものがございまして、

７月２８日に開催予定でございますが、これに

現状報告をしまして、今後の取り組みを協議す

るということで、全体額で約４，０００万程度、

ここで調達しようというふうなことが、話し合

われているように聞いております。 

 それから、宿毛市といたしましては、一応、

側面でございますが、観光センターの一部を無

料で、会社の方に貸与しております。 

 それから、次に、１６年度の決算に対する評

価でございますが、宿毛フェリーが１６年の１

０月に作成しまして、５カ年計画を出しており

ます。この計画によりますと、経常損益が、計

画書では１年間で５，０００万円というふうな

損失ということで計上しておりますが、今回の

決算を１年間に換算しますと、約３，０００万

の損失というふうになりまして、実績が３カ月

半でありますので、単純比較はできないとは思

いますけれども、会社としては、大いに健闘し

ているんではないかなというふうに、私自身評

価をしているところでございます。 

 それから、宿毛市以外の市町村への支援要請

でございますが、今のところ、これは豪華客船

の寄港時に、観光協会に交付しています補助金

を、今年度、宿毛市と土佐清水市に対して、幡

多の広域市町村が、これ１回だけでございます

が、負担をするということになっております。 

 こういったことで、観光とか地域産業に対す

る経済効果を、幡多広域として認知する傾向に
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なってきたということでございますので、宮本

議員ご提案のフェリーに対する支援につきまし

ても、幡多広域市町村圏事務組合において、ま

た提案もしてまいりたいと、このように考えて

おります。 

 また、どうしても計画に対しまして、少ない

損失と言いながらも、先ほど、宮本議員からも

原油の高騰によりまして、非常に燃料費が計画

時より高くなっております。そういうことを考

えたときに、これは厳しい経営状況に、ますま

すなるというふうな認識を持っとかなきゃいけ

ないということで、宿毛市としましては、今年

度を初年度としまして、３年間に限り、単年度

で２，０００万円を上限とした補助をしていこ

うじゃないかというふうに予定しております。 

 対象となる経費などにつきましては、また今

後、会社とも協議していかなきゃいけないのか

なというふうに思っておるところでございます。 

 それから、合併の件でございますが、残念な

がら、合併、宮本議員おっしゃいますように、

本当に皆さんのご努力にもかかわらず、議員の

皆様方全会一致でご協力をしていただいたわけ

でございますが、結果的には単独自立を余儀な

くされたということになったわけでございます。 

 現在、三位一体改革と申しまして、補助金の

削減であるとか、これに伴う税源移譲、それか

ら地方交付税の削減等により、大変厳しい状況

になってくるのは目に見えているということで

ございます。 

 １６年度の決算におきましても、財政調整基

金を３億円取り崩しての決算を上げたような状

況でございます。本市を取り巻く行財政状況に

つきましては、本当に厳しい状況でございます。

年度当初予算におきましては、議会もみずから

行政視察をとりやめて、経費の削減に協力をし

ていただきました。また、執行部としましても、

特別職の給与の減額であるとか、職員の諸手当

の廃止であるとか、見直し等を行いました。 

 このような状況の中で、市役所の内部組織と

しまして、助役を会長としまして、財政健全化

計画策定委員会というものを立ち上げて、財政

シミュレーションの作成であるとか、健全化計

画等について協議を重ねておる状況でございま

す。 

 この内容といたしましては、当然、行政改革

大綱に基づく実施計画の実現を基本に、各種使

用料等の滞納者に対する法的手続等の強化とい

うこと、そして収納率の向上を図るということ

と、遊休土地もございます。こういったものの

売却等により、歳入の確保というものも、努め

なきゃいけないんじゃないかと。 

 また一方、経費の削減につきましても、事務

事業の効率化というものを、一段と進めなきゃ

いけない。そして、今まで当たり前のように行

っていたものにつきましても、再度、見直しを

図りまして、アウトソーシングできるものにつ

きましては、できるだけ民間等に委託をお願い

をしたいと、このようにも考えておるわけでご

ざいます。 

 今回、議会にもご提案させていただいており

ます「椰子」などの指定管理者制度につきまし

ても、これから積極的に導入をしてまいりたい

と、このように考えております。 

 というふうに、今後はこれまで以上に行財政

改革を行わなきゃいけないというふうに考えて

おるところでございます。 

 また、本市の行政改革大綱も、１８年度が期

限になっておりますが、これを前倒しを行いま

して、１７年度から見直しに着手しまして、総

務省の事務次官通知で１７年度中に行政改革を

進めるための集中改革プランというものを策定

して、公表しなきゃならないというふうになっ

ておりますので、行財政改革大綱と整合をとり

ながら、策定をしまして、経費の節減、財政の
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効率化というものを図ってまいりたいと思って

おります。 

 それから、２点目の新たな合併でございます

が、新法におきまして、都道府県は自主的な市

町村の合併の推進に関する構想を作成するとと

もに、当該構想に基づきまして、合併協議会設

置勧告、それから合併協議会にかかるあっせん

及び調定、合併協議会推進勧告等の措置を講ず

ることができるというふうなことになっており

まして、従来にもまして、県が重要な役割を果

たすというふうになっております。 

 こうした中で、高知県が今後、今までの取り

組み、今までの枠組みでございますが、それか

ら新たな枠組みでの勧告等をどういうふうに行

うのか、どういった時期にやるのか、そういっ

たものが、まだ定かではございません。 

 先日も、実は県の合併の推進室にも、室長と

もお会いしまして話したわけですが、まだそう

いったところが全然白紙の状態ですということ

でございました。 

 いずれにしましても、宿毛市民が、安全で安

心して住めるまちづくりができるような合併じ

ゃなきゃならないというふうに、私自身考えて

おります。そのときには当然ながら、議会とも

協議をさせていただきまして、宿毛市としまし

て、いろんな選択肢も考えられますので、宿毛

市の発展につながるような合併に向けて、議会

と協力をお願い申し上げて進んでまいりたいと、

このように思っております。 

 学校の方につきましては、一部、教育長の方

からいたさせます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 教育長、８番議員、

宮本議員のご質問にお答えをいたします。 

 学校の適正規模について、まずお答えをした

いと思います。 

 高知県小中学校適正規模検討委員会による報

告書によりますと、子どもたちの教育効果の観

点から、１学級２０人から２５人程度が望まし

い。また、学校経営上の観点から、学級数につ

きましては、小学校では、最低１２学級程度、

中学校６学級程度が必要であると書かれており

ます。 

 この規模を参考に、宿毛市内の学校を上げま

すと、小学校１１校の中で２校、宿毛小学校と

咸陽小学校が、それから中学校は６校の中で２

校、宿毛中学校、片島中学校が該当するかと思

います。 

 現在、宿毛市のおかれておる実情から考えま

すと、大変厳しいものといわざるを得ません。 

 次に、篠山小中学校の改築工事について、お

答えをしたいと思います。 

 篠山小中学校の建設、管理運営につきまして

は、愛南町教育委員会内に事務局があります。

篠山小中学校組合で行っております。 

 篠山小中学校の施設でありますが、小学校に

つきましては、昭和４４年度建設、鉄筋コンク

リートづくり平屋建てで、３５年が経過し、外

壁の至るところに亀裂が生じ、危険な状態とな

っております。 

 また、中学校の校舎につきましては、昭和３

９年度、増改築工事を行った木造２階建てであ

りますが、その後４０年が経過し、耐用年数を

はるかに超え、シロアリ被害による危険な状況

となっております。 

 このような状況を解消するため、小中一貫教

育を掲げ、平成１８年度中の改築に向けて、平

成１６年度に基本設計委託を行い、現在、事務

処理を行っております。 

 今後のスケジュールとしましては、基本設計

図面による木造平屋建て建築面積２，５４１平

方メートル、概算工事費９億１，８００万円の

内訳書に基づき、８月ごろ、愛媛県教育委員会

のヒアリングを受け、１０月ごろに改築工事に
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かかる実施設計業務委託入札を行い、来年３月、

成果品の受け取りを予定しています。 

 そして、平成１８年８月ごろ、工事着工年度

内に完成を目指しております。 

 続きまして、概算工事費９億１，８００万円

の内訳でありますが、財源については、国庫負

担金１億８，９００万円、起債１億６，５６０

万円、一般財源は、宿毛市、愛南町の均等割負

担となっておりますので、２億８，１７０万円

程度を、それぞれ見込んでおります。 

 工事費につきましては、小中学校校舎工事費

６億８，９４３万円、施設特別教室改造費９８

７万円、プール工事費９，６６０万円、屋外附

帯工事費４，８３０万円、合併浄化槽工事費三

百１５０万円、敷地造成工事費１，４０７万円、

仮設校舎設置費３，７８０万円、旧校舎解体費

１，８７８万円となっております。 

 また、今後の校区児童生徒数の推移について

でございますが、小中学校の合計数で申します

と、平成１８年度が５０名、１９年度が４３名、

２０年度が３７名、２１年度が３３名、２２年

度が３５名、２３年度が４１名の想定となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） 再質問をいたします。 

 まず、市長に、フェリーの件でお伺いをしま

すが、いろいろ県の方は、モーダルシフトの方

は、１年間全台数で行うというようなこと、ま

た、民間の方も、４，０００万は大筋で構えよ

うという努力をされておること。 

 もろもろ、支援の内容についてはわかりまし

たけれども、私は、この原油高で、会社の方は

５，０００万円ぐらいの損失見込みが２，００

０万円ぐらい減額になって、３，０００万ぐら

いで済むのではないかと、大変努力をなさって

くれておりますけれども、非常な高値になって

おりますから、これ以上のものが、実際、出る

んじゃないかという心配をしております。 

 それと、この黒字経営にもしならなかった場

合は、やっぱりフェリー会社は当然、黒字を出

さなければ、いつまでも、いろんな支援がある

かといっても、やっていけなくなるわけですか

ら、そのことを考えますと、一日も早く、黒字

になるためのもろもろの支援を、強力に進めな

ければ、短期間でどんなに努力してもできなか

ったという結果も出るんではないかという心配

もしております。 

 それから、新聞の中でも、５月の連休等に積

み残しがあったという、非常にお客さんが多か

ったというようなことも報道されておりますけ

れども、船の能力が９９９トンですから、非常

に小さいわけですね。それで、もう少しふとい、

大きな船であれば、積み残しがないように積め

たんでしょうが、経営からいえば、ある一定、

稼ぐときに稼いでおかないと、トータルでいく

と乗らない日もございますから、やっぱりそう

いう面では、今の１隻運航で、非常に人件費を

抑えて努力されておるのは感謝をするんですが、

やっぱり、当時、県は、市もですね、２杯運航

を基準として、支援の枠組みをいたしましたが、

この２杯運航でやれば、１隻でやるよりも、経

営的には多分、今の状態では苦しくなるんじゃ

ないかと思うんですね。それが、数字の上で、

２隻運航と対比したら、バスや旅客や乗用車は、

約７割ぐらいお客さんが乗っておると。非常に

密度が濃くなっておるんですが。 

 ２杯にすれば、当然また、すきも出るわけで

すから、長期的に見れば、現在、１杯でこの、

非常に人件費も抑えて、原油高の中、頑張って

おられますけれども、１杯でやっておると、ど

うしても船のキャパが少ないわけですから、稼

ぐときに稼げないと。 

 そうしますと、船も実際、古いですし、総額
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３億円ぐらいかけて、そのうち２億ぐらい修繕

に使って、準備万端でいってますけども、将来

的に見たら、この県が債務負担もしていただい

ておるものと、幡多広域で出す残りの分ですね、

これが実際、２杯にならないと出ないという仕

組みになっておりますけれども、このあたりは、

もう少し、同じ税金を使うんであれば、２杯目

に出して失敗するよりも、現状の船を買いかえ

るときにでも、これは使っていいですよという

ふうなことにならないかどうか。 

 いろんな支援をしながらやっても、会社の方

も補助金をいただいてやっておるんであるから、

失敗は許されないというような、非常にありが

たいコメントもしてもらっておりますけれども、

海洋交通網、大変厳しいわけですから、そのよ

うなことができないものかどうか、このあたり

をお伺いをいたしたいと思います。 

 それから、幡多の方の、ほかの宿毛市外の市

町村でも、今、市長の答弁で大型客船の入港に

よる観光効果も、非常に認めていただくように

なったということで、このフェリーについても、

いろんな意味で支援を、再度、強くお願いをす

るということですから、ぜひとも頑張っていた

だきたいと思っております。 

 それから、ちょっと、きょうの新聞で、これ

も私、フェリーも当然、当初、誘致するときに

は第３セクターぐらいでやるしかないんじゃな

いかと。厳しいなという思いがしました。 

 でも、第３セクターというのは、見直しをか

けられておりますので、それは当然、無理なん

ですが、今、くろしお鉄道は、第３セクターで

運営をしておりますけれども、きょうの日経新

聞を見ますと、海上交通の高知大阪特急フェリ

ーは、何とか確保すると、知事のコメントがあ

りましたが、その中に、土佐くろしお鉄道を上

下分離方式でやってはどうかという方針が、突

然出ておりましたが、このことは、交通体系非

常に問題がありますから、市長にあえてお聞き

したいんですが、こういうプレス発表があった

んですが、この上下分離方式という、くろ鉄の

基本の計画を見直すというのは、これは市長に

は、事前に話があったのでしょうか。 

 くろしお鉄道も５年間で６億円ですか、基金

を積み立てて、県が３億、残りを関係市町村が

見るということで、しかも１億２，０００万を

積み立てて、基金として使っても、０５年度、

本年３，８００万円の赤字が出るというのも、

新聞で出ておりましたし、上下分離をしても、

第３セクターでやっておるんですから、上の方

からも、赤字も出ておりますし、また、下の方、

線路や駅舎を、宿毛市の分に仮になったとして

も、実際にこれ、総合的なメリットが出るとお

思いでしょうか。そのあたりも、答弁をお願い

します。 

 フェリーの件では、大体支援体制はわかりま

したので、より強力に、黒字経営になるために、

県そして幡多の自治体、それから民間の約束、

それともう１つは、当時、盛んに言われておっ

た九州側の支援、これも全く耳に入ってきませ

んので、そのこともあわせて、市長に努力もし

ていただきたいし、議会もそれなりに努力をし

てまいりたいと思っております。 

 フェリーの件につきましては、この県と市が

組んできた４億の枠組みの中からの支援に、柔

軟性が持てないのかということと、また、くろ

鉄の問題も、市長にご意見があればお聞かせく

ださい。 

 それから、自立と、新たな合併ですが、自立

については、助役を会長にした財政の健全化計

画策定審議会を立ち上げるということで、助役

に期待もするところでありますけれども、経費

の節約その他は、もう当然、これはしてまいら

なきゃなりませんし、その中で、今、答弁を聞

いて、アウトソーシングですか、それと指定管
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理者制度の導入は、今議会にも条例案が出てお

りますが、これは、たくさん、今まで財団とか

公社で運営しておるものがありますけれども、

実際に指定管理者に任せる該当事業というのは、

非常に少ないと思うんですね。 

 「椰子」であるとか、ほかに二、三件出てお

りますけれども、民間がやってもどうしようも

ないものもございますし、見直しをかけるとき

に、それはもうやめるのか、それともやるのか

という抜本的な考え方も必要になるんじゃない

かと思います。 

 それから、アウトソーシングですが、業務の

民間委託、これは国も県も当然、今回の行革の

中で進めておることですが、このアウトソーシ

ングも、積極的にやると言われましたが、１つ、

この中には行革大綱の中でも、何回か言われて

おります清掃公社、それから給食センター、こ

ういうところを、集中プランを立てるんでしょ

うけれども、総務省の集中プラン策定をしなき

ゃいかんということですから。 

 これはあれですかね、市民に公表すると理解

してよろしいですかね。となりますと、こうい

う中に、年度を決めて、何年までに何をやりま

すということに、当然なると思うんですが、今

いうアウトソーシングの清掃公社とか、給食セ

ンターというのは、この間、テレビでやってお

りましたが、大体、現在かかる経費の４７パー

セントぐらい、５０パーセントを切った金額で、

民間なら経営ができるというのが出ておりまし

たけれども、実際、５０パーセントを切るのか、

６掛け、７掛けでやれるのかは別としても、も

うある程度、期限を早急に切ってやらないと、

間に合わないとこまで財政が来ておるんじゃな

いかという心配もしますが、市長は、この辺は

どのようにお思いになっておるのか。 

 それから、保育所なんかも、非常に問題もあ

りますし、支所なんかの統合も、前々から言っ

ておりますので、できるだけ早く検討をしてい

ただきたいと思っております。 

 それから、新たな合併の件ですが、これは、

今、答弁聞きましたように、宿毛市が発展でき

るような道を、結果として選ぶと。議会にも協

議をしてまいりたいということですから、基本

的にはそうなると思うんですが、知事の方から

の枠組みなんかも、まだ、どのようになるかと

いうのは、具体的に出ておりませんし、合併室

の、県の合併室の方も、まだ具体的なことは言

えないということですから、当然、このように

なるというのは、言えないと思いますけれども、

現在、我々が抱えているこの当地方の問題とし

て、非常に高齢化が進む中でも、この大月町や

宿毛市や三原村、土佐清水。 

 平成２０３０年には、県の発表では５０パー

セントを超えるとこもあるんですね。それに、

この４つには、大きな産業もございませんし、

過疎化には、ますます拍車もかかっておると。 

 こういうような状態の中で、新たな合併の枠

組みで、また同じような枠組みを検討しなけれ

ばならなくなった場合に、非常に、やっていけ

るのかなと。 

 以前は、旧法では、合併支援法ですから、大

変大きな、財政的な措置があったわけですが、

今回の新法では、まず、大掛かりな財政支援は

しませんよというようなことも言われておりま

すので、そういうときに、じゃあ宿毛市として

は、知事の勧告に対して、いや、それはいけま

せんよという拒否権はできるんでしょうか。そ

れとも、自分たちで、当然自治体ですから、主

権を持っておりますので、これはいけませんよ

というふうに言い切れるのかどうか。 

 そのあたりを、市長はどのように思っておら

れるか。 

 大体、今回の１，８２２に再編された中に、

およそ４８８の、全国に１万人未満の人員の町
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村が残っておりますが、私は、新法の合併は、

この六百数十あった市ではなくて、４８８の、

人口１万人未満の自治体を、いえば、どのよう

な枠組みで解消していくかということが、新法

の最も目指すところであると思いますけれども、

くっつけ方によられましたら、宿毛市にも相当、

影響があるわけですから、そのあたりを、現在、

宿毛市が平成１７年１月１日に財政の方を見ま

すと、大雑把にいって、一般会計で１４０億、

特別会計で８０億、総額２２０億の、平たく言

えば借金ですね、を抱えておりますし、市民１

人に割ると、実に９０万円を背負ってもらって

おりますが、国も７００兆円を超えて、国民に

１人６００万円というものを背負わせておりま

すけれども、この宿毛市と三原と大月とが、仮

に合併をすれば、仮に大月町が１００億、三原

が五、六十億、合計で、宿毛市と合わせて３８

０億持っておるとすれば、人口は３万２，００

０人で割ることになりますから、ちょっと試算

をしても、９０万円であった借金が１８０万円

ぐらいの、倍の借金を、市町村の自治体の子ど

もやおじいちゃんまで、おばあちゃんまで背負

わすことになりますが、そこで財政的な支援が

全く、大きなものがないと。交付税に少し、お

手盛りがある程度の合併を強いられるとすれば、

やっぱり宿毛市は宿毛市として、どこと組むの

がいいのかなということを、この５年間で考え

て、市長も言われるように、市民の生活が守れ

るような合併を目指すべきであろうと思います。 

 そのことについても、また市長のお考えを、

再度、お聞きをいたします。 

 それから、あとは、教育長にお伺いをします

が、今、適正規模とは、教育長はどのように考

えておられるのかということで、１学級に２０

人から２５人、それから学級数は、小学校で２

学級掛ける６として１２ですか。中学が６です

ね、これが適正なあれであろうというふうにお

答えをいただきました。 

 そこで、考えますと、宿毛市は、小学校で２

校、中学校で２校しか、それに当てはまる学校

がないということは、あとはそれ以下の児童数

の学校ということだと思いますが。 

 この篠山小中学校が改築、新築ですか、なる

ということで、教育長は、この適正規模という

ことを、学校統合も進められて、愛媛県の方も、

進んで学校統合をやっておりますわね。当然、

高知県もやっておりますわね。 

 子どもが切磋琢磨しながら学べる環境という

のは、どのくらいの規模であるかというのは、

ここの答えだと思うんですよ。それから考えま

すと、この学校統合を進めていながら、この適

正規模と考え合わせれば、この学校がいいのか

悪いのかということを１つ、答弁していただけ

ますか。 

 それから、市長にもお聞きをしたいんですが、

教育ですから、米百俵の精神もございますし、

金を惜しんではならんと思いますけんど、教育

効果とお金とは、当然、費用対効果で、イコー

ルでなきゃならんと思うんですが、教育は、長

いスパンで効果があらわれますから、すぐには

あらわれんことはわかりますけんど、現状、こ

の学校の推移、生徒数の推移なんかも聞きまし

たところ、わずか５年で７掛けぐらいになりま

すね。そうすると、小学校が現状、２２で、中

学校２８でしたかね。５０人というのは。 

 もっと、中学校の２８が出て、小学校が今、

２２で追っかけてくる子どもさんが少ないわけ

ですから、すぐに３０人ぐらいに、またなるん

じゃないかと思いますが、そうなると、その教

育環境を維持できる、子どもたちのためになる

ような環境を維持できる学校になるのかどうか。 

 ９億１，８００万ですか、大変立派な学校に

なるんですけれども、この学校が建つことによ

って、その地域の子どもたちは、どんなに少な
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くなっても、いやならほかに行けばいいですけ

れども、近くにあって、そこに行くと思います

が、どんなに少なくなっても、そこへ通うとい

うことになると、本当にこれは、子どものため

になるのかどうか。つくることが。 

 今は地域の方々や、愛媛県の教育委員会の主

管である、管理をされている教育委員会とか、

また、両地区の保護者の方々は、学校に賛成を

しておるようですけども、実際に教育効果や適

正な規模ということを考えたら、これを現状、

つくることが、本当にいいのかなと。 

 例えば、複式が複々式になって、本当に子ど

もは楽しいのかなと。中学校を出て、我々もそ

れぞれ、年代の若いときには、中学の同窓会や

ろかなあとか、小学校は余りやった覚えはあり

ませんけれども、宿中の同窓会やろうかとか、

宿高をやろうかといって、やりました。 

 友達ができましたね、そら。しかし、この子

たちが、本当にこれ、同窓会やるいうたら、何

人呼ぶんでしょうかね。 

 やっぱり、学校というのは、適正規模という

のは、子どもがいろんな角度から学んだり、自

立したりすることができるように、友人がいな

いというのは、私は非常に淋しいことだと思う

んですが、理屈ぬきで見直しをすべきじゃない

かというふうに思いますので。 

 教育長にも、その適正規模と、この学校はど

うなのかということ。それから、市長には、い

わゆる２億８，１００幾らですか、これだけの

お金を投資をして、例えば、現在、宿毛市に小

学校が１１ですか、中学校６ですかね、沖の島

のけて。 

 ２，１００数十名の児童がおるんですね。雨

漏りにも金がないといっておるのに、この学校

に３億近い金を供出したら、残りの学校に少し

しわ寄せがいくんじゃないですかね。 

 統合計画を立てながら、いろんなものを精査

して、経費の削減、事務事業の見直し等々をや

っておる中に、リンクして考えると、非常に今、

基本設計ができて、本設計に入る前で、１８年

には完成するということですから、そのあたり

のお考え、再度お聞きしたいと思います。 

 ２回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） この際、８番宮本有二

君の質問に対する答弁保留のまま、昼食のため、

午後１時まで休憩をいたします。 

午前１１時４５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○副議長（菱田征夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ８番宮本有二君の質問に対する答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 宮本議員の再質問にお

答えをいたします。 

 フェリーの支援の内容等でございますが、い

ろいろなご提案もいただきまして、支援をして

いかなきゃいけないというふうなことでは、宮

本議員のおっしゃるとおりでございまして、

我々執行部といたしましても、これはぜひやっ

ていかなきゃいけないという認識では一致して

おります。 

 その方法でございます。先ほど申されました、

１隻が今のところ古く、これは運航しておりま

すが、この２隻での補助というものを考えたわ

けでございますので、１隻を買いかえて、新し

くしてでも１隻での支援ですか、それをしてい

くのが妥当であるというご提案でございますの

で、これはまた、ぜひ、私どもも、執行部とし

ましても、ほかの市町村に対しまして、ご提案

を申し上げてまいりたいと、このように思って

おりますので、ご了解を願いたいと思います。 

 それから、いろいろな、幡多の観光資源、観
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光の関係も効果が出ているということでござい

ますので、幡多広域として、こういったものを

取り組むということで、愛媛県側の方々につき

ましても、いろんな声は出していただいている

というふうな状況もございます。 

 いろいろ、四国西南サミットであるとか、四

国西南の観光の関係であるとか、いろんな機関

もございますので、そういったところも活用し

まして、ぜひ、支援の手を差し伸べていただき

たいというふうなご提案を申し上げてまいりた

いと、このように思います。 

 それから、途中で出ましたくろ鉄のお話でご

ざいます。きょうの新聞記事、日本経済新聞に、

知事が上下分離方式でやったらどうかというお

話が出たということでございますが、これ、

我々の方には、事前には一切、協議はございま

せんで、きょう初めて新聞を見まして、我々も

ちょっと、知事が出したということに対して、

ちょっとびっくりしておるわけでございますけ

ど。 

 これは、事務的には、今の社長さんの方が、

経営改善の中での一環として、上下分離方式と

いうのは、出したということで、覚えがござい

ます。 

 しかしながら、きょうの新聞記事を見ますと、

上下分離方式で、これは各市町村が下を持つと

いうふうなことが出ておりましたが、我々にと

りましては、今、ただいまも固定資産税を全額、

くろしお鉄道の方に減免しているというふうな

ことでございますので、余りメリットというも

のはございません。 

 したがって、私は、この上下分離方式のやり

方につきましては、できれば高知県の方で下を

持っていただければ、そういう方がいいんじゃ

ないかなと。 

 これにつきましては、高知県の方で持ってい

ただければ、宿毛市に対して固定資産税も入っ

てくるというふうなことも考えられる、という

ふうなことでございます。 

 ただいまは、固定資産税を全額負担している

のは、宿毛市と旧中村市でございました。ほか

の市町村につきましては、全額でないというふ

うに、私、記憶をしております。 

 このぐらいの、くろ鉄の関係、きょうの記事

につきましては、こういうご答弁をさせていた

だきます。 

 それから、九州側の支援、フェリーに対する

ですね、この件でございますが、実は、佐伯市

が合併をしまして、前市長、佐藤さんがおかわ

りになりまして、市長さんがかわっておられま

す。その関係で、私どもも、本来、佐藤市長の

ところへ以前に行きました折、前議長とご一緒

に参ったわけですけれども、そのときにも、こ

の会社への支援というものを要請をしておりま

す。その関係の継続と申してはなんですけれど

も、この合併後の市長選が終わったら、行かな

きゃねというふうな話だったんでございますが、

市長さんがおかわりになっております。そうい

うこともございまして、新たな、大分県と佐伯

市、それから高知県と宿毛市、この４者で事務

レベルの、何と申しますか、支援の会議を持ち

たいというふうなことで、７月にどちらが行く

か、来るかということはまだ決めておりません

が、そういった４者の会合を持ちたいというふ

うに思っております。 

 それから、新たな合併につきましての件でご

ざいますが、いろいろ合併の関係につきまして、

しなきゃいけないことがたくさんあるというふ

うなご提言もいただいておりまして、我々、執

行部も財政関係につきまして、しなきゃいけな

いことをずっと、財政健全化委員会でやってお

るわけでございます。 

 １つにつきましては、行革大綱のような形の

ものを、それから清掃公社のこと、給食センタ
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ーというふうな形で、具体的に議員からもご提

案もございましたが、いろいろな面を含めまし

て、行革の関係のことにつきましては、これ、

市民にも公開しなきゃいけませんし、そしてま

た、これ、総務省の方へ出さなきゃいけないと

いうふうなこともございますので、その件で、

財政健全化委員会が、今、活発に議論をしてい

るところでございますので、これができました

あかつきには、ぜひ、皆様にもご公表を申し上

げたいと、このように考えております。 

 それから、新たな合併で、知事が勧告をした

とき、拒否権というふうなものがあるかどうか

ということでございますが、これ、知事の勧告

がまいりましたとしても、これは執行部だけで

決めるわけにはいきません。議会にもはからな

きゃいけないし、もし必要であれば、住民の

方々にも問わなきゃいけないことでございます

ので、これは独断で知事が勧告をきたとしても、

拒否をするわけではなくて、これをやはり皆さ

んで協議をしなきゃいけない。 

 宿毛市として、どういう態度をするかという

のを、その場で決めていかなきゃいけない。こ

れは、先ほど申しましたように、議会にもおは

かりする。必要であれば、住民の方にも聞いて

やらなきゃいけない、そういうふうに思ってお

ります。 

 いろいろ、まだあったかと思いますが。 

 あと、篠山小中学校の関係の規模の見直しで

ございます。これは、教育長が先でいいですか。

私が後の方で。はい、わかりました。 

 あと、指定管理者制度とか、期限を切ってい

ろいろやらなきゃいけないとか、いうことにつ

きましては、財政健全化委員会の中で、この面

についても、検討項目に入れておりますので、

これができました段階で、公表はさせていただ

きます。 

 以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 宮本議員の再質問に

お答えをいたします。 

 先ほど、ご説明をいたしました工事費の関係

について、訂正をしておきたいと思います。 

 合併浄化槽工事費三百１５０万円と、こうい

う言い方をしたそうでございますので、３１５

万円でございますので、訂正をしておきたいと

思います。 

 適正規模から考えて、統合を進めることにつ

いてでございますけれども、確かに、子どもた

ちの教育効果を考えていきますと、一定の児童

数が望ましく、そのことについて、先ほど、高

知県の定数と言いますか、学級数等を話しまし

たけれども、そういう一定の児童数が望ましく、

統合を進めてきたわけでございますが、今後も、

進めていきたいと考えております。 

 統合は、この地域や保護者の皆さんのご理解

のもとで、行わなければならないと、こういう

考え方に立っております。 

 したがいまして、この篠山小中学校について

の問題でございますけれども、過去に愛南町地

域保護者で、随分と長い間、この統合について

話し合いをされておるようでございます。そう

いう中で、小中一貫教育を目指して、統合でな

く、改築する方向で進んでおりますので、ご理

解をお願いしたいと、こういうふうに考えてお

ります。 

 よろしくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君） 市長。 

○市長（中西清二君） 宮本議員からのご質問

で、子どもの、今、教育長がお答えしましたよ

うに、その少ない人数で同窓会も開けないよう

な学校でどうするんだというふうなご指摘もご

ざいます。 

 これ、見直すべきではないかというご指摘も

ございます。また、私自身も感じておりますの



 

－ 81 － 

は、宿毛市内にも学校を改築しなければいけな

い学校がたくさんあるということは、議員の皆

様も、我々執行部も、十分感じている、認識も

しているところでございます。 

 これ、篠山小中学校の統合で、統合というよ

りも、改築ということでございますが、私、去

年の実質１月から市長をさせていただいておる

わけでございますけど、篠山小中学校の組合議

会出まして、このときも改築というのが既定事

実として決まっていたと、いうふうなこともご

ざいまして、基本設計の予算措置をしてほしい

ということで、１６年度の予算措置として、一

本松町、当時は一本松町でしたか、そしてこち

らが宿毛市ということで、基本設計の予算措置

をしておりまして、昨年、基本設計が発注され

たわけでございます。 

 そういういきさつがありまして、今度、実施

設計に移るというふうな段階にはなっておるわ

けでございますが、この間、再度、また篠山小

中学校の組合議会にも出席しまして、いろんな、

また詳しいお話も聞きました。 

 基本設計ができた段階での９億円近い改築費

用というふうなことも、これは前回にも私は聞

いておるわけでございますが、前回の組合議会

では、改築がもう決まり、規定の事実というふ

うに、私、思っておりましたので、宿毛市議会

の方で、何らの議論がなされていないというふ

うな話も、今回、聞いたわけでございまして、

そういう話では、少し、やはり皆さんのご意見

を聞かなきゃいけないんじゃないかということ

で、今回の１６日の組合議会に出席したわけで

ございます。 

 その組合議会の中で、いろんなお話も、愛南

町になりました、教育長さんからお話もたくさ

ん受承ったことでございますが、これは、その

結論から申し上げますと、組合長が今、愛南町

長でございます。愛南町も合併した後で、議会

が、今現在２４人ですか、２４人になりまして、

初めて愛南町として、この問題についてご説明

されたということでございます。 

 我々も、当初、宿毛市として合併後の特例債

が使えるのかなというふうな思惑というものが

あったんではなかろうかというふうに、私の方

は感じているわけでございますが、残念ながら、

今、宿毛市として、合併には至っておりません。 

 そういうこともございまして、新たな委員さ

んも、議員さんも宿毛市から出ているわけでご

ざいます。その席でご発言もありまして、その

結果を受けまして、少し時間をいただいて、こ

の件につきまして、改築という方向が前向きに

出ているわけでございますので、この方針を拒

否するものではございませんが、改めて、少し

議論をする必要があるんではないか。 

 宮本議員が、先ほどからおっしゃっています

ように、少ない人数の中で、こういった学校を

存続させていくのかどうかというふうなご提案

もございます。そういった議論もあるわけでご

ざいますので、組合長の方からも、少し、過去

の経緯は経緯として、きちんと踏まえた上で、

現状を決定する必要があるんではなかろうか。 

 そのかわり、以前の建築ということについて

は、前向きに考えていただいた上での議論をし

ていただく時間をとりましょうと、いうふうな

発言をしていただいたところでございます。 

 これが、篠山小中学校の今に至る経緯でござ

いますので、ぜひ、宿毛市議会、また執行部の

中でも、もう少し、そういった問題につきまし

て、課題があるということについて、整理した

上で、お話をまた、組合議会の方にも出してい

かなきゃいけない、このように思っておるわけ

でございます。 

○副議長（菱田征夫君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） ８番、再質問をします。 

 時間が、残り２０分を切りましたので、再質
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問は逆転をして、教育問題からさせてもらいま

す。 

 まず、今の教育長のご答弁で、私、日本語の

理解力がないのかもしれませんが、統合は進め

ていくと。中で、保護者の理解が一番大事なも

の、地域のね。ということで、篠山の場合は、

小中一貫教育を目指してやるという、そういう

お答えでしたが、全体としては、教育環境、適

正な規模で、子どもたちが学べる環境を重視し

て、統合していくと。 

 そうなると、それは、私の感じでは、篠山も

一番、それに当てはまる、統合計画の中に当て

はまる児童数であると思うんですよね。 

 でも、そこでは、保護者と地域が決めたから、

そのままでいくというふうに受け取ったんです

けども、その中で小中一貫教育を目指すという

ものが出ましたが、１回目の答弁にも、たしか

出ておったと思いますが、小中一貫教育という

のは、日本が行ってきた６・３・３制の見直し、

大きく言えば、これで教育の効果が得られるの

かと。ずっとやってきたわけですから。それを

見直すのが、小中一貫教育であるとか。 

 例えば、広域で学校も考えましょうやという

のも、その教育の原点にあると思うんですよね。

それから言えば、児童数が少なくなったから、

小中一貫教育でやるというのは、私は教育理論

から考えたら、少し理解できない部分があるん

ですね。 

 このことについては、もうきょうは教育長の

見解は、再度求めませんから。少し、私とは理

解が違うなというふうに考えております。 

 今、市長が申されたように、組合議会におい

て、市長が行ったときには、規定の事実であっ

たということですが、だんだんと意見も出て、

新町長も、やめるんじゃないけれども、やる方

向で議論をしていくということですから、我々

も議会の中で、この問題を、余りニュースとし

てとらえておらんかったというのは怠慢でござ

いますけれども、実際のところ、これほど、１

０億近くかかる大掛かりな改築であるというこ

とも知りませんでしたし、それから、多分、教

育民生の中でも、私はそのとき、参加しており

ませんけれども、同僚議員から、こんな話があ

るぞやということも、余り多くのニュースを、

事前に得ておりませんので、今回、耳にして、

これは教育のことを、本当に子どものことを考

えた場合は、まだ組合議会、または両県の教育

委員会で真剣に話す必要があるんじゃないかな

と。 

 前段からずっと申し上げたように、子どもに

とって、最もいい教育は何かと。保護者は納得

すると思うんですね。 

 例えば、スクールバスで通うことも、部活が

遅くなったら早めに切り上げて、スクールバス

に乗らにゃいかんのであったら、２便を出して

あげても、それほどの経費はかからんし、例え

ば、バスの運転も、民間ボランティアなんかを

使ってやれば、非常にワークシェアリングにも

なるし、いろんなことも組合議会の中で、再度

検討をして、どうするのが一番、子どもにとっ

ていいかという視点で考えていただきたいと思

います。 

 市長には、私の今言ったような考え方に、ど

うであるとかいうことを、再度お聞きをします

が。 

 あと、フェリーの関係は、ただいま聞きまし

て、大分側とも、市長が変わられて再度また、

４者会談をするということですから、私はどな

たが市長になろうが、前市長との約束は継続さ

れておると思います。そうしないと、行政の信

頼は全くないわけですから。前市長が言った言

葉は知らないよというのは、やっぱり、それは

少しおかしい問題であって、住民の意見のコン

センサスが得られて、市長も決められたと思い
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ますから、それは継続をしていただきたいし、

また、トラックがフェリーの経営の一番の柱で

あると思いますけれども、実績では４７パーセ

ントということで、トラックがちょっと伸びて

ない。県の方も、いろいろトラックには、モー

ダルとかいろんなものを使って支援をしている

ということですが、やっぱりこの４者会談の中

で、佐伯フェリーが十分に黒字になるには、い

ろいろ申しましたような、補助をするにはどう

したら、本当はいいのかということも含めて、

やっぱり一日も早く黒字で、能力のある運営が

できますように、ゆとりのあるね。そういうこ

とを求めれば、両県でトラックに乗せる荷物を、

これは産業振興にもなるわけですが、物流を起

こさないと、観光バスとか乗用車とは、また変

わった次元で、トラックというのは、トラック

会社ももうけないかんわけですから、結局、物

がその上に乗って、両県をまたいで交流がない

と、荷物がないのにトラックふえるわけないで

すから、そのような視点も入れながら、何か産

業おこしができないのかなと。 

 きのうも、同僚議員からも、宿毛はもう若い

者の働く場所もない。１万１，８００人の１次、

２次、３次の従業者が、これからステップアッ

プする方法、非常にないと思うんですけども、

このままいったら税収も上がりませんし、自立

も不可能にもなりますし、佐伯フェリーの問題

も、そういう面では大きく物流を起こすような

会議を、ぜひしていただきたいと思います。 

 それから、自立と合併は、これ以上言っても、

まだ、特に合併の点については、枠組みが明ら

かになっておりませんけど、拒否権ということ

じゃなしに、知事の方から、こういう基本方針

が国から出したと。私はこう思うという構想が

出たら、宿毛でやりますならば、市長と議会と

が協議をしながら、住民のためには、どれがえ

えかということを真摯に選択していくんですが、

私は、基本的には、前にも説明を受けたと思い

ますが、今度の平成の大合併は、全国の町村を、

まず見直しをかけるよと。近隣の市にくっつけ

ば、支援法でまちづくりができるような体制を

とりますよというのが、これで４８８こぼれた

自治体が、当然、その説明からすると、まず、

県の方が直轄管理地にして、その地域に自治権

を与えて、法的な根拠を与えて、コンセンサス

を得たものを、県が、じゃあこれをやりましょ

うといって、その地域のまちをつくっていくと

いうふうに考えておりましたけれども、実際に

どうなっていくかは、これから提案をされたら、

我々も一緒に考えていきたいと思います。 

 それから、自立の中で、これからここ三、四

年の間に、我々も含めた団塊の世代が、どんど

んと退職をしていきます。ここにおられる課長

さんの中にも、団塊の世代がたくさんおると思

いますが、一時的には、市は退職金とかいろい

ろなものを構えないけませんから、大変、経営

も苦しい中で、まだ苦しくなると思いますが、

この５年間が、最も抜本的に事務事業や職員の

数や、適正な規模に対する見直しをかけれると

きではないかと思いますので、校舎の問題、給

食のみにかかわらず、これを一番いい時期であ

るということで、市長も政治公約で、民間のノ

ウハウを生かして、市役所を改革するんだとい

うことでのぞんできたわけですから、これはも

う、積極的にやって、１０年、２０年後は安泰

になるような、宿毛市の礎をつくっていただき

たいと思います。 

 それから、あと、ありましたかね。 

 あとは、ないですね。もう１０分ですから、

市長に答弁をお願いします。 

○副議長（菱田征夫君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、宮本議員の再質

問にお答えします。 

 篠山小中学校の議会の関係でございます。こ
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れ、先ほど申しましたように、執行部としまし

て、組合長からも、議論をもう少しする時間を

いだたけたというふうに、私は理解をしており

ますし、この市議会の中からも、３人の議員さ

んも、そこでお話を聞いておられますので、そ

の話をもとにして、少し、宮本議員のおっしゃ

った形での議論、それからまた、ほかのご意見

もございましょうし、いろんな話が、やっぱり

やりながら、皆さんのコンセンサスを得るとい

うことが、私自身も大切だと思っております。 

 それから、基本設計でございますが、非常に

もう、すごく立派な絵をかいておられます。こ

れはまた、後ほどお見せできると思いますが、

基本設計ですから、高いもんにはしてるんじゃ

ないかなと思いまして、この金額についても、

まだ実施になりますと、若干下がってくるんじ

ゃないか、そういうふうなことも考えておりま

す。 

 この件につきまして、方針としては、以前、

私がなる前からの方針がございますので、その

方針というものは、１８０度転換ということに

は、なかなかならないかとは思いますが、まず、

皆さん方からいろんなご意見をいただくという

ことは、非常に大切だというふうな認識を持っ

ております。 

 それから、フェリーの関係、それから物流関

係、これはもう、全部、合併の話とか、全部、

宿毛市の発展ということに結びつくわけでござ

います。これ、フェリーに対しては、どういう

ふうな援助をするのが、一番よいのか。会社に

もまだ、これも聞いてみなきゃいけないところ

もございますし、トラックをふやすためには、

どうすればいいのかというふうな、今ご提案あ

りました産業おこしをしなきゃいけない。 

 このトラックにつきましては、隣の愛南町の

トラックの方、物産もですが、非常に、今、使

っていただいているというふうな話も聞いてお

ります。 

 そういったところにも、いろいろこれからも

ご協力を願わなきゃいけないし、とにかく、宿

毛が元気にならなきゃいけないし、産業おこし

をしなきゃいけない、いろいろな課題がたくさ

んございます。 

 これらに、一つひとつやっぱり地道に取り組

んで、一つひとつ成果を、これから上げてまい

るように努力をしてまいる所存でございますの

で、ご了解とご協力を、ぜひお願いしたいと思

います。 

○副議長（菱田征夫君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） 大体、手持ちの時間を

使いましたので、これでやめますが、くろ鉄を

少し言い忘れておりました。 

 市長からの話を聞いて、私は、事前に連絡も

何もなかったということで、結論から言います

と、これは知事の勇み足だなと。やっぱり地域

のことを、プレス発表するときは、近隣の市町

村の長にぐらいは、事前に話をして、長が議会

とも話した上で、プレス発表をするぐらいの慎

重さを、知事に求めて、質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君） ５番菊地 徹君。 

○５番（菊地 徹君） ５番、一般質問を行い

ます。 

 ホタルの里づくりについては、平成１４年発

行の、宿毛市市勢要覧に、桜の里づくりととも

に、中筋川ダム周辺整備事業として、ホタルが

住める自然環境の保護、自然との共存を目指す

ことが発表されております。 

 昨年は、相次ぎ、台風がやってきたにもかか

わらず、ことしは例年以上に市内各所でホタル

が乱舞しました。 

 私もホタルを探して、あちこち調べてみまし

たが、特に中筋川の蛍湖下流域、伊与野川流域、

松田川の中流から上流にかけての橋上地区など

は、多くのホタルが飛び交い大勢の市民が、初
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夏の風物詩を楽しんでおりました。 

 地元の住民の方にも聞いてみましたが、ここ

数年、ホタルは確かにふえてきたと、一様に話

しておりました。 

 ホタルの名所として売り出している各市の状

況を調べても、ホタルの幼虫の飼育や、カワニ

ナの放流などの取り組みを行っているところが

多いようであります。 

 本市では、一時期、ホタルやカワニナの飼育

をやっていた学校もありましたが、今では、ホ

タルの飼育は全くされていないにもかかわらず、

ホタルが自然に繁殖しているのは、全国的に見

ても珍しい現象であり、それだけ宿毛の自然環

境が回復している証拠ではないかと、喜ぶもの

の一人であります。 

 これからも、自然との共存を目指し、環境を

守り、保護するための努力を、官民が一体とな

って成すべきであると考えます。 

 新聞、雑誌などのマスコミ報道により、宿毛

のホタルが、これまで以上に知られるようにな

り、市の内外を問わず、ホタルを観賞する人が

ふえてきました。 

 ホタルを通して、地域の環境問題を考え、地

域おこしに取り組んでいる先進地域があります。 

 私は、５月２１日、南国市のほたるヶ丘で行

われた第１３回南国ほたるまつりに行ってきま

したが、当日、子どもたちを中心に、約１，３

００人の市民が参加しておりました。 

 南国市でも、昔はホタルがたくさん飛んでお

りましたが、都市化が進み、環境が悪化するに

つれ、その数は急速に減っていったようです。

その上、一部の業者が、営利の目的を持って、

ホタルを捕獲するようになり、昭和６１年６月、

自然環境の保全と、生育するホタルを保護する

目的で、南国市ほたる保護条例を制定しており

ます。 

 調べてみたところ、県下では、高知市を初め、

１３市町村でホタル保護条例を制定しておりま

す。近くでは、大正町は、４年前にホタル保護

条例をつくり、いまや下津井湖では４隻の屋形

船や、ホタル遊覧船を浮かべるなど、ホタルが

地域おこしと町の観光資源に発展している状況

を調査してまいりました。 

 こうした先進的な自治体と比べてみても、宿

毛のホタルは、ゲンジボタルだけではなく、ヘ

イケボタルも相当数飛んでおり、数の上では、

決して見劣りしないということが確認できまし

た。 

 あとは、このすばらしい自然と資源を、どの

ように生かしていくかであります。 

 市民の貴重な財産である、すぐれた自然環境

を次の世代に残し、市民の豊かな情緒を育み、

快適な生活環境を保全するため、宿毛市の区域

内に生息するホタルを保護する目的で、宿毛市

ホタル保護条例の制定に、早急に取り組むべき

であると考えますが、市長の見解をお伺いしま

す。 

 ２点目は、ホタルの里づくりに、県などの補

助事業を活用できないものか。その中で、高知

県豊かな環境づくり総合支援事業があります。 

 補助対象事業として、高知県環境基本計画の

基本理念の中に、自然環境の保全と創造に基づ

いて実施するハード、及びソフト事業が対象に

なっております。 

 こうした県の支援事業も活用し、ホタルと桜

の名所である中筋川などの環境保全と、創造に

もっと目を向けるべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

 ２番目の質問は、子どもたちの安全確保と、

学校の安全管理について、教育長にお聞きしま

す。 

 大阪池田小学校での児童殺傷事件や、寝屋川

市での教職員殺傷事件は、いまだ記憶に新しい

ところでありますが、その後も、公園や道端で
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子どもたちの連れ去り事件が全国的に頻発して

おります。 

 本市においても、咸陽小学校や宿毛小学校等

の校区内で、不審者情報がたびたびあり、油断

できない状況下にありましたが、６月１０日、

不審者が逮捕されたとのことで、ひとまず、一

安心であります。 

 いまや、こうした事件は、いつ、どこで起こ

っても不思議ではない状況であることも事実で

あり、安心と安全の地域社会を築くことは、行

政としての責務であります。 

 特に、社会的弱者である子どもたちの安全を

確保することは、急務であると思います。その

意味から、確認を含め、７点にわたって質問い

たします。 

 １点目は、学校への来訪者の確認と対応は、

どうなっているか。 

 ２点目は、不審者の情報があった場合、関係

機関との連携はどうなっているか。 

 ３点目は、登下校の安全確保について。 

 ４点目、防災訓練や防犯ブザーの整備、点検

について。 

 ５点目、校門設置や警報装置等、学校施設面

における安全確保について。 

 ６点目、不審者の立入などの緊急時の体制に

ついて。 

 ７点目として、学校と地域、警察と関係者の

協力で、より安心できる地域づくりなど、その

取り組みについて、お聞きいたします。 

 ３番目は、坂本図書館の現状と課題。今後の

使命と役割について、質問いたします。 

 坂本図書館は、他の公立図書館とは違って、

設立の経緯から、若干、特別な側面を持つ図書

館ではありますが、本市における数少ない文化、

教育施設として、大切に育て、発展させていか

なければならないと考えております。 

 ６点にわたって質問いたします。 

 １点目は、坂本図書館の利用者数等の現状と、

近隣図書館との状況はどうなっているか。 

 ２点目、読書離れの傾向が続く中で、現在、

どのような傾向の本が読まれているか。 

 ３点目、このたび、県立図書館長に赴任した

丸地氏は、地域の公立図書館をどう支援し、連

携して利用者増を図っていくかとの認識を示し

ております。厳しい行財政改革の事情もあり、

図書購入費が制約される中で、どのように県立

図書館との連携を進めていくのか。 

 ４点目、現在、取り組んでいる事業は、どの

ような考えで推進しているのか。 

 ５点目、図書館運営の根幹をなす利用者をふ

やす施策について。 

 ６点目として、坂本図書館の課題や、今後の

図書館業務の使命と役割についての考えを、お

聞かせいただきたいと思います。 

 最後に、観光行政について、質問いたします。 

 宿毛湾港の利活用による豪華客船誘致につい

ては、市長を初め、商工観光課、企画広報課を

中心とした関係者の努力が実り始めていること

に、心から敬意を表したいと思います。 

 ことしも６月１日に、にっぽん丸が入港しま

した。毎回、入出港の際は、盛大に歓迎イベン

トが催され、大変喜ばれておりますが、特に今

回は、乗船客のオプショナルツアーの出発前に、

初の闘牛大会も開かれ、夜には土佐いごっそ太

鼓、トワイライトエキスプレスによる演奏など

で盛り上がる中、午後１０時の出港の際は、打

ち上げ花火が上がるのを見ながら、多くの市民

が最後まで、ペンライトを振って見送る姿に、

宿毛の自然のすばらしさにも負けない、宿毛人

のもてなしの心を強く感じました。 

 宿毛での歓迎イベントに対し、寄港された多

くの乗船客や、客船スタッフから、高い評価が

寄せられていると聞きます。 

 先日、寄港したにっぽん丸には、歌手の中尾



 

－ 87 － 

ミエさんも乗船しており、市長や多くの市民と

の交流も行われたわけでありますが、宿毛の印

象など、参考になることがあればお聞きしたい

と思います。 

 ことし８月にパシフィックビーナスが入港予

定と聞いておりますが、もうそろそろ入出港時

には、幡多広域での歓迎イベントをやれないか、

これまでの協力体制についての状況をお尋ねい

たします。 

 ２点目は、本市を訪れる観光客は多くない現

状から、豪華客船の観光客に対し、四万十や足

摺観光以外の第三の観光ルート、すなわち宿毛

オプショナルツアーの幾つかのモデルをつくり、

宿毛の自然、文化、歴史を満喫できるようにす

べきであると考えておりますが、市長のご見解

を伺います。 

 ３点目は、豪華客船の乗船客を初め、本市を

訪れる観光客に対し、お土産として、各種観光

パンフレットを渡しておりますが、宿毛を長く

思い出してもらうためにも、四季の観光シール

を作成し、観光パンフと一緒に渡すようにすれ

ば、宣伝効果も大きく、リピーター客も見込ま

れるのではないかと思われますが、この点もお

伺いいたします。 

 ４点目は、これまで何回も取り上げてきた宿

毛の特産品の開発や、売り込み等については、

各業者からいろいろなアイデアのもと、具現化

しつつあると思いますが、行政としても、積極

的に支援すべきではないかと提言し、１回目の

質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君） 市長。 

○市長（中西清二君） 菊地議員のご質問にお

答え申し上げます。 

 まず、第１点目でございますが、ホタルの里

づくり、結論的には、条例をつくってやるべき

ではないかというふうなことでもございます。 

 我々、過去には、もうホタルは自分たちの身

近に、ごく自然に生息していたというふうなこ

とでございました。時代の移り変わりとともに、

ホタルが避けたのか、人間が避けたのかわかり

ませんが、私たちとの距離が、だんだんだんだ

ん遠ざかりつつありました。 

 しかしながら、当市では、この数年来、市内

各地でホタルの乱舞が数多く見られるようにな

りました。 

 先般、新聞報道されました中筋川流域でも、

数多くのホタルの乱舞が見られまして、大勢の

市民の方々が見物に訪れたというふうに、今、

聞いております。 

 このような現象につきましては、地域の皆様

の環境美化への取り組みによりまして、河川等

の自然環境が保たれつつあるんじゃないか。数

多くのホタルを観測するのが、こういうことに

よってできたんではないかなというふうに思っ

ておるわけでございます。 

 この貴重な財産というふうに申してもいいホ

タルを、次世代に受け継いでいくためにも、市

民の皆様が、ホタルを通じて自然環境に、より

一層、関心を持っていただき、環境美化や水環

境の重要性を認識していただくことが大切なこ

とであろうというふうに思っておるわけでござ

います。 

 このホタルの保護条例の制定につきましては、

菊地議員お調べのとおりでございます、１２市

町村が保護条例を制定しまして、乱獲防止であ

るとか、保護に努めておると、そのように聞い

ております。 

 その条例の前に、私自身は、今はこういうふ

うな自然が戻りつつあることは、市民の皆様が

本当に環境に対しての思いが変わってきたとい

うことが、一番の原因だろうというふうに思い

ます。市民意識の向上、なお一層のごみの不当

投棄だとか、ポイ捨てをしないとか、自然環境

を大切にすると、そういう努力。そしてまた、
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強い農薬を使用しないとか、そういうホタルが

育つ環境づくりを、まずしていかなきゃいけな

い。 

 保護するのも大切でございますけれども、そ

の原因となるホタルが乱舞するという環境をま

ずつくっていくのが、非常に大切なことだろう

というふうに、私自身思っております。 

 必要であれば、これが条例として、皆様やっ

ているところでございますが、この取り組みに

つきましては、ちょっと検討をさせていただき

たいというふうに思います。 

 それから、豊かな環境づくり総合支援事業と

いうのは、高知県もございます。そういったも

のにつきまして、いろいろな取り組みも、これ

からちょっとしてまいりたいというふうには思

っておるわけでございますが、勉強不足の面も、

ちょっと否めないところありまして、こういっ

たことについて、環境が非常にいいところでは

ございますが、なお一層、環境に配慮していか

なきゃいけない。自然環境のよいところですか

ら、余計、その面を強くしていかなきゃいけな

いんじゃないかなというふうに、破壊ばっかり

されては困りますというふうに思います。 

 ちょっと失礼しました。今、１２団体と申し

ましたが、１３団体の誤りでございます。失礼

いたしました。 

 それから、教育行政は教育長の方に、お答え

は任せますが、１つ、観光行政についてでござ

います。 

 非常に、この間のにっぽん丸の６月１日の取

り組み、それから昨年の豪華客船が来たときの

取り組みにつきましても、菊地議員にも、こう

いった評価をいただきまして、本当にありがた

いことでございます。 

 先ほど、お名前が出てきました、歌手の中尾

ミエさんが、たまたま、先だっては乗っており

まして、しばらく話す機会もございまして。中

尾ミエさんも、口は悪いんですけれども、非常

にすばらしい女性でございまして、いろんな言

い方を、いろんなことで遠慮なく言う方でござ

いまして、非常に楽しい方でございました。 

 実は、私、長いこと話してましたのは、実は、

私も水泳をやっておりまして、彼女も今、マス

ターズ水泳というのに出ておりまして、その関

係でずっと、いろんなお話をさせていただきま

した。 

 それから、その船には、平戸の市長さんも、

次の寄港地の平戸の市長さんもお乗りになって

ました。 

 平戸の市長さんには、その後すぐの、明くる

週の全国の市長会でお会いしまして、宿毛があ

れだけすごい歓送迎をしてくれたおかげで、平

戸がちょっとかすんでしまったよと、いうふう

なことも、笑いながら話をされてまして、宿毛

での歓送迎のことにつきまして、非常に感激を

していたということを申されておりました。 

 それから、ついでと申してはなんですが、中

尾ミエさんの、その後で、私、出張でたまたま

東京へ行きまして、ちょうど中尾ミエさんのラ

イブがありまして、そこに時間があったら来な

いかということで、夜、参ったわけでございま

すが、３００人近い観客がおられまして、そこ

で、宿毛の話を中で、ゲストとされまして、私

も実は行ってたもんですから、舞台に引っ張り

出されまして、宿毛の宣伝をここでしろという

ことで、六本木のど真ん中だったんですけど、

いきなりやらされました。 

 中尾ミエさんが、そのとき言った言葉は、宿

毛は何ちゃないとこやけど、非常にすばらしい

というふうなことを言っていただきまして、観

客の方から、大爆笑をいただいたというところ

でございます。 

 私も少し、そこの場で、宿毛の、四国の西南

端の宿毛市というところから来ましたというこ



 

－ 89 － 

とを、ちょっと宣伝をさせていただきました。 

 先ほど、菊地議員から、観光行政につきまし

て、貴重なご提言を含みますご質問をいただい

たわけでございますが、これからの幡多広域で

の取り組みでございます。ご存じのように、豪

華客船で来られたお客様、今回はご協力のおか

げで闘牛を実施していただきました。本当に、

これは市民の皆様が、闘牛大会をここで復活さ

せようということの熱意で復活させていただき

まして、観客の方が、非常に喜んでおられまし

た。 

 そういった声も聞きまして、宿毛に足どめと

申しますか、そういうとめもいただいたわけで

ございますが、依然として、やはり宿毛湾港に

着きました豪華客船のツアーは、四万十である

とか、足摺岬、この２点に絞られてまいるわけ

でございます。 

 寄港に合わせまして、宿毛のツアーも少し計

画をしていまして、昨年度２回、今年度で１回、

企画実施いたしました。 

 参加した皆さんには、小さな、少人数のツア

ーでございましたけど、非常に好評を博してい

ただいたわけでございます。その総数について

は、やはり四万十、足摺にはちょっと及ばない

ところがございます。 

 宿毛市も、我々、足元を見直してみれば、非

常に宿毛市もいいところがございます。楠山の

方の甌穴であるとか、あれは日本で２番目ぐら

いにすばらしい甌穴なんです。そういったとこ

ろとか、自然の、奥藤の自然の渓谷であるとか、

沖の島とか、非常にいいところはたくさんある

わけでございますので、これからも船会社の方

にも、そういった宿毛でのツアーというふうな

ことについても、宣伝もしてまいりたいと、こ

のように思っております。 

 それから、宿毛の四季のシールの作成という

ことで、お話がございました。これは、かねて

からご指摘がございましたので、先日、当市の

観光協会の理事会におきまして、協会の事務局

であります商工観光課から、作成に向けた提案

を行いまして、理事会におきまして承認をされ

まして、現在、作成に向け、検討を重ねている

というところでございます。 

 作成されました後には、豪華客船の寄港時や、

各種イベント時において、お客様に配付、販売

とかサービスというふうな、２通りのことが考

えられますが、そのような形で、旅の思い出と

して、当市のピーアールをしてまいりたい、そ

ういうふうに思っております。 

 それから、昨年度、菊地議員のご指摘により

まして、作成しました観光ピーアール用のマグ

ネットシールでございますが、これは、当市に

事業所をおきます運送会社などに配付をしまし

て、長距離トラックに張りまして、県外にピー

アールをしております。こういうことで、遠く

から問い合わせをいただくというふうなことも

ありまして、一定の効果を上げているんではな

いかなというふうに、今、思っております。 

 最後に、特産品のピーアールの方法でござい

ます。このことにつきましては、従来からイベ

ント時のピーアールとか、パンフレットのピー

アールに加えまして、現在、インターネットに

よりますピーアールを検討しているところでご

ざいます。 

 先ほどのにっぽん丸の寄港時におきましても、

観光協会よりお願いする形で、日ごろよりイン

ターネットにより、当市の行事や特産物につい

て、ピーアールをしていただいている団体に、

出店をしていただきまして、宿毛の特産物のピ

ーアールを行っていただきました。 

 今後は、そのような団体のような、専門的な

知識を有する組織との関係も密接にしながら、

特産品の開発を始めまして、ピーアールの今後

のあり方についても、模索もしてまいりたい。
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よりよい宿毛市のピーアールにしてまいりたい

と思っております。 

 また、よいご提言をいただきたく、お願いを

申し上げまして、最初の答弁にかえさせていた

だきます。 

○副議長（菱田征夫君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） ５番、菊地議員のご

質問にお答えをいたします。 

 子どもたちの安全確保と、学校管理について

でございますが、安全管理についてでございま

すが、来訪者の確認につきましては、ご存じの

ように、現在、各学校に受付は設置をしていな

い状況でございます。 

 学校の構造によっては、事務室の前を通り、

職員と面会しなければ、校舎内へ入ることので

きないところと、それから、職員と会うことな

く入ることのできる校舎があります。 

 このため、教職員一人ひとりが、安全管理に

対する危機管理を共有し、認識し、日常的な校

内の巡回を行うなど、不審者の侵入防止に今後

も努めてまいりたいと、このように考えており

ます。 

 次に、不審者情報についてでございますが、

当市におきましても、本年度、既に不審者の目

撃情報等が数件確認されております。このよう

な場合は、直ちに市内の各小学校、及び組合立

篠山小中学校へ情報を提供し、注意喚起を促し

ております。 

 ６月１０日には、１名の不審者が宿毛警察署

に逮捕されておりますが、現在、取調べ中のた

め、詳細は把握できておりません。 

 また、６月１６日には、安芸球場前の駅前に

おいて、白色のトラックに乗った男女が、いや

がる小学生風の女子を乗せたまま走り去るとい

う不審者情報も寄せられております。 

 このような厳しい教育環境となっております

が、児童生徒の安全の確保に対し、より一層の

努力を行っていきたいと考えております。 

 さらに、登下校における安全確保につきまし

ては、防犯ブザーの配布や、集団登校など、こ

れまで行ってまいりました防犯対策に加え、本

年度、各小中学校に防犯パトロールの腕章を１

２０枚配布し、各校下の老人クラブ、ＰＴＡ、

地区等のボランティアに、登下校時の警戒をお

願いし、実施をしております。 

 また、現在、宿毛警察署のご協力で実施して

おります児童生徒の防犯教室や、防犯訓練を、

今後もお願いしていきたいと考えております。 

 さらに、本年度は、補導センターが主体とな

り、事前打ち合わせをしない防犯訓練の実施を

計画しており、不測の事態の体験をすることに

より、危機管理体制の向上を図っていきたいと

考えております。 

 また、防犯ブザーの整備点検は、定期的に実

施していきたいと考えております。 

 次に、校門警報装置など、施設面の整備につ

きましては、長年の懸案でありました咸陽小学

校の門扉を、保護者や地域の方々のご協力を得

て、設置することができました。 

 しかし、平田小学校の敷地内には、現在も東

西に走る生活道が存在し、門扉の設置ができな

い状況となっております。 

 このため、ＰＴＡ、地区長等に協議をお願い

し、安全、安心な学校づくりに取り組んでいた

だきたいと考えております。 

 警報装置につきましては、市内の各小学校に

は、高知県警への直通緊急通報装置を設置し、

非常時に迅速な対応が可能と考えております。 

 不審者の立入など、緊急時の体制につきまし

ては、これまでモニターテレビや緊急通報装置

の設置、さす股等の配備を行ってまいりました。 

 このことと同時に、各小中学校の状況に応じ

た危機管理マニュアルを作成をし、通報、避難

誘導等、役割分担を定め、緊急時の速報体制の
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整備を図っております。 

 本来、学校は教職員や子どもたちにとって、

安全な場所であり、安心して学習活動に専念で

きる場所でなければなりません。しかし、現在

の状況は、児童生徒や、学校の安全管理に、教

育委員会も強い危機感を持っております。この

ため、地域や家庭、関係機関が一体となって、

地域ぐるみで子どもたちを守る仕組みづくりが

必要と考えております。 

 昨年度より、取り組みを始めました生徒指導

総合連携推進事業により、本年度、地域の方々

と連携し、市内の落書きが書かれている場所の

落書き消しを行うこととしております。 

 このことは、地域の環境をよくすることによ

り、安全、安心なまちとなる、いわゆる割れ物

理論の実践を行うことにより、児童生徒に、環

境の大切さに対する意識向上を図るとともに、

学校の安全管理の向上を図っていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

 次に、坂本図書館の現状、課題、今後の使命

と役割ということで、お答えをしたいと思いま

す。 

 利用者数等の現状と、他市の図書館の現状で

ございますが、坂本図書館は、坂本嘉治馬さん

が、郷土の文化や教育の発展を強く願う気持ち

から、私財を投じて創設されたものであり、現

在も、多くの方々や団体から、図書が寄贈され

るなど、坂本図書館の運営に協力をいただいて

おります。 

 そのような中で、坂本図書館に毎日のように

来られて、本や新聞等を読まれる方や、学校帰

りに寄って本を読んだり、宿題をしたりする小

中学生や、高校生、そしてたくさんの本を、毎

週のごとく借りていかれる多くの市民がいるこ

とは、宿毛の文化施設として、坂本図書館が果

たしている役割は大きいものと思っております。 

 また、高齢者や高学歴社会を迎え、多くの年

配の方々が、余暇を有意義に過ごすために、図

書館を活用しており、そして何よりも、宿毛の

将来を担っていくだろう少年少女たちが、たく

さん図書館を活用してくれる現状を見ると、多

くの良書に触れて、立派な人材に育ってほしい

という気持ちが湧くと同時に、子どもにいい本

との出会いの機会を多くつくる使命を、強く感

じております。 

 この詳細な数字については、担当の課長の方

で説明をしていただきます。 

 現在、どのような傾向の本が読まれているか

ということでございますが、図書館にある蔵書

は、俗に良書といわれる本が中心になっており、

いわゆる、現在売れているからといった、奇抜

な内容のものや、流行だけを追い、内容のない

といわれるような本は置いておりませんが、そ

のような中で、よく読まれる傾向として、一般

的にロングセラーといわれる本は、時代が変わ

っても読み続けられていますし、絵本や児童書、

小説等も、５０年以上も前に出版されたもので

も、読み継がれているものも数多くあります。 

 また、ベストセラーになった本は、一般的に

よく読まれ、そのような本は坂本図書館におい

ても、１６年度よく読まれている部類の本とな

っております。 

 また、その他に、歴史、時代歴史小説や、実

用書なども多く読まれております。今後も、図

書館では、単にベストセラーになったからとい

う理由だけで図書を購入することではなく、そ

の内容を吟味する中で、宿毛市民のニーズに合

った図書の購入を、常に心がけた本選びに取り

組んで、より多くの皆様に利用していただきた

いと思います。 

 次に、県立図書館との連携は、どのようにな

っているかということですが、これまで、県立

図書館長は、県の職員がその職についておりま
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すが、１７年度の人事異動で、千葉県浦安市立

図書館に、司書として１６年間勤務していた丸

地さんが、今年度、県立図書館長に招かれまし

た。過日の新聞にも掲載されておりましたが、

地域の公立図書館をどう支援し、連携して、利

用者の増加を図るかということで、本の物流を

担う協力車、協力車というのは、協力する、協

力の車ですが、協力車を頻繁に走らせ、読みた

い本を県立からすぐ取り寄せられるシステムの

構築を図るとのことであります。 

 当市としても、図書購入費も厳しくなってい

る現状から、このような制度を活用しながら、

利用者に読みたい本を少しでも多く提供できる

ように、取り組んでまいります。 

 また、レファレンス、すなわち問い合わせへ

の業務に対する対応や、読書サークル用図書の

借用、研修会での情報交換等の連携を、県立図

書館に求めてまいりたいと考えております。 

 現在、図書館において取り組んでいる事業で

すが、乳幼児から小学校低学年を対象とした読

み聞かせを、１２名のボランティアの協力をい

ただき、各種担当制によって、毎週水曜日に図

書館の絵本コーナーで、午後３時３０分から午

後４時３０分まで行っております。 

 また、１７年度から市内の学校に出向き、ボ

ランティアの方々による読み聞かせ、並びにス

トーリーテリング、すなわち物語を語ることで

すけれども、１カ月当たり２回から３回実施し、

児童からも好評をいただいております。 

 また、保健介護課の乳幼児健診時に、生後７

カ月児と、その保護者を対象にして、ブックス

タート事業を９名のボランティアの協力により、

３人１組で年１２回実施しております。 

 本を楽しむ会は、長年にわたり、自宅でホキ

文庫をされている穂岐山禮さんを囲み、本につ

いての紹介や、読書後の感想を語り合うもので、

いつも熱心な議論がなされています。 

 子どもと本とを結ぶ仲間の輪を広げる読書講

座として、ストーリーテリング講座等を講師を

招き、年４回実施しています。 

 今後も、これらの事業を実施する中で、より

多くの皆様に、図書館行事に参加していただく

よう、努めてまいりたいと思っております。 

 利用者の促進についてでありますが、毎月発

行しております図書館だより「さくら」や、広

報「すくも」、あるいは宿毛市のホームページ

の活用を中心にピーアールに努め、企画展示や、

学校等、関係機関との連携を密にしながら、ま

た、図書館運営の基本となる良書の選択はもち

ろんのこと、ＩＴ化社会に備えたパソコンによ

るサービスの充実にも努めてまいりたいと思っ

ております。 

 課題や今後の図書館業務の使命と役割につい

てでございますが、行財政改革の大きな動きの

中で、土佐清水市が平成１５年度から取り入れ

ておりますＮＰＯ法人への管理委託、あるいは

他の市町村での指定管理者制度の活用による移

行など、取り組まれている中で、既に宿毛市に

おいても、行政改革大綱の中で、図書館業務の

運営について、目標区分の中に、委託も取り上

げております。 

 一方、図書館業務の将来の使命と役割であり

ますが、本や資料の選択、そのデータ管理、資

料の提供と資料の総合対策、そして最後に、資

料の廃棄でありますが、選択以上に廃棄は、慎

重な対応が求められておりますが、これらの業

務を適切に対応することによって、図書館の使

命と役割が果たせるものと思っております。 

 いずれにいたしましても、利用者の皆様が、

気軽に入館し、そして要望にこたえるよう、今

後も引き続き、取り組んでまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君） 生涯学習課長兼宿毛
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文教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君） 生涯学習課長兼文教センター所長。

５番議員の一般質問にお答えいたします。 

 質問の内容は、坂本図書館の利用者数の現状

と、近隣図書館の状況はどのようになっている

かということでございますけれども、まず、坂

本図書館の利用者数でございます。 

 利用される方は、調査物とか、本を借りられ

る方、そういうふうな、あるいはまた、パソコ

ンを利用される方ですけれども、平成１６年度

に５万８，６９０人でございます。そのうち、

本を貸し出した冊数ですけれども、５万６７１

冊でございます。 

 ちなみに、近隣の、現在、四万十市ですけれ

ども、利用者数が４万２８７人で、貸し出し冊

数が８万３，５６７冊でございます。 

 土佐清水市さんがですね、利用者数が４万３

３３人で、貸し出し冊数が５万８５１冊でござ

います。 

 以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君） ５番菊地 徹君。 

○５番（菊地 徹君） ５番、再質問を行いま

す。 

 まず、１番目のホタルの里づくりについてで

ありますけれども、実際に、あちこちホタルの

状況を見に行きまして、確かに多いなというこ

とは、先ほど申し上げましたように、実感とし

て感じております。 

 ほかの地域に比べても、宿毛は至るところで

ホタルが飛んでいるということで、先ほど、紹

介したところ以外でも、小深浦、大深浦、宇

須々木、それから押ノ川、呼崎、もう数えれば

きりがないぐらいのところで、先ほど、大海の

方でも飛んでるよという話も聞きまして、本当

にすばらしい自然が、宿毛にはまだ残っている

なという、ホタルを通して改めて感じたわけで

ございます。 

 そして、この都会の人から見れば、このホタ

ルというものは、我々が感じる以上に、ホタル

を実際に目の当たりにしますと、大変な感動を

して、そのためにわざわざ見に行きたいという

人もおりますので、これはぜひとも、この自然

繁殖しているホタル、これを保護していく手立

てを、今からやるべきではないかと、こういっ

た意味でホタル保護条例の制定を提案したわけ

であります。 

 もう既に１３市町村でやっておりまして、早

いところは昭和６１年から取り組んで、７市町

村で、もう６０年代初期に、ホタル保護条例を

制定して、保護に当たっているということで、

この大正町、先ほど言いましたけれども、４年

前にやりまして、それから観光客が、ホタル深

夜便という名称で、高知市内から旅行業者が日

帰りのホタル観光ツアーを、バス何台かで連ね

て行っているという、そういうホタルの里づく

りが、もう定着してきているなという感じもし

ております。 

 この、ひるがってこの宿毛市におきましては、

蛍湖という愛称で、中筋川ダムが、市民の皆さ

んにより、愛称を募集して、蛍湖になったこと

は、よく知られておるところでありますけれど

も、この市勢要覧、その中に桜の里づくり、そ

れからホタルの里づくりということで、宿毛を

ホタルの里に、このようにうたっておりまして、

その桜の里づくりについては、これまでふるさ

と創生資金を活用しての桜の植樹、どんどん進

めて、ようやく桜の里らしい、そういう環境も

出てまいりましたけれども、ホタルの里づくり

というのは、この桜に比べて、手つかずの状態

で、自然発生的になっていると。だから、ホタ

ルの里づくりと、このように取り上げておりま

すので、何とかその環境を守るということが、

まず一番大事でありますけれども、その前提と
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して、今後、ホタルを営利の目的、商売目的で

とりに来るという業者が出てこないとは、だれ

も保証できないわけです。 

 実際に、私も行った中で、子どもにホタルを

とってくれというふうに頼まれた、そういう話

も聞きました。 

 聞くところによれば、これ、確認はできてお

りませんが、数百円で１匹のホタルを買ってや

るよという形で、子どもにとらせているという、

そういう話も聞いたわけであります。 

 この、子どもがそういう、ホタルを金のため

に捕獲するとか、そういうことになっても、こ

れは非常に、教育上も非常によくないと、こう

いった意味で、ほかのホタルが飛ぶ地域につい

ては、保護条例をつくっておるわけですから、

宿毛も、もうこのあたりで保護条例制定という

ことについて、真剣に考えるべきではないか。 

 そして、大事に、この財産を守り、育ててい

くべきではないかと、改めてこの点を申し上げ

たいと思います。 

 それから、先ほどの県の補助事業であります

が、高知県豊かな環境づくり総合支援事業、こ

の補助対象事業、これはちょっと調べてみます

と、幡多郡関係では、旧中村市のトンボ公園の

整備事業でありますとか、土佐清水においては、

サンゴでありますとか、休耕田をビオトープ型

の生物観察できる、そういう公園に、湿地公園

にしていく整備事業でありますとか、また、本

市におきましては、１４年にだったと思います

が、沖の島の生ごみ乾燥機設置事業、これにも

活用している経緯があります。 

 こういった補助事業、せっかくあるわけです

ので、豊かな自然環境を守っていくために、も

っともっと真剣に、この補助事業を活用して、

この宿毛は自然が残っているというだけではな

くて、もう一歩進んで、こういったものを、補

助事業も活用しながら、環境整備をやるべきで

はないかと、このように改めて言いますが、こ

の点については、また次の機会に論議をしたい

と思っております。 

 そして、その次に、学校の安全対策というこ

とでありますけれども、先ほど、教育長からも、

いろいろ答弁ありまして、その中で、私は学校

の構造上、来訪者が学校を訪ねてきた場合に、

教員室からなかなか玄関にだれが入ってきたか

わからないと、こういう学校がもうほとんどで

あります。 

 そういった意味で、学校によっては、教職員

がすぐ気がついて対応して、その確認をしなが

ら、案内をするという対応がとられております

けれども、例えば、名札でありますとか、来訪

者に対する名札であるとか、リボンをつけても

らうとか、そういうふうにして、きちんとした

形で学校が掌握しているという形での応対、こ

れが大事ではないかなと思うわけであります。 

 この点も、検討すべきではないか、このよう

に思いますが。 

 それから、先ほど、不審者情報についても、

いろいろお話ありましたけれども、学校から今

度、地域に対する不審者の情報の提供、その学

校関係者だけじゃなくて、地域ぐるみで、この

不審者が、こういう情報が出ておるという情報

については、各学校とも取り組んでいるのかど

うか。 

 例えば、咸陽小学校の場合は、校長名で手紙

を、即座によこしてもらって、不審者情報、６

月６日に高知市内で、高校１年生の女子生徒が

連れ去られようとしていた情報とか、それはも

う、一般のニュースでも出ましたけれども、注

意を、地域の人にも喚起すると、こういう取り

組みを熱心にされているわけでありますけれど

も、各学校の状況はどうなのかということもお

聞きしたいと思います。 

 それから、先ほど、登下校時における安全確
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保について、腕章を作成して、老人クラブであ

るとか、ＰＴＡ、関係者等々の方に、その腕章

を巻いてもらって、登下校時の時間帯に、特に

パトロールしていただく、大変すばらしい取り

組みだと思っております。 

 私は、先日も新聞で、プレス報道で見たわけ

ですが、南国市でこういうマグネットシートで

すね、これをつくりまして、安全パトロール、

「まほろば安全隊 南国市」と、これを１，０

００枚、車に、公用車だけではありません。学

校関係者、学校への出入りの業者等々、これを

ボディーに、簡単に外れるわけですけれども、

こういったもので、しょっちゅう、車を市内各

所で走っている。 

 これは、現在、前回の３月第１回定例会でも、

提案したわけでありますけれども、不法投棄監

視車ということで、非常にダブって、イメージ

が薄れていくんではないかという市長の答弁で

ありましたけれども、やっぱり、不法投棄監視

車、それを見れば、ちょっとこう、啓発される、

ごみを不法投棄しちゃいけないなという啓発の

意味が、物すごく、予想以上にあるような気が

します。 

 これも、腕章はもちろんいいわけなんですけ

れども、車でこれを張って走ることによって、

市内各所で、こんなに宿毛は学校の安全、子ど

もの安全に対して、みんなが、市民が一体とな

って神経使っているんだと。宿毛では、こうい

う連れ去り事件なんかは、もう絶対起こさない

地域なんだと。非常に、防犯意識が高い地域で

あるという意味からも、これは今後、せっかく

腕章をつくられるわけですから、今後、これは

つくるべき価値があるんではないか、このよう

に考えております。 

 この点についての考えも、お聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、防犯ブザーについては、もう、大

分、人間というのは慣れっこになって、子ども

たちがこれほどいろんな事件で、親も心配して

いるわけですけれども、中には、人間ですから

忘れることもあると。また、電池切れで、いざ

いうときに役に立たない。 

 そういった意味でも、定期的に学校でブザー

の点検をきちんとやっているかどうか、これは

先ほど、実施するようにしておるということで

ありますけれども、どのぐらいの、学期で１回

やっているのか、毎月やっているのか、そのぐ

らいの、どのぐらいの回数でこの点検を、絶え

ず見直ししているかということも聞きたいと思

います。 

 それから、もう１つ、安全マップの作成につ

いては、これ、大体できているようにも聞いて

おりますけれども、この作成状況、これも、現

在の安全マップの作成状況についてもお聞きし

たいと思います。 

 そういったことで、先ほどのホタルの件で言

いましたけれども、ホタルがこのようにたくさ

ん飛んでいることに対しては、環境面の問題も

もちろん一番大事でありますが、教育と、観光

と、すべてにこのリンクしていると思いますの

で、こういった面も、またお考えを示していた

だきたいと思います。 

 それから、図書館の、坂本図書館につきまし

ては、先ほど、詳しく説明いただきまして、そ

の中で、非常に図書館の持っている役割という

のは、非常に大事だと思っております。特に、

ボランティア、読み聞かせボランティア、ブッ

クスタート事業、こういった地道な事業につい

ては、ボランティアで大変、参加される方、敬

意を表するわけでありますけれども、どんどん、

本離れ、絵本離れしている中で、小さいときに、

子どもが親から絵本を読んでもらったり、話を

聞いた子どもは、やはりその後、本が好きにな

っていると。情緒も非常に豊かになるという、
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そういう研究結果もありますが、そういった意

味で、この読み聞かせ、またブックスタート事

業につきましても、これからもどんどん、積極

的に取り上げていただきたいなと思っておりま

す。 

 ちょうど、ことしは、デンマークの世界的な

作家であるアンデルセンが生まれて２００年と

いうことでございますけれども、アンデルセン

の有名な作品の１つに、マッチ売りの少女あり

ます。これは、自分の母親の話を聞いて、ダブ

らせてあの童話を書いたと、ということで、大

変、大晦日の厳しい寒さの中で、裸足でマッチ

を売り歩く少女、大変貧乏なその少女が、苦労

して、大変な試練を受けながらも、真剣に生き

ていくことによって、幸せをつかんでいくとい

う、そういうアンデルセンのその童話を通して

の子どもたちに対するメッセージは、いまだに

世界中で、多くの影響を与えている。 

 そういうことから、本を、良書をさらに、図

書館司書も現在１名でございますけれども、司

書も今後、職員の中で司書をふやしていただい

て、いい本を提供できるようにお願いしたいと

思っております。 

 それから、観光行政につきましては、いろい

ろ話がありました。答弁もいただきまして、大

体わかりましたが、今後とも、この観光行政に

ついては、大変、こういう状況で、きのうの同

僚議員による宿毛湾港、後背地の企業誘致もな

かなか思うようにならない。そういう厳しい状

況の中で、入り込み客、観光客、少しでもふや

していく。そのためにも、さらなる努力をして、

宿毛で１人でも多くの観光客が滞在していただ

けるように、そのことが宿毛の活性化にもつな

がると思っておりますので、この点も、今後と

も観光行政につきましては、力を入れて取り組

んでいただきたいと、このように思っておりま

す。 

○副議長（菱田征夫君） 市長。 

○市長（中西清二君） 菊地議員の再質問にお

答え申し上げます。 

 ホタルの保護の条例でございますが、この、

１つだけ保護条例と申しますか、それを見たわ

けでございますけれども、営利を目的に、そう

いう乱獲をしてはいけないというふうな部分が、

非常に強く出ております。 

 宿毛市においては、ホタルを営利を目的に採

集しているというふうな話は、まだ聞いていな

いわけでございますが、恐らく、菊地議員のご

質問の中には、その予防だというふうなことも

含まれているんではないかと思います。 

 そういった地域の実情というものも把握しま

して、少し、検討時間をいただきたいというふ

うに思います。 

 あくまでも、やはり自然環境を守る、大切に

するということが、市民の中に浸透するという

ことの方が、まず第一義的であろうかというふ

うなことも思います。 

 子どもはホタルを手で取りたいというふうな

欲望は、抑え切れないんじゃないんかなと思い

ますので、そこら辺も勘案しまして、検討をさ

せていただきます。 

 それから、豊かな環境づくり総合支援事業で

ございます。これはもう、県の方の補助金がい

ただけるということですが、２分の１の、市と

しての負担もあります。 

 こういったことも含めまして、どういったこ

とが、きちんとしたことができるかということ

も含めて、執行部として検討をさせていただき

たいと思います。 

 それから、観光行政の方でございます。いろ

いろと、いろんなことに力を入れていかなきゃ

いけないわけでございますけれども、１つ、沖

の島の方をとってみますと、少し、やはりまだ

離島ということでの受入体制と申しますか、観
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光客がそこにずっと滞在していただけるという

ふうな形には、まだなっていない。 

 離島という特殊性もございまして、高知県で、

ただ１つ、１市離島を持っている市でございま

す。これから、沖の島の基盤整備と申しますか、

そういった受入施設の整備につきましても、唯

一の離島ということで、国に対しても、強く働

きかけもしてまいりたいと、このように思って

おります。 

 以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 菊地議員の再質問に

お答えをしたいと思います。 

 学校等に訪問されて、その方にはっきり、不

審者かどうかという点で、名札とかそういうの

をつけたりとかいうような確認するものをなさ

れておるかということなんですが、先ほども言

いましたように、現在のところは、受付とか、

例えば参観日等に来る受付簿とかやっておりま

すけれども、日ごろは、そういうことは、もう

先生方で、職員室に残っておる先生方で確認を

すると、気をつけると、そういう形でやってお

りますので、今後、このことを校長会等に投げ

かけて、取り組みをしていきたいと、このよう

に思っております。 

 それから、不審者情報ですね、これを即座に

学校で、子どもたちに対応できるわけですけれ

ども、教育委員会から学校にという形でやって、

今度は学校が子どもたちの指導が入るわけです

けれども、それを家庭、地域になされておるか

ということですが。 

 例えば、きょう、その情報を流します。学校

の方に連絡をします。ファクスでですね。ある

いは電話で。それを即座に家庭の方に、地域の

方にいうことは、現在はやっておりません。学

校通信、あるいは学級通信、そういった通信を

通して、こういう状況だということをお願いし

て、協力依頼もするというような形で、現在は

取り組んでおります。 

 それから、学校安全パトロール、マグネット

用のパトロールを表示したものを、学校に関係

するものに張るということですけれども、現在、

まだ取り組んで、前にも指導、アドバイスをい

ただきましたけれども、まだその点については

やっておりません。先ほど言ったような腕章、

安い。 

 これは、先生方に、補導してもらう費用とし

て、その予算の中でつくったというようなこと

で、財政面でまだできてはおりませんので、本

年度は今言った、パトロール、腕章と、こうい

うものを利用していただいて、安全確保に努め

ていくと、こういうことでございます。 

 それから、安全ブザーの整備点検、本年度４

月に１、５、６年生ですね、これは配布してお

りますが、学校がお任せをした形で、学校がも

うそろそろというような形で、定期的に１学期

１回とか、何カ月に１回とか、いうふうな、特

に点検はしておりません。 

 そこのあたりも、今後、考えていきたいなと、

そういうふうに思っております。 

 安全マップの方は、１００パーセントに近い

形で一度つくって、さらに見直して、再度きち

んとしたものをつくってほしいということを、

校長会でやっております。それで報告も受けて

おります。ほとんどやっておると思います。 

 以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君） ５番菊地 徹君。 

○５番（菊地 徹君） 市長並びに教育長から、

詳しく説明いただきましたので、答弁いただき

ましたので、以上で終わります。 

○副議長（菱田征夫君） この際、１５分間休

憩をいたします。 

午後 ２時３５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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午後 ２時５０分 再開 

○副議長（菱田征夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君） １４番、一般質問を

行います。 

 私の通告は、食育基本法ということで通告さ

せていただいております。 

 この食育基本法は、去る６月１０日、法律と

してほやほやの、できたての法律でございます

けれども、既にこれについては、いろんな形で、

実際、動いている現場というものもあろうかと

思いますし、また、今後、推進会議等、国をあ

げての取り組みの中で、いろいろうちの市政に

おいても、重要な形になってくるんじゃないか

という形で、質問をさせていただきます。 

 先ほど、菊地議員さんから、デンマークのこ

とがちょっと出ましたが、「デンマークにおい

ては、寝たきり老人はゼロである」、いう言葉

が朝日新聞に書かれていたと。じゃあ、どうい

うことかと。実際、それほど寝たきりはいない

と。何でそうなるかと。デンマークでは４０年

前から、食事に対する教育が非常に盛んであり

まして、ちっちゃいときから、字が読めない子

どもにも絵本でわかるという状況で、３歳の子

どもになれば、もう台所に入って何かできると、

いうくらいに食に対する意識の徹底、これが国

をあげてされているということを、私、耳にし

ました。 

 福祉だけのとりえというか、有名なデンマー

クかという思いがいたしましたけれども、食で

そういう状況があると。デンマークで４０年前

くらい、あるいはアメリカでは３０年前くらい

から、そういう食の大事さというか、そういう

取り組みがなされているというようなことを含

んでの、今回の食育についての国会の法律制定

であろうというふうに思います。 

 きのう、きょうと同僚議員が、宿毛市、本市

の産業関係等についてのご質問されました。 

 市長、市の体制上げて、市の中でひとつ物産

を取り扱ったらとか、あるいは、地産地消とい

うか、本市の振興を図る意味で、有機農産物等

の安全な食品の課題を推進したらというような

意見がございました。 

 今回の食育基本法の中を見ますと、まさにそ

ういう点が触れられております。６条、７条で

は、環境と調和した生産等への配慮、及び農山

漁村の活性化ということについて触れられてお

りますし、８条では、食品の安全性の確保とい

う形で触れられておりまして、地域の経済的な

ことを含め、大きく今回の法律は網羅している

ということが言えるかと思います。 

 本市におきましては、先に出た議員さん方の

質問の中にもありましたけども、「すくも夢い

っぱい会」、これが規約を持って活動している

ことはご承知かと思います。その目的１条、関

連するから少し読まさせてもらいますが、目的

第１条、私たちは今こそ、足元の生活や環境を

見直す必要があります。新しい消費動向を見据

え、生命の源である第１次産業、特に人と環境

に優しい農業の研究や実践を初め、地域物産の

研究や開発を通して、地域の発展に努めます、

云々という形で、夢いっぱい会の第１条を定め

ておりますけれども、食育基本法の中に、まさ

にこれと相通ずる形のものが、国の法律として

出てきたわけでございます。 

 本市のそういう取り組みが、いかに今の流れ

にマッチしてたかということを意味するもので

はないかなという考えを持って、私はこの法案

を読まさせていただきました。 

 その法案について、質問の本題と言いますか、

内容に入っていきますが。 

 食につきましては、飽食、ダイエットを含む

拒食、個食、あるいは栄養の偏り、不規則な食
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事を初め、食の安全への問題や、輸入食材の増

加など、日本の食習慣、食文化を含めて、食が

失われる危機にあります。 

 また、食の乱れは、肥満や糖尿病、精神の不

安定など、心身の変調を来たし、生活習慣病と

して食生活改善の目標となっております。 

 国民の不健康は、医療費の増大や高齢化社会

に向かう中で、寝たきりの増加を招き、日本の

将来を危うくすることになります。 

 それらを受けて、食が心身を養い、元気の源

になる大切なものであり、また、豊かな人間性

を育むために、何よりも重要であり、食に関す

る知識、食を選択する力を持つ人間を育てるこ

とを基本理念とした食育基本法が、今回、でき

たわけでございます。 

 この職員基本法につきまして、５項目にわた

って、まず第１回目に質問させていただきます。 

 この法律につきまして、市長、教育長に、こ

の新しい法律の制定についてのお考えをお伺い

いたします。 

 ２点目、食については、今までも栄養改善や、

平成１２年に文部省、厚生省、農林省の３省庁

が出しました食生活指針でも、運動として取り

組まれてきましたが、国民一般への認知度は、

いまいちでございました。 

 食は、生きる上での基本であり、徳育、知育、

体育の基礎と位置づけられている今回の食育基

本法の趣旨に沿う食育の取り組みの現状につき

まして、すでにこういうものは、この法案の趣

旨をあらわすもの、取り組みであるということ

がありましたら、当然あるということでしょう

が、ひとつご披露願いたいと存じます。 

 そして３番目、日本の将来を憂え、財政上の

措置を明記された国や地方自治体を初め、食の

関係者や国民にまで、責務を課しての緊急なる、

また重要なる課題としての取り組みとなってお

ります。 

 本市といたしましては、食育推進にどのよう

に対応していくと考えられているのか、お伺い

いたします。 

 ４番目といたしまして、食育の啓発、指導に

ついて、どのように行っていくか、今後のこと

についてお伺いいたします。 

 ５番目といたしまして、輸入食品の見直しや、

安全な食品は、農漁業の再生にも生かせると思

うわけでございますが、その点について、どの

ようにお考えかお伺いいたします。 

 以上、第１回目の質問といたします。 

○副議長（菱田征夫君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、田中議員のご質

問にお答えができるかどうか、ちょっと不安な

ところが、実はございます。冗談ではなくて、

ただいま田中議員がおっしゃったように、まだ

できたばっかりの法律でございまして、私ども

も通告以来、まだこの法律全文を、実は読みき

れていないところがございますので、その辺に

つきましては、ご容赦を願いたいと思います。 

 田中議員おっしゃいますように、食料、知育、

徳育、体育というふうな形で、子どもたち、ま

た人に対しての教育というものが必要というふ

うになりまして、この食についても、あっさり

私、単純に思いますのは、食についても、こん

な法律でやらなければならないような世の中に、

今なっているのかというふうな、すごい危惧を

感じているのが正直なところでございます。 

 その前段で、こういうことを言わせていただ

きまして、あと、この間、男女共同参画の中で、

有名な方に、この間、宿毛市で講義をいただき

ました。その際に、その方は、自尊感情を高め

る。自分を尊敬するという感情を高めていかな

きゃいけない。その中で、必要なことは、心の

栄養と体の栄養と。 

 この体の栄養の中で、必要なことは何である

かと。その中で、１つは食べることである。そ
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して、次は、人間として寝ることである。そし

てもう１つは、体を動かすことであるというふ

うな、この３つの栄養素が必要であるというふ

うなことを、鮮明に今、覚えているわけでござ

いまして、この食育にも、これつながるのかな

というふうな感じがしまして、田中議員のお答

え、ご質問に対しての答弁を、ちょっとさせて

いただきたいと思います。 

 現在の食生活の現状は、朝食を食べない子ど

もが増加の傾向にあります。また、食料品の輸

入の増大とともに、食品の安全性に対する信頼

の低下、ＢＳＥやＯ－１５７などが発生しまし

て、食の安全の確保が求められる今日でござい

ます。 

 近々、これが施行の見通しとなっております

基本法の施行令でございますが、国民が生涯に

わたって、健全な心身を培い、豊かな人間性を

育むための食育を推進することが、重要な課題

となっておることから、食育に関する施策を、

総合的かつ計画的に推進し、もって現在、及び

将来にわたる、健康で文化的な生活と、活力あ

る社会の実現に向け、国民一人ひとりが食育を

実践し、豊かな社会を築いていくことからも、

重要な法律であるというふうに思っているわけ

でございます。 

 法の趣旨に沿う既存の取り組みについてでご

ざいますが、農業関連分野につきましては、ま

ず、食に関係する生産者、組織、団体、事業者

及び消費者が、地産地消に関する共通認識を持

ち、地域に根ざした、持続的な地産地消活動に

取り組み、地域の活性化と、食・農・漁でござ

います。文化、教育の推進を図ることを目的と

しまして、平成１７年１月に、関係機関の皆様

のご協力によりまして、宿毛市地産地消推進協

議会を立ち上げまして、宿毛の地産地消につい

て協議を始めておるところでございます。 

 次に、食の安全、安心が注目される中で、高

知はた農協を中心としまして、農薬の安全使用

と生産履歴記帳、トレイサビリティーを、各生

産部会、生産農家へ徹底するように努めておる

ところでございます。 

 また、今年度、「すくも夢いっぱい会」の中

の食の安全部会によりまして、環境保全型農業

の取り組みとして、水稲、稲の部分でございま

すが、水稲部門における減農薬栽培の試験栽培

が始まっているところでございます。 

 さらに、県の幡多農業振興センターの事業に

よりまして、市内で畜産堆肥を使用した堆肥米

の実証圃にも取り組んでおります。 

 所管会議の設置、計画の策定、指針の作成め

どにつきまして、次にお答えいたします。 

 基本法につきましては、この法の施行後、国、

県の動向を見ながら、所管会議の設置、計画の

策定、指針の策定等、協議して、検討していき

たいと考えておるところでございます。 

 食育の啓発、指導の体制でございますが、食

育は、家庭、学校、保育所、地域、その他あら

ゆる機会とあらゆる場所を利用しまして、食料

の生産から消費等に至るまでの食に関するさま

ざまな体験活動を行うとともに、みずから食育

の推進のための活動を実践することによりまし

て、食に関する理解を深めるとともに、食事に

ついて、望ましい習慣を学びながら、食事を楽

しむ機会の提供、その他栄養管理に関する知識

の普及、及び情報の提供、栄養指導による正し

い知識を身につけさせる指導者の育成が必要で

はないかと考えております。 

 農漁業再生のために、この法律をいかに活用

していくか。先ほど申し上げましたが、宿毛市

地産地消推進協議会を立ち上げまして、協議を

始めているところでございますが、地産地消は、

単に地域の食材を消費するだけではなくて、物、

これは食材を通しまして、人がつながるという

ことが原点でございます。この人と人とのつな
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がりを原点としまして、食の教育や、食文化の

伝承と活用、生産者の生きがいとか、消費者の

安心、信頼、さらには食を柱とする生き生きと

した村づくり、まちづくりなどを、地域づくり

へとつなげていきたいというふうに考えておる

ところでございます。 

 このために、具体的には、この法の施行後、

国、県がどういった施策事業を展開していくの

か、現段階では、まだ把握はできておりません。

先に述べました地産地消の取り組みと、タイア

ップした形で、有益な補助事業等は積極的に取

り入れて、地域農漁業の活性化を図ってまいり

たいと、このように考えておるところでござい

ます。 

 意図するところと少し答弁が食い違うかもし

れませんが、この食育基本法にのっとった形で

の、今現在の我々の話せる段階を、答弁をさせ

ていただきました。 

○副議長（菱田征夫君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 教育長、１４番、田

中議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

 近年、飽食の時代とも言われる中、児童、生

徒を取り巻く食環境や食生活も、大きく変化を

しています。 

 偏食、欠食、朝食抜きなど、さまざまな問題

が指摘されておりますが、この法によって、農

山漁村の生産流通における体験活動、地域の食

材や食文化を学び、いろいろな人と触れ合いな

がら、食の大切さを学べると考えております。 

 また、さまざまな経験を通じて、食に関する

知識と、食を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践することができる人間を育てる食育を

推進することが求められており、この法によっ

て、豊かな人間性を育んでいく基礎となると考

えます。 

 法趣旨に沿う既存の取り組みについて、お答

えをいたします。 

 食育とは、食を通して、生きる力を育むこと

であるとともに、未来を担う子どもたちの、健

やかな成長のために、家庭、学校等における食

育の取り組みを行うことが必要であると考えま

す。 

 現在の取り組みとしましては、学校現場での

体験学習による稲作づくり、それから野菜づく

りを実践しております。 

 給食センターでは、１日の平均栄養所要量の

３分の１を供給することを基本に、バランスの

とれた学校給食を提供しており、子どもたちに、

より関心を持ってもらうよう、次のことに取り

組んでおります。 

 毎日の給食時間を利用し、学校放送で、食の

大切さを訴え、豊かな人間形成の一環としてお

ります。 

 放送原稿は、栄養の話、食材の話、携わる人

の話、残飯を通じての物の大切さなど、日々内

容は多種にわたっております。栄養士が作成し、

学校に配付し、当番の子どもたちが放送してお

ります。 

 次に、給食センター見学を行っております。 

 給食のできる過程を、実際に見ることにより、

給食に対する興味、関心が高まるものと考えて

おります。 

 次に、地産地消の取り組みです。現在、利用

している品目は、米、牛乳、ポーク、鶏卵、味

噌、マグロ、カツオ、キビナゴ、ネギ、キュウ

リ、ブロッコリー、ミカン類など、利用できる

ものについては、積極的に利用しております。 

 食育の啓発指導体制について、お答えをしま

す。 

 学校における取り組みについては、教育行政

方針に掲げております学校栄養士による食にか

かわる学校給食指導を毎年行っております。 

 内容については、朝ごはんを食べよう。食べ

物の働きを知ろう、など、さまざまな内容で指
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導しており、保護者に対しても、参観日の試食

会で、給食について説明指導を行っております

が、全学校に出向くことができない状況であり

ます。 

 本年度より、栄養教諭制度が創設され、県内

では４カ所に配属されました。残念ながら、宿

毛市には配属されておりませんが、今後、要望

をして、より細かな栄養指導ができるよう、考

えていきたいと、このように思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君） １４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君） 再質問を行います。 

 今、５点にわたってお聞きしましたところ、

それぞれお答えいただいたわけですけれども、

一番、法律ができたとうで、なかなか取り組み

いうか、今後の形はということを、市長も今後、

国やら県の動向と言いますか、その流れを見な

がら、本市でも対応していきたいということで、

その法律の趣旨というか、そういうものについ

ては、市長、あるいは教育長ともども、現状の

中でいろいろ問題ありと。それで一応、食べる

こと、あるいはそういうことについての大切さ

は評価されるということで、そういう意味では、

この食育基本法、全党が賛成というわけではな

いようでございますけども、非常に今の現状を

踏まえたときに、うちの、本市のリーダーとし

ては、それぞれ大切なことであって、今後、生

かしていかにゃいかんというようなご認識とい

うふうに、私は受けとめました。 

 それで、今後の、まさに法律が１カ月以内に

施行されるということで、法律はできて、さあ、

１カ月以内に施行され、政府において、９月こ

ろ、基本方針つくられ、県の方に下りてきて、

年度内というか、年内ぐらいにそれぞれ市町村

まで、いろんな形でくるんじゃないかという流

れは、私としても理解できますし、いろいろの

取り組みも、うちではされているというとで踏

まえますが、ただ、この指導体制、４番の指導

体制に関してですが、今までも、食事に対する

重要さということについては、食生活指針とか、

いろんな形でされてきたわけですけれども、そ

れでも今、こういう形で食が問題化されてきて

いるというとこに、どういう弱さがあったのか

なということで、振り返るわけです。 

 そうしたときに、食べ物の生産、加工、流通

とか、あるいは調理方法、食べ方、あるいは作

法等について、いろいろ理解さすように努めて、

学校給食関係においても、生徒に対してされて

いるということですし、また、一般の国民すべ

ての世代にという対象になってますが、その関

係については、どこがどうということはちょっ

と言いにくい面あるんですが、そういう動きに

ついては、一応、食の理解という意味では、学

校教育等における動きについては、一定の効果

はあるなと、理解できるということでは納得で

きるんですけれども。 

 そういう流れの中で、なおかつ現在の問題を

かもし出しているのは何でかなというたときに、

いわゆる食べ物に対して、形というか、その動

きというか、それ以前に食べ物そのものを見つ

めるという観点が抜けてたんで、結局、この食

べ物の大切さというのがしっかり腹入りしてな

いんじゃないかなというのを、私は感じるわけ

です。 

 それで、食養生というか、食養という形のこ

とを扱っている人たちによりますと、食べ物で

人間はがらがら、がらりと変わりますよという

ことをよく聞くわけです。 

 私どもも、例えばアトピーでも、それは自然、

有機農法の産物と、自然塩で１００パーセント

直りますよってな形も、先般、ちょっと九州の

方で、そういう関係者から聞いたんですけども、

そういう病気をしてというか、１つの心身の不

調を来たした人たちが、そういうものに遭遇し
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たときに、おっと、食べ物はこんなに違うんか

なというようなことを感じると、本当に食べ物

は粗末にできないし、大事にしなくちゃいけな

いなという実感というか、感覚があれば、ずっ

とそういうものは、しっかりした、根をついた

形で広がりを抱くと思うんです。 

 そうしたときに、じゃあ、そういう指導がで

きるこの食育基本法において、そういう、いわ

ゆる啓発指導、それをどのようにするかという

ことが、私はこの法律が生きるか生きないかの

大きな問題点じゃないかなということを、実は

感じます。 

 それで、初めの、第１回目の質問のときにも、

アメリカの方で３０年前からこういうがんを撲

滅すると。肥満を撲滅するという課題の中で、

食育に取り組まれたという中で、日本人の方が

すごい活躍しているわけです。 

 アメリカの、いわゆる歴史博物館、皆さんお

聞きになったこともあるかもしれませんが、ス

ミソニアン博物館という博物館があるわけです

けれども、この博物館に、アメリカ人の健康を

つくるために活躍した日本人という形で、日本

の久司道夫さんという方が、スミソニアンに日

本人として初めて殿堂入りした。しかも、彼は

今、７９歳ですか、生きているわけなんですが、

生きている人で、そのスミソニアン博物館の殿

堂入りしたいうのは、世界で初めてというくら

い、日本の食のあり方、ものの、食事に対する

考え方が、よその国では評価されていると。 

 そういうものが、日本の中にはほとんど浸透

してないと。何でかなと。その当たり、その久

司さんが扱うのは何かと、基本的な理念と言い

ますか、それは、東洋思想の、仏教の教えとか、

いろいろ言われますけれども、東洋思想の考え

方を食事に生かして、アメリカで活躍したと。

そうした結果、そういう日本人として、評価を

受けているという、その東洋思想の食に対する

考え方が、今、現場でどれだけ扱われているか

なというのが、私は気になるところです。 

 ちょっと、二、三取り上げてみますと、皆様

もお聞きになったことがあるかもしれませんが、

医食同源いう言葉があります。 

 健康、病気、まさに医の世界は、食事と相通

ずるということです。 

 また、一物全体ということもあります。食べ

るものひとつのものは、その１つで１つの完結

してるんだと。それを人間が食べやすいように、

いろいろ加工しすぎると、本来いい、体にいい

ものがよくなくなったり、あるいは十分な効果

を発揮しない食べ物になりますよということで

すが、例えば、白米、お米ですが、白米にする

と玄米の約３分の１くらいに、すべての栄養素

がなくなってしまいます。五分づき、あるいは

胚芽精米だったら、半分くらいでなります。白

米はそれの半分くらいです。 

 精製したものとして、例えばお塩ですけれど

も、公社の９・９パーセントのお塩につきまし

ては、それと自然塩と、これに貝を入れて塩を

吹かしてみます。自然塩の方は、塩をぼんぼん

吹いて、周囲がもう塩水だらけになります。普

通の食塩の場合は、そこまで吹きません。 

 だから、そういう生命反応が、それだけ違う

とか、いうことが、まさに東洋の思想の一物全

体という言葉の中に含まれているわけです。 

 そしてまた、身土不二という言葉があります。

これは、地産地消と一致するかと思いますけれ

ども、その土地で取れた物を食べて、人類は生

きてきたんで、その土地でできた物を食べてれ

ば、まず大丈夫ですよということになろうかと

思いますが、そういうようなこと。 

 また、一物全体にしても、あるいは身土不二

にしても、別の意味から見ますと、体を陰性に

するか陽性にするかとかいう陰陽のことも出て

きます。 
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 そういう東洋思想が、食事の中で生かされる

ような指導体制がないと、私は本当の食育、教

育が地につかないんじゃないかなという思いが

いたしますし、そのあたりの動きとして、この

法案をいろいろ読んで見ますと、まさに食事を

選ぶ力を、それぞれの皆さんに身につけていた

だこうということの奥には、そういうことまで

あるんじゃないかというような思いがいたしま

す。 

 今回は、できたての法律でございますので、

そういうことを含めて、すべての取り組み等に

ついて、ああだこうだ言っても、まだ先のこと

でございますので、順次、また質問させていた

だきますけれども、以上の、そういう基本的な

今後の取り組み、考え方について、一言ずつ、

また市長、教育長からお言葉をいただいて、私

の一般質問を終わりたいと思いますが、よろし

くお願いします。 

○副議長（菱田征夫君） 市長。 

○市長（中西清二君） 田中議員の再質問に、

答えられるかどうか、ちょっとわかりませんが。 

 今、るる田中議員から、食の大切さ、それか

ら自然的なものを大切にするというふうなこと

のニュアンスも入って、いろいろ食を見つめな

おすべきではないかというふうなことも入って

いたかと思います。 

 私ども、この食育基本法案というものを、今、

ここに持っておるわけでございますけど、これ

については、国がどうする、県がどうする、そ

してまた地方公共団体がどういうふうな責務を

負うと。 

 そしてまた、これは漁業関係者、農業関係者

の責務というふうなものまで入っておりまして、

どういった形で物事を進めていくかというふう

なことも、規定されているわけでございます。 

 一応、今、日本の中には、いろいろな本であ

るとか、雑誌であるかとによりまして、今、田

中議員がおっしゃったような、食を本当に真剣

に考えて、こういったものを食べていきなさい、

こういったものをつくりなさい。そして、有機

栽培もやっていきなさいというふうなことを、

いろいろおっしゃってもらっている方がたくさ

んおられます。 

 それが、一応、この方々が、国としての指導

的な立場におられるのかなということもありま

すが、そういった、本を読んだりして考え直し

ている市民の方々も、実際におられるというこ

とで、我々としては、ここを第一次産業の地で

ございますので、魚にしろ、農産物にしろ、本

当にこの食の安全なものを、提供もしていかな

きゃいけない。 

 食べる物も大切でございますが、提供してい

く方も、そういった食に安全にかかわるものも

提供していく責務も負うんではないかなという

ふうなことも思っておりまして、この法律の趣

旨にのっとった形での食の安全といったものに

ついて、推し進めてまいりたいし、また、自分

でもそういった安全にかかるものも食べてもい

きたい。 

 それから、できるだけ皆さんにもそういうこ

とを、安全のものを生産するといったようなこ

とも、推し進めていかなきゃいけないというふ

うには思ったわけでございます。 

 お答えになっているかどうか、ちょっとわか

りませんが、ぜひ、この趣旨にのっとりまして

の宿毛市の市政というものを執行してまいりた

いと、このように思っております。 

○副議長（菱田征夫君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 田中議員の再質問に

お答えをしたいと思います。 

 私も、先ほど、市長が言われたように、この

食育基本法は、十分、理解をしておりません。 

 ただ、学校教育の中で、知・徳・体といわれ

ておりましたのが、知・徳・体・食という形で、
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食育が入ってきました。 

 そういうことで、入ってくるまでも、宿毛市

の場合には、食というものに対しては、学校給

食もありまして、随分と食が人間の体、心、そ

ういうものをつくる原点になっておるというよ

うな押さえがありますので、そういった取り組

みを展開してきておったわけですけれども、な

お、この食育基本法ができましたので、また、

県、それから国、そういったところから、そう

いう取り組みの進め方、そういったものが具体

的に出てくると思いますので、それを大事にし

ながら、取り組んでまいりたいと、こういうよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君） １４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君） ありがとうございま

した。 

 決意のほどをお伺いいたしました。 

 それで、本市の場合は、海、山、そして耕地、

非常に食育の関係においては恵まれた条件下の

本市であろうかと思いますので、先人の食への

言行等、あるいは市民のいろんなご意見、ある

いは活動、協力をいただきながら、本食育の推

進に、真摯に取り組んでいただきたいことをお

願いいたしまして、一般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君） これにて、一般質問

を終結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時２７分 散会 

 



 

－ 107 － 

平成１７年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第４号 

 

１ 議事日程 

    第８日（平成１７年６月２２日 水曜日） 

午前１０時 開議 

  第１ 議案第１号から議案第３５号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

  日程第１ 議案第１号から議案第３５号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１８名） 

   １番 浅 木   敏 君     ２番 中 平 富 宏 君 

   ３番 有 田 都 子 君     ４番 浦 尻 和 伸 君 

   ５番 菊 地   徹 君     ６番 寺 田 公 一 君 

   ７番 菱 田 征 夫 君     ８番 宮 本 有 二 君 

   ９番 濵 田 陸 紀 君    １０番 沖 本 年 男 君 

  １１番 西 郷 典 生 君    １２番 岡 村 佳 忠 君 

  １３番 佐 田 忠 孝 君    １４番 田 中 徳 武 君 

  １５番 山 本 幸 雄 君    １６番 中 川   貢 君 

  １７番 西 村 六 男 君    １８番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        福 田 延 治 君 

   次    長 
   兼 庶 務 係 長       

小 野 正 二 君 

   議 事 係 長        岩 本 昌 彦 君 

   調 査 係 長        乾     均 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市    長  中 西 清 二 君 

   助    役  西 野 秋 美 君 

   収 入 役  中 上 晋 助 君 
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   企画広報課長  小 松 宣 男 君 

   総 務 課 長        岡 本 公 文 君 

   市 民 課 長  松 岡 繁 喜 君 

   税 務 課 長  松 田 雅 俊 君 

   会 計 課 長  夕 部 政 明 君 

   保健介護課長  西 本 寿 彦 君 

   環 境 課 長        谷 本 秀 世 君 

   人権推進課長  美濃部   勇 君 

   農 林 課 長        小 島 正 樹 君 

   水 産 課 長  間   和 海 君 

   商工観光課長  谷 本   実 君 

   土 木 課 長        茨 木   隆 君 

   都市建設課長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  岡 添 吉 見 君 

   水 道 課 長 兼       

   下 水 道 課 長       
江 口 日出男 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        嶋   統 一 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
西 尾   諭 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

高 木 一 成 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
近 藤 勝 喜 君 

   千 寿 園 長  尾 崎 重 幸 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長から報告をいたします。 

 本日までに陳情３件を受理いたしました。 

 よって、お手元に配付してあります「陳情文

書表」のとおり所管の常任委員会へ付託いたし

ます。 

 日程第１「議案第１号から議案第３５号ま

で」の３５議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 １１番西郷典生君。 

○１１番（西郷典生君） おはようございます。 

 １１番、質疑を行います。 

 先の第３回臨時議会におきまして、２年間務

めさせていただきました議長職を、現議長と交

代をいたしまして初めての登壇でございます。

この２年間は、市民を初め、同僚議員、執行部

や幹部職員、一般職、特に議会事務局の職員に

は、大変お世話になりましたことを、本席から

改めてお礼を申し上げます。 

 それでは、本題に入ります。 

 今回、私が質疑をいたしますのは、議案第５

号別冊、平成１７年度宿毛市一般会計補正予算

第３号のみであります。 

 まず、歳出について質疑をいたします。 

 ページ９ページ、第２款総務費の第１項１６

目１３節の委託料５万円が補正されています。

これは、当初予算で、木造住宅耐震改修計画審

査委託料として、１６５万円が計上されていた

ものだと思っておりますが、今回、５万円の計

上されたこの理由について、説明を願います。 

 続いて、同じく９ページ、第３款民生費、第

１項２目１３節の委託料１００万円が計上され

ております。これは、訪問入浴事業委託料とし

て補正されておりますが、この訪問入浴事業の

現在の利用者数、そしてその内容、委託料の算

定根拠等について、説明を願います。 

 同じ款項の６目福祉医療対策費、１３節の委

託料１１０万円が、乳幼児医療システム改修委

託料として補正されております。委託先とシス

テムを、どのように改修しようとしているのか

について、説明を願います。 

 続いて、１０ページ、第５款農林水産費、第

１項５目１５節の工事請負費１５０万円が、貝

塚法定外公共物改修工事として補正されており

ます。改修しようとする物件と場所について、

説明を願います。 

 同じく、１０ページ、第５款第１項６目１９

節の負担金補助及び交付金７万１，０００円で

ございます。死亡牛緊急検査処理円滑化推進事

業負担金として補正されておりますが、これは、

当初予算では３０万３，０００円が予算化され

ておりました。今回、補正された理由と、その

事業内容について、説明をお願いいたします。 

 続いて、ページ１１ページ、５款農林水産業

の第３項２目１９節の負担金補助及び交付金１

５０万円、宿毛市水産業総合支援事業補助金で

あります。当初予算では、５１３万３，０００

円が予算化されておりました。今回、これを補

正した理由について、説明を願います。 

 同じく、１１ページ、第６款商工費、第１項

２目商工振興費の、本町商店街街路整備事業補

助金、歳入では雑入で、自治総合センター交付

金として１，９８４万５，０００円が補正され

ております。この事業につきましては、商工観

光課長谷本課長が、本年第１回定例会の寺田議

員の質疑に対して答弁する中で、説明をされて

おりました。 

 本町並びに土居下商店街の総延長７５０メー

トルを整備するため、街灯街路整備事業を計画
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し、事業費約２，０００万円で、宝くじを財源

とした国の地域活性化センターへ、県を通じて

事業採択のため、申請行為をしていたと。県下

各地からの申請がある中で、宿毛市の企画申請

書が、本県の代表に選ばれたことや、現在、国

の裁定待ちであること。 

 この事業が、全国で１０カ所程度しか事業採

択されないこと。さらに、全額１００パーセン

トが補助適用とするなど、もう間もなく、これ

を、県を通じて事業採択の内示があるであろう

と、こういう説明をされておられた分でありま

す。 

 多分、これがその予算ではないかと思うわけ

でありますが、その予算であるのかどうか。ま

た、そうだとして、事業内容について、もう少

し詳しく、詳細な説明をお願いをしたいと思い

ます。 

 きょうは時間も十分ありますので。平素は簡

潔にと言いますけれども、きょうは十分時間を

かけて、わかるように説明していただければあ

りがたいと思っております。 

 同じく、ページ１１ページ、第７款土木費、

第３項３目１３節の委託料１１０万円の地質調

査委託料について、委託先と調査の場所につい

て、説明をお願いをいたします。 

 同じく、１５節工事請負費ですが、街路・宅

盤等整備工事費。これは、当初予算では２億５，

８８６万９，０００円が予算化されていたもの

ですが、今回、５９１万１，０００円が減額と

なっています。減額の理由について、説明を願

います。 

 同じく２２節補償補填及び賠償金として、当

初予算では５，９４９万４，０００円が予算化

されておりました。今回、４３１万９，０００

円を補正していますが、当初予算との関連はど

うなのか。また、その内容についても、説明を

お願いいたします。 

 ページ１２ページ、第８款消防費、第１項２

目非常備消防費の８節報償費でありますが、１

０万円が補正されています。 

 当初予算では、３１８万５，０００円を計上

しておりましたが、今回、１０万円を補正しな

ければならなかったその理由について、説明を

お願いいたします。 

 同じく１２ページ、第９款教育費、第２項２

目８節の報償費、金額こんまいですが、４万５，

０００円、学力向上フロンティア事業報償金と

あります。この事業は、当初予算にはなかった

ものだと思いますが、当初計画になかったもの、

それが今回、出てきておりますが、この事業内

容について、説明をお願いいたします。 

 続いて、同じく１２ページから１３ページに

かけて、第９款の教育費、第４項社会教育費、

文教センター管理費委託料。それから、第５項

保健体育振興費のこの委託料、６項目ぐらいに

なっていますかね。これがすべて減額になって

おりますが、この減額になった理由について、

説明をお願いをいたします。 

 同じく、１３ページ、第９款第６項４目８節

と１９節に、親の子育て力向上推進事業で、報

償費が６万円、負担金補助及び交付金が８３万

６，０００円、補正されておりますが、この事

業内容と、補助交付先についての説明をお願い

いたします。 

 以上で、私の質疑は終わりますが、できるだ

け１回で終われるように、明快な説明をお願い

をいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君） 総務課長。 

○総務課長（岡本公文君） おはようございま

す。総務課長、１１番、西郷議員の質疑にお答

えいたします。 

 議案第５号別冊、ページ９ページ、２款１項

総務管理費の１６目防災対策費で、１３節５万
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を計上いたしております。 

 当初、１６５万を計上しておったと。５万計

上する理由ということでございますが、この５

万につきましては、議員の言われます１６５万

の当初予算とは、若干、内容が違っておりまし

て、平成１６年度で各個人の住宅を、希望者の

方々を対象に、１戸当たり３万３，０００円で

住宅の耐震診断を行ってまいりました。 

 その中で、耐震診断の結果、総合評点が・７

以下の方々に対しまして、耐震改修をしていた

だく方には、６０万を限度に、市と県が補助を

いたしますよということで、当初予算で５戸分、

３００万計上させていただいております。 

 その改修を希望する方が、改修計画、設計書

いいますか、その改修計画が、総合評点・０以

上に、・７未満の方が・０以上になっているか

どうか、地震に耐えられる構造設計いいますか、

そういう形になっているかどうかを審査をして

いただく費用として、当初、５件を組んでおり

ます５戸分に対して、建築士、県の建築士事務

所協会に１件１万で委託をして、内容をチェッ

クしていただくということでございますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、ページ１２ページ、非常備消防

費の消防団員退職報償金の件ですが、当初、３

００万計上をさせていただいておりました。こ

れは、当初は見込み数として１５名を予算計上

させていただいておりましたが、消防団を退職

される方が、今回、確定いたしまして、１９名

になりました。それで、務めていただいた年数

で、それぞれ違うわけですが、精算をした結果、

当初予算に１０万の不足を生じるということで、

今回、計上をさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君） 福祉事務所

長。１１番、西郷議員の質疑にお答えいたしま

す。 

 議案第５号別冊「平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算」の、ページ９ページ、３・１・２

の１３でございます。 

 この委託料１００万円の利用者数と、内容と

いうことでございますが、現在、この入浴事業

については、対象者がございません。これ、昨

年の途中から、対象者がございませんでしたが、

今回、対象者ができてまいりました。 

 これ、身体障害者支援費制度の中に制度がご

ざいまして、当初予算では、対象者がなかった

ということで、予算計上いたしておりませんで

したけれども、対象者ができたということで、

今回、補正をさせていただいております。 

 内容につきましては、１回１万２，５００円

で、月に８回移動入浴をするということでござ

いまして、その１０カ月分を計上させていただ

いております。 

 委託先については、社会福祉協議会に委託す

る予定にいたしております。 

 それから、同じページの３・１・６の１３、

委託料１１０万円でございますが、委託先につ

きましては、高知電算センターでございます。 

 それから、どんなシステム改修するかという

ことでございますが、今回、今議会に議案第８

号で、福祉医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例を提案させていただいております。 

 対象者が、福祉医療費の方の対象者が、現在

は入院の方については、就学前まで全員、医療

費の対象になっておる、助成の対象になってお

るわけでございますし、それから、通院につい

ては、県の制度では、１歳未満の方について、

医療費の対象になっておりますが、県が本年の

１０月から、この制度を見直すことにいたして

おりまして、入院の方も、それから通院の方も、

就学前までを対象にしていこうという形になっ
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ております。 

 ただ、その場合に、所得制限も設けていこう

ということになりまして、本市の場合も、それ

に準じた改正等、下の分を３歳まではお願いを

いたしておるところでございますが、そういう

改正に伴いまして、医療費のシステムを改修す

るものでございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 農林課長。 

○農林課長（小島正樹君） 農林課長、１１番

議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第５号別冊、ページ１０ページですが、

款項目５・１・５の１５節貝塚法定外公共物改

修工事の１５０万の内容ですが、昨年の台風２

３号により、排水路、赤線なんですが、崩土に

よりまして潰れておりますので、機能回復の工

事をするものです。 

 この排水路につきましては、平成１６年４月

１日に法定外公共物として、県から宿毛市に移

管されており、現状につきましては、降雨や湧

き水の排水が遮断されまして、下流の排水管い

いますか、水路には流れずに人家の裏へ泥水と

一緒に流れて、非常に危険な状態となっており

ます。 

 そのために工事をするわけですが、延長が１

４メートル、土砂等の取り除きが約２３０立方

メートル、それと、それに伴いまして、水路工、

高さ５０センチ、幅が１メートル、延長８メー

トルの水路の設置をする工事であります。 

 場所につきましては、貝塚地区です。 

 それともう１点です。同じページで、款項目

５・１・６の１９節、失礼しました。先ほど、

水路の中で赤線と答えましたが、青線の間違い

です。申しわけありません。 

 ５・１・６の１９節死亡牛緊急検査処理円滑

化推進事業負担金７万１，０００円の補正の内

容ですが、生産者や消費者の安心と信頼を確保

するため、これはＢＳＥ対策なんですが、死亡

牛が発生した場合、届出が義務づけられていま

す。その場合、検査結果、通常は２日ないし４

日程度だと思いますが、その間、冷凍輸送車い

いますか、車で保管をするわけですが、その経

費を市町村が負担するものです。 

 負担割合につきましては、家畜の頭数、均等

割と家畜の使用頭数割で決定になります。当初

予算に３０万３，０００円を計上しておりまし

たが、当初予算編制後に、県の補助金等審議会

の審査を受けて確定しましたので、今回、補正

をするものです。 

 補正後は、言われましたように３７万４，０

００円となります。なお、支出先につきまして

は、社団法人高知県家畜畜産物衛生指導協会で

す。よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） 水産課長。 

○水産課長（間 和海君） 水産課長、１１番、

西郷議員の質疑にお答えします。 

 議案第５号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算、ページ１１ページ、５・３・２水

産振興費の宿毛市水産業総合支援事業補助金１

５０万でございますが、当初予算で５１３万３，

０００円お願いしておりましたが、それ以後、

今回、同１５０万の理由ということでございま

すが、当初予算では、魚類防疫士の育成事業と、

デレキクレーンの設置事業、中層漁礁の設置事

業、この３つを宿毛市総合支援事業の補助金で

上げさせてもらっておりましたが、今回、歳入

の方の７ページの農林水産業費県補助金、土佐

の魚流通販売促進事業費補助金で１５０万を歳

入で受けておりますが、この分が本年度から施

行されまして、この補助金を受けて、宿毛市水

産業総合支援事業として支出をしたいと。補助

をしたいということで、宿毛湾漁協のまき網共

同販売組織に補助をしたいとするものでござい

ますが、内容は、漁村の活性化及び事業者の所
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得の向上を図るために、地域の水産物の新たな

流通経路や形態を確立をしたいということで、

流通販売の実績活動に支援をしたいということ

でございます。 

 これにつきましては、昨年度まで宿毛湾の中

核的な漁業でありますまき網漁業が、まき網部

会が宿毛湾の魚のおいしさと新鮮さを消費地に

アピールするために、畜用のアジとかサバです

ね、それとばら凍結を今、試験的に試みており

ますが、それを高知市内の量販店とかホテル、

料理店、そういうところに宅配便等と試験的に

出荷をしてまいった経過がございます。 

 それを、今年度、この事業を活用して、本格

的にと言いますか、まき網部会の共同販売組織

がみずから受注を受けて、配送もしたいという

ことで、この事業を受けて、土佐の魚、流通販

売促進事業の県の支援を受けてやりたいという

ことで、今回、うちの方、宿毛市側としては、

宿毛市水産業総合支援事業補助金ということで、

歳出を組みたいということに思っております。 

 できれば、このことによって、宿毛湾の魚が、

魚のピーアールにつながっていければ幸いだと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（岡村佳忠君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本 実君） 商工観光課

長。１１番、西郷議員のご質疑にお答えをいた

します。 

 ご質問の箇所につきましては、議案第５号別

冊、平成１７年度宿毛市一般会計補正予算第３

号、１１ページ記載の商工業振興費の中の１９

節負担金補助及び交付金、金額１，９８４万５，

０００円の補正根拠並びに事業内容等につきま

して、ご質問をいただきました。 

 ご質問議員が、冒頭にお触れいただきました

とおり、今回の事案につきましては、さきに開

催されました３月定例議会につきまして、若干

の経過報告を申し上げた事案でございます。 

 このほど、その流れをもちまして、宝くじを

財源といたします地域活性化センターを包括い

たします国の財団法人、自治総合センターの組

織しております魅力ある商店街づくり助成制度

に対し、かねて事業申請をいたしておりました

当市本町商店街街路整備事業が、見事通過をい

たしまして、正式決定が本年６月１日をもちま

して、県を通じまして当市に到着した状況にご

ざいます。謹んで、議会の皆様方にもご報告を

申し上げたいと存じます。 

 当該助成制度につきましては、これまたご質

問議員にご指摘のとおりでございます。当該申

請事業費の満額１００パーセントが交付される

ものでございます。 

 また、この交付金につきましては、その全額

が一たん、市に交付される中、適正な事業執行

を目途に、今回の事業主体でございます本町商

店街振興組合に対しまして、市補助金として、

その支出がなされることになるものでございま

す。 

 同補正予算書８ページの歳入項目記載のとお

り、センターからの事業費助成交付金１，９８

４万５，０００円の受け入れ、並びに１１ペー

ジ歳出項目記載の同額金額を実施主体となりま

す本町商店街振興組合に対しまして、支出する

ことにつきまして、議会のご承認をいただくべ

く、今回、議案を上程させていただいておる状

況にございます。 

 今回の事業採択の要因につきましては、言う

に及ばず、長年にわたりまして、粘り強く事業

要望を継続された本町商店街所属の皆さんを初

め、関係各位のたゆまざる努力、熱意の賜物で

ありまして、窓口を担当いたしました私ども商

工観光課といたしましても、これら多くの皆様

方に、心からなる敬意と感謝の意を捧げさせて

いただきたいと存じます。 
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 前置きが長くなりました。 

 街路整備の事業内容につきまして、その概要

を説明を申し上げます。 

 事業エリアにつきましては、これまた、先ほ

どお触れをいただきましたが、正式地名名称で

申しますならば、宿毛市中央７の４の２２地先

から、宿毛市中央２の７の１４地先、ちょっと

わかりにくいでしょうか。具体的に申しますと、

下本町交差点東側から、土居下文教センターに

至る延長約７５０メートルの既存商店街に敷設

されております老朽化顕著なる街路灯を撤去す

る中で、町並みにマッチし、かつ宿毛らしさを

全面的にアピールするための新設街路灯５０基

の敷設を実施いたします。 

 なお、街路灯新設工事予算といたしましては、

申請時における金額といたしましては、１基当

たり３５万２，０００円、５０基分、合計とい

たしまして１，７６０万円を想定いたしており

ます。 

 また、エリア内３カ所に、当該商店街の催し

物や、各店舗の紹介を含めまして、商店街の皆

さんの意気込みを全面的に打ち出すための広報

案内板を３カ所、設置いたします。これまた、

申請時におけます予算につきましては、１カ所

２３万３，０００円、３カ所分合計約７０万円

の工事費を想定いたしております。 

 また、加えて、商店街を訪れた皆さんに、憩

いと触れあいを実感していただくためのベンチ

の敷設を、エリア内５カ所に実施いたします。

１カ所当たりの工事費は１２万円、５カ所合計

で６０万円の事業費を想定いたしているところ

でございます。 

 これらの申請事業費合計は、１，８９０万円

となるものでございますが、この事業に伴う消

費税につきましても、同センターからの助成対

象となるものでございまして、消費税９４万５，

０００円を加えまして、今回の補正予算額でご

ざいます１，９８４万５，０００円を上程申し

上げている状況にございます。 

 なお、今議会におきまして、ご承認をいただ

きましたら、事業の実施主体であります本町商

店街振興組合から、当市が業務委託を受ける形

の中で、入札を初め、施工管理、竣工検査等に

至る一貫した業務を担当することにつきまして、

同組合理事会との間で、既に協定がなされてい

る状況にございます。 

 また、業者選定につきましては、今議会でも

入札関係につきまして、一般質問を通じて市長

がお答えを申し上げたとおりでございますが、

当然のことながら、私どもといたしましては、

商店街振興組合さんとの、これまた話し合いに

よりまして、地元業者を優先的に活用すること

につきまして、協定が図られているところでご

ざいますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 また、ご質問議員が、当然のことといたしま

してお考えのことと存じますが、今回の事業展

開が、単なるハード事業に終わることなく、こ

れを契機といたしまして、さらなる既存商店街

の振興策を構築する必要がございます。既に本

町商店街並びに隣接する土居下商店街の皆さん

におかれましては、一昨年より開催をされまし

た本町ふれあい夜市の今後の継続開催はもとよ

り、夏場の時期におけます盆踊りの復活、これ

は帰省客や入り込み客の誘致を図る目的をもっ

て、それらが計画されているところでございま

す。 

 加えて、フリーマーケットや、またオープン

カフェ等、もろもろの事業展開が、現在、計画

進行中であることをご承知おきいただきたいと

存じます。 

 いうに及ばず、私どもといたしましては、今

回の助成事業が、既存商店街の皆さんのさらな

る団結を生み、低迷する中心市街地の活性化に

大きく貢献することを心からご祈念を申し上げ
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ているところでございます。含めて、今後、当

市に存在する他の既存商店街の皆さんの主体的

な取り組みを醸成することを前提といたしまし

て、行政といたしましても、あるべき支援策の

構築に向けまして、微力ながら、一生懸命努力

を続けてまいりたいと考えております。 

 今後ともにおけます議会の皆様方のご高配と

ご指導を、何とぞよろしくお願いを申し上げま

して、ご答弁にかえさせていただきます。 

 よろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

○議長（岡村佳忠君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君） 都市建設課

長。１１番、西郷議員の質疑にお答えいたしま

す。 

 議案第５号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算第３号、１１ページ、７款３項３目、

まず１３節委託料につきまして、委託先、地質

調査の場所をということでございますが、これ

につきましては、宿毛駅東地区土地区画整理事

業区域におきまして、現在、造成工事を行って

おります市道桜町藻津線の北側におきまして、

水路改修等によりまして、農地への取水ができ

なくなるため、農業用水確保のため、ボーリン

グにより、地質調査を行い、用水量、塩分の水

質分析を行うものでありまして、委託先につき

ましては、指名競争入札で行いますので、まだ

決まっておりません。 

 場所につきましては、駅の北、与市明川沿い

に緑地を予定しておりますので、そこへ２カ所、

調査をする予定でございます。 

 続きまして、１５節工事請負費５９１万１，

０００円、街路・宅盤整備等の減額の理由とい

うことでございまして、今回、１２節、１３節、

２２節におきまして、５９１万１，０００円の

支出がございまして、区画整理事業につきまし

て、地方特定の起債事業と、保留地によりまし

て、今回、財源別に見込めておりませんので、

増額分につきましては、工事請負費を減額する

ものであります。 

 工事の方の予定につきましては、入札減等に

つきまして、予定の工事はやっていく予定でご

ざいます。 

 あと、２２節補償費４３９万１，０００円を、

今回補正させていただきまして、当初予算にお

きまして、５，９４９万４，０００円を計上し

ておりまして、それとの関連ということで伺っ

ておりますので、お答えをいたします。 

 当初予算につきましては、当北工区におきま

して、家屋１件の移転補償と、工事中の農地の

休耕補償を予定しております。 

 今回の補正につきましては、北工区につきま

して、支障移転になります量販店が、移転補償

成立しまして、現在、建物を償却して、一時撤

退ということで、土地の地権者との貸借契約も

解除された状況の中で、その中で造成工事のた

め、地権者の使用収益を停止しまして、使用す

ることをとめまして、市が工事をする関係で、

その分につきまして、一応、完成予定の来年３

月まで、補償をすると。これは、土地区画整理

法１０１条の、通常損じる補償について補償す

るもので、補償の金額につきましては、以前、

貸借した土地代のある一定金額を補償するもの

でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾 諭君） 教

育次長兼学校教育課長。１１番、西郷議員さん

の質疑にお答えをいたします。 

 議案第５号別冊、ページ１２ページでござい

ます。教育振興費の８節報償費４万５，０００

円の内容ということですが、これについては、

講師謝金１万５，０００円の３人分ですが、実

は、付記説明にありますように、学力向上フロ
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ンティア事業ということで、県の指定を受けま

して、１校２０万の全額県費補助、１００パー

セント補助で、宿毛小学校と小筑紫小学校２校

が、この指定を受けて、取り組みたいというこ

とで申請をしておりましたが、県の方から決定

がありましたので、今回、補正をさせていただ

いております。 

 中身につきましては、旅費は、講師の旅費で

すね。それから、需用費について、印刷、消耗

品、そういうものを含めまして、それぞれ２０

万ずつの４０万円を計上させていただいており

ます。 

 なお、この事業は３年間でございまして、１

７、１８、１９年度の事業ということで、毎年、

各小学校２０万円ずつの配分になります。 

 それから、１３ページですが、幼稚園費の中

で、報償費９万円と、１９節８３万６，０００

円が予算計上をいたしまして、その質問があり

ましたが、これにつきましては、国の委託事業

として、幼稚園親の子育て力推進事業というこ

とで、総額１１０万。これも全額、国庫委託金

で補てんをされます。 

 宿毛幼稚園を対象にいたしまして、子どもた

ちの遊びを中心に、事業展開をしようとするも

のであります。 

 中身につきましては、最近、ＰＴＡ活動、お

母さんの活動は大変活発なわけですが、お父さ

んの参加が大変少ないというようなこと、それ

から、いろんな遊びについて、川遊び、あるい

は遊具づくり、そういうものは、知識としては

わかっておるけれども、なかなか実際には、お

父さんなんかもできないというようなことで、

お父さんを中心にして、川遊び、あるいは遊具

づくり等をやっていこうということで、宿毛幼

稚園の方へ８３万６，０００円の補助金を支出

して、実施をしようとするものであります。 

 それから、報償費ですが、報償費から、１２

節の役務費までにつきましては、これは、教育

委員会が実施主体になりまして、この事業につ

きましては、支援委員会というものを立ち上げ

るということにしておりまして、その支援委員

会の委員さんの報償費等が、それと講師の報償

費が９万円、それと、講師の旅費等が６万６，

０００円、それと、教育委員会の事務費として、

１１と１２節を予算計上いたしまして、総額で

１１０万円、予算計上をいたしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君） 生涯学習課長兼文教センター所長。

１１番、西郷議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第５号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算第３号、ページ１２ページから１３

ページにかけて。 

 第９款の教育費、第４項社会教育費と保健体

育の減額、６項目にわたる減額の理由でござい

ます。 

 まず、３目の文教センター管理費、全体で６

６万９，０００円、委託料が減額となっており

ます。その１つに、清掃業務委託料で２６万４，

０００円。これにつきましては、文教センター

の清掃業務に、これまで携わっていただいてお

ります方々といいましょうか、グループといい

ましょうか、清掃したいという希望が出てまい

りまして、そして入札をした結果、減額となっ

たものでございます。 

 次に、夜間警備保障委託料の６万３，０００

円の減額の理由でございますけれども、これは、

警備保障会社と交渉した結果による減額でござ

います。 

 その他の保守点検委託料３４万２，０００円

の理由でございますけれども、文教センターの
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その他の保守点検委託料、委託業務の中には、

電気工作物保安業務、エレベーター保守管理、

多目的ホール調音と調光機の保守点検、舞台機

工の設備、消防設備、防虫消毒、空調設備、歴

史館展示装置、多目的ホール移動観覧席、さら

に防火対策対象物点検委託業務の１１の委託業

務があるわけでございますけれども、その中で、

今回、減額しようとする業務は、消防設備と歴

史館展示装置と、もう１つは多目的ホールの調

音調光保守点検と、舞台機工設備の、この委託

業務を、それぞれ交渉し、あるいは業者を１つ

に統一するとかいうことによって、減額がなさ

れたものでございます。 

 次に、保健体育費の社会体育振興費の中の委

託料８５万８，０００円の減額の理由でござい

ます。１つは、和田体育館管理委託料の３７万

８，０００円はございますけれども、現在、和

田の体育館の管理は、昼間と夜間、管理をして

いただいております。 

 これまでは、それ以外に清掃業務の委託もし

ており、別途、契約を締結しておりましたけれ

ども、今回は、通常の業務の中に、清掃業務の

委託も入れていくという形で、もう清掃業務の

分の委託はのけました。通常業務の中で、清掃

をしていただくということで、処理をいたして

おります。その結果が、３７万８，０００円減

額することになったものでございます。 

 次に、宿毛市総合運動公園管理委託料の２４

万円の減額でございますけれども、これにつき

ましては、市民体育館、並びに陸上競技場の清

掃管理を、平日の午前中、清掃業務に携わって

いただいておりますが、これにつきましても、

十分検討した中で、２０パーセントカット、す

なわち、月々１０万円を８万円で携わっていた

だくことによって、年間２４万円が減額するこ

とになったものでございます。 

 次に、旧小筑紫分校の管理委託料。これにつ

きましても、小筑紫地区の方々で組織していた

だいておりますつくし振興会の皆様方に、体育

館とグラウンドの管理を、月々１０万円でして

いただいておりましたが、そのことにつきまし

ても、２０パーセントカットという形でご了解

いただいて、その結果、年間２４万円が減額と

なったものでございます。 

 いずれにいたしましても、予算作成後でもあ

りましたけれども、引き続き交渉なりした結果

でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君） １１番西郷典生君。 

○１１番（西郷典生君） １１番、再質疑はせ

んつもりでありましたけれども、大変詳しく説

明もいただいて、よく理解はしましたが、その

中で、商工観光課の谷本課長にお伺いをしてお

きますが、事業の１基当たりのワット数。１基

当たりの。５０基建てる言いましたね。１基当

たりのワット数と、その電気料、そしてその電

気料はどこが払うのか、こういったことについ

て、もう一度登壇をして、説明していただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本 実君） 商工観光課

長。１１番議員の再質疑にお答えをいたします。 

 申しわけありません。ワット数、ちょっと記

憶しておりません。直ちに調べて、この後、ご

報告を申し上げます。 

 電気料等、工事完了後にかかわる維持管理経

費につきましては、すべて商店街振興組合の負

担となるものでございまして、ちなみに電気料

につきましては、月約４万円程度、年間４８万

ないし５０万ということの試算をいたしており

ます。 

 ワット数につきましては、この後、ご報告申

し上げます。 

○議長（岡村佳忠君） １１番西郷典生君。 
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○１１番（西郷典生君） 大変明快な説明をい

ただき、よくわかりました。ありがとうござい

ました。 

 今議会では、合併が不成立になったことや、

財政の厳しさ、そして多くの課題や難問が山積

していることが明確になったと思っております。 

 市長は、一昨年末に市長就任以来、さまざま

な事件や事故の発生に当たって、積極的、精力

的に問題解決に紛争され、成果を上げてまいり

ました。そのご苦労に感謝と敬意を表します。 

 これから、さらに厳しい行財政運営のかじ取

りをしなければなりませんが、市長におかれま

しては、市民が安心、安全に生活が営めるよう、

最善の努力をしていただきますよう、心からお

願いを申し上げ、またご期待もいたしまして、

私の質疑を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君） １番浅木 敏君。 

○１番（浅木 敏君） １番、質疑をさせてい

だきます。 

 皆さん、おはようございます。 

 先ほど、元議長の西郷議員の方からも、一般

会計補正予算についての質疑がありましたが、

私も、議案第５号、１７年度宿毛市一般会計補

正予算、この部分と、８号、９号について質問

いたします。議案第２号です。２号、３号です、

済みません。 

 その中で、先ほど、西郷議員の方から質問さ

れた中身のうち、第９款教育費の問題、第４項

ですね、そのうちの３目１３節、これの関係の

委託料の減についてですが、それぞれ説明はい

ただきましたが、委託料の減額幅が大幅に違っ

ております。これはどうしてこういうふうにな

ったのか、お尋ねいたします。 

 清掃業務委託料では、減額幅が１９パーセン

ト、夜間警備の方では１３パーセント、その他

保守委託料では１０パーセント。それから、あ

との第３目の関係では、それぞれ和田体育館が

１０パーセント、総合運動公園が１パーセント、

小筑紫分校の管理関係が１６パーセントとなっ

ております。 

 非常に財政厳しい中で、経費を抑えていくと

いうことは大事でありますが、なぜこういうふ

うに、それぞれの委託料に差ができたのか、お

尋ねいたします。 

 それから、第９款教育費の中の６項４目８節

と１９節関係ですね。これで、今、事業の内容

について、ご説明いただきましたが、私はこの

内容について、親の子育て、こういうものは非

常にこれから大事だと思われるわけです。そう

いった面で、幼稚園を対象ということでありま

すが、やはり幼稚園を超えて、小学校、義務も

含めて、親に対する子育て支援、こういったも

のは今後考えられないか。 

 なお、幼稚園でやる場合に、講演があるとい

うふうにお聞きしましたが、その講演、非常に

内容は期待されるわけですが、その講演に幼稚

園の親以外、小学校等も含め、講演が聞けるよ

うなことにはならんか、そういうことについて

お尋ねいたします。 

 以上です。 

 以上で、一般会計の方は終わりまして、次に、

条例の関係、８号について質問いたします。 

 議案第８号、宿毛市福祉医療費の助成に関す

る条例の一部を別紙のとおり改正するというこ

とになっております。 

 冒頭、市長から、ある一定の説明をいただき

ましたが、この中で、十分わかりにくいところ

がありますので、その部分についてのご説明を

お願いいたします。 

 特に、第２条第５項、これについては、乳幼

児に限るということでわかりやすいわけですが、

第３条に、次の１号を加えるという部分、この

部分が具体的には市民生活にどういうふうにな
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っていくのか、平たい言葉でご回答を願いたい

と思います。 

 それから、もう１点、第９号の関係ですが、

これについて、宿毛市母子家庭医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例ということで

あります。 

 これは、第２条第２項中、第５条第１項を第

６条第１項に改め、同条第３項中、入院時食事

医療費を削るとあります。 

 この中で、同条第３項中、入院時食事医療費

を削るという表現についてはわかりますが、そ

の前の「第５条第１項を第６条第１項に改め

る」、このことの持つ意味がどういうことにな

るのか、ご説明願いたい。この２点でございま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君） 生涯学習課長兼文教センター所長。

１番議員、浅木議員さんの質疑にお答えいたし

ます。 

 議案第５号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算第３号、ページ１２ページから１３

ページにかけての、教育費にかかわる委託料の

減額幅が違う、その理由ということですけれど

も、確かに、それぞれ、議員さん言われました

ように、１９パーセント、１３パーセント、１

０パーセント、１０パーセント、１パーセント、

１６パーセントとありますけれども、これまで

にも、当初予算の中でも減額対応できるものに

ついては、もう対応してまいりました。 

 さらに、例えば、宿毛市総合運動公園管理委

託料、これ１パーセントとなっておりますけれ

ども、総合運動公園全体で見ますと、２，４０

０万ですので、項目が、物すごい項目が、委託

項目があります。 

 １つをとってみればそうかもしれませんけれ

ども、これまで、減額できるものについては減

額した。さらに、その後、その後も引き続いて

交渉した結果となったもので、理由としては、

我々の努力の結果というふうに、私どもは理解、

理解というか、そのように私どもはとらえてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾 諭君） 教

育次長兼学校教育課長。１番、浅木議員さんの

質疑にお答えをいたします。 

 一般会計補正予算の１３ページ、幼稚園費で

ございます。 

 この事業は、国の幼稚園における親の子育て

力向上推進事業という委託事業でございまして、

実施主体が幼稚園。当然、教育委員会も絡んで

いきますし、支援委員会には、小学校の先生、

あるいは保育園等も入ってきますので、その中

で講演会等についてということですが、当然、

一般市民の方、どなたでも参加をして、聞いて

いただければというふうに思っております。 

 この事業そのものが、保育所、小学校、地域

そういうものの連携を深めていこうということ

ですので、幼稚園、実施主体ですけれども、市

内全域をカバーしていこうと、こういうことで

ございますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君） 福祉事務所

長。１番、浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第８号の宿毛市福祉医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の中の、１４ペー

ジにありますが、第３条の、市民が具体的にど

うなるのかというご質問でございます。 

 この福祉医療費の助成に関する条例の一部改
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正につきましては、これまで、３歳未満の乳幼

児の通院と、就学前の乳幼児の入院、医療にか

かる自己負担を助成してまいりましたが、県の

乳幼児医療費助成制度の一部見直しによりまし

て、入院、通院とも対象者を、就学前の乳幼児

に拡大をいたすようにいたしております。 

 所得制限を、それに伴いまして県の方は設け

るということになるように、１０月からなって

おりますので、その所得制限の規定を、ここに

設けたものでございます。 

 前年度の所得、２行目にいきますが、児童手

当法施行令第１条から第３条までの規定を準用

し、算出した額を超えない方。児童手当をもら

っておる方までですよという規定でございます。 

 そういう規定を、ここですることによりまし

て、今まで、入院については全額、所得に関係

なく対象になっておったものを、今回、所得制

限を設けたという規定でございます。 

 続きまして、議案第９号、宿毛市母子家庭医

療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

の第２条、第２項中の第５条第１項を、第６条

第１項に改めるということの質疑でございます

が、この規定につきましては、第２条の第２項

に、「配偶者のない女子とは」という定義を定

めておるところでございます。 

 これにつきましては、母子及び寡婦福祉法の

第６条第１項に、その定義がありますので、今

回、第６条第１項に改めさせていただきました。 

 これまで、規定が第５条第１項ということで、

県の準則にのって、うちの方も決めておりまし

たけれども、調べてみますと、第６条第１項で

あったということで、今回、改正をするもので

ございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君） １番浅木 敏君。 

○１番（浅木 敏君） 再質問をいたします。 

 １２ページ、一般会計補正予算の１２ページ、

９款教育費の中で質問したわけですが、このう

ち、３目１３節の分ですね、これについて、説

明があった中で、それぞれ私たちの努力で削減

したと、この削減幅が違うことについてですね、

お話がありましたが、財政厳しい中、こういう

削減することも必要だと思いますが、一方では、

こういう清掃関係は、ほとんどがその人の賃金

的なもの、労務費的なものになっていると思う

わけですね。 

 宿毛で働いている人がほとんどですので、こ

れが低くなれば低くなるほどいいということに

はならないんじゃないかと。それぞれ生活厳し

い中ですので、その働いている人たちが、生活

が成り立つかどうかいうことも、やはり考えて

予算をするべきじゃないかと、判断するべきじ

ゃないかと思うわけですが、そのあたりは配慮

して、こういうことになったのかどうか、お尋

ねしたいと思います。 

 それから、先ほどの条例の関係ですね、条例

の関係で、第９号についてはわかりましたが、

第８号について、もうちょっとわかりやすい説

明が欲しいと思います。 

 １４ページの部分ですね、これは入院時食事

療養費、これは乳幼児に限るということは、乳

幼児については、「限る」になっていたものを

なくして、乳幼児についても自己負担ですよと

いうことになったというふうに理解するわけで

すが、法律用語ですので、こういう難しい表現

はしなくてはならないという面がありますが、

私が思うには、この３歳までは、入院、通院と

も自己負担を助成すると。それと、３歳ないし

６歳児は、入院した場合の３割の自己負担分を

助成する。それから、ただし２歳以上の幼児の

うち、親が市民税課税世帯であれば、入院費自

己負担は３割のうち１割分を助成するというふ

うに読み取れるわけですが。 

 それと、もう１つは、先ほどお話のありまし

た児童手当施行令、この関係は、もうこの言葉
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のとおりだと思いますので、わかります。 

 私が今、判断したとおりで間違いないか、ひ

ょっとしてそれはおかしいよという部分があれ

ば、ご指摘願いたいと、こう思います。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君） １番、浅木議員の再質疑にお答えを

いたします。 

 まず、清掃業務に対する配慮ということでご

ざいますけれども、私どもは、入札をするなり

して、十分配慮はしてきたというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君） 福祉事務所

長。１番、浅木議員さんの再質疑にお答えいた

します。 

 先ほど、議員さんが言われたとおりでござい

ます。 

○議長（岡村佳忠君） １番浅木 敏君。 

○１番（浅木 敏君） 再度、質問をいたしま

す。 

 先ほどの委託料の件についてお話ありました

が、これについても、先ほど話しましたように、

地元の人が働いているという部分がありますの

で、そこらの配慮と同時に、どこでも掃除する、

清掃するが、安けりゃええいうのじゃなしに、

各箇所で話がありますように、やはり地元の人

の仕事ができるように、地元の人に仕事をさせ

る。 

 例えば、清掃関係にしても、（「議事進行」

という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） １番、継続してくださ

い。 

○１番（浅木 敏君） １番、質疑を継続しま

す。 

 先ほど、委託料の問題で提起しましたが、繰

り返しになりますが、少なくすることの努力、

これは財政的な面から大事だと思いますが、や

はり、地元の人に仕事ができるようにいう面で

は、配慮した取り組みというものも、また大切

ではないかと、私は思うわけでございます。 

 それから、もう１つ、先ほど、次長の方から

お話をいただきました親の子育て支援、これの

関係ですが、答弁いただきましたように、義務

教育、それから一般の人も含めて、聞かせても

らえるということですので、広範な人に聞いて

もろて、より効果の上がる取り組み、こういう

ものを私は期待して、質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君） 福祉事務所

長。 

 先ほど、浅木議員さんの質疑に対しまして、

一部、私の方が間違って答弁をいたしたようで

ございますので、その部分を訂正させていただ

きたいと思います。 

 先ほど、県の助成が、乳児の３歳未満までと

いうて言ったようでございますが、県の助成に

つきましては、１歳未満ということでございま

す。訂正させていただきます。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で通告による質疑

は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第１号から議案第６号まで」の６議案に

ついては、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 



 

－ 122 － 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第１号から議案第６号まで」の

６議案については、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第７号から議案第３５号まで」の２９議

案は、お手元に配付してあります「議案付託

表」のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託い

たします。 

 おはかりいたします。 

 議案等審査のため、６月２３日及び６月２４

日の２日間は休会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、６月２３日及び６月２４日の２日間

は休会することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月２３日から６月２６日までの４日間休会

し、６月２７日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時２３分 散会 
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陳  情  文  書  表 

                             平成１７年第２回定例会 

受理番号 
受理年月

日 
件       名 提 出 者       付託委員会 

第３３号 
平成 

17. 6. 2 

最低賃金の引き上げを求める

意見書の提出について 

高知県労働組合連合

会 

執行委員長 高橋豊

房 

総 務 

第３４号 17. 6.17 
排水ポンプ機の取替えについ

て 

山田区長 和井重利 

      外１９

名 
産 業 建 設 

第３５号 17. 6.17 

２０００年のＮＰＴ再検討会

議の核兵器廃絶の明確な約束

を実現するために各国政府に

働きかけることを求める意見

書の提出について 

平和行進高知県実行

委員会 

代表委員 畔元敬

一 

      外４

名 

総 務 

 

     上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

     平成１７年６月２２日 

                     宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 
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議 案 付 託 表 

                             平成１７年第２回定例会 

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

総 務      

常任委員会 

（ ４件） 

議案第 ７号 

 

議案第１４号 

 

 

議案第１５号 

 

議案第１６号 

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の

制定について 

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び高知県市町村総合事務組合規約の一部を改正する

規約について 

高知県市町村総合事務組合から池川町、吾川村及び仁淀村

が脱退することに伴う財産処分について 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

教 育 民 生 

常任委員会 

（ ３件） 

議案第 ８号 

 

議案第 ９号 

 

議案第１０号 

 

宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例について 

宿毛市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例について 

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例

の全部を改正する条例について 

産 業 建 設      

常任委員会 

（２２件） 

議案第１１号 

 

議案第１２号 

議案第１３号 

 

議案第１７号 

議案第１８号 

議案第１９号 

議案第２０号 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

議案第２４号 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第２７号 

議案第２８号 

議案第２９号 

議案第３０号 

宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の全部を改正

する条例について 

宿毛市国民宿舎条例の全部を改正する条例について 

宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について 

財産の取得契約の変更について 

住居表示の実施区域及び表示方法の決定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 
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議案第３１号 

議案第３２号 

議案第３３号 

議案第３４号 

議案第３５号 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 
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平成１７年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１３日（平成１７年６月２７日 月曜日） 

 午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第３５号まで 

      （議案第１号から議案第６号まで、討論、表決） 

      （議案第７号から議案第３５号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２  陳情第３３号外２件 

   第３  委員会調査について 

   第４  意見書案第１号から意見書案第３号まで 

       意見書案第１号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について 

       意見書案第２号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について 

       意見書案第３号 道路特定財源の一般財源化に反対する意見書の提出について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第３５号まで 

   日程第２ 陳情第３３号外２件 

   日程第３ 委員会調査について 

   日程第４ 意見書案第１号から意見書案第３号まで 

   日程追加 意見書案第４号 宿毛土木事務所再編計画に反対する意見書の提出について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１８名） 

   １番 浅 木   敏 君     ２番 中 平 富 宏 君 

   ３番 有 田 都 子 君     ４番 浦 尻 和 伸 君 

   ５番 菊 地   徹 君     ６番 寺 田 公 一 君 

   ７番 菱 田 征 夫 君     ８番 宮 本 有 二 君 

   ９番 濵 田 陸 紀 君    １０番 沖 本 年 男 君 

  １１番 西 郷 典 生 君    １２番 岡 村 佳 忠 君 

  １３番 佐 田 忠 孝 君    １４番 田 中 徳 武 君 

  １５番 山 本 幸 雄 君    １６番 中 川   貢 君 

  １７番 西 村 六 男 君    １８番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        福 田 延 治 君 

   次    長 
   兼 庶 務 係 長       

小 野 正 二 君 

   議 事 係 長        岩 本 昌 彦 君 

   調 査 係 長        乾     均 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市    長  中 西 清 二 君 

   助    役  西 野 秋 美 君 

   収 入 役  中 上 晋 助 君 

   企画広報課長  小 松 宣 男 君 

   総 務 課 長        岡 本 公 文 君 

   市 民 課 長  松 岡 繁 喜 君 

   税 務 課 長  松 田 雅 俊 君 

   会 計 課 長  夕 部 政 明 君 

   保健介護課長  西 本 寿 彦 君 

   環 境 課 長        谷 本 秀 世 君 

   人権推進課長  美濃部   勇 君 

   農 林 課 長        小 島 正 樹 君 

   水 産 課 長  間   和 海 君 

   商工観光課長  谷 本   実 君 

   土 木 課 長        茨 木   隆 君 

   都市建設課長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  岡 添 吉 見 君 

   水 道課 長兼       

   下 水道 課長       
江 口 日出男 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        嶋   統 一 君 

   教 育次 長兼       

   学校教育課長 
西 尾   諭 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿毛 文教       

   センター所長 

高 木 一 成 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
近 藤 勝 喜 君 

   千 寿 園 長  尾 崎 重 幸 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第３５号ま

で」の３５議案を一括議題といたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時０２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０８分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 これより「議案第１号及び議案第２号」の２

議案について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「議案第１号及び議案第２号」の２議案は、

これを承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第１号及び議案第２号」の２議

案は、これを承認することに決しました。 

 これより「議案第３号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「議案第３号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第３号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

 これより「議案第４号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「議案第４号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第４号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

 これより「議案第５号及び議案第６号」の２

議案について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 これより「議案第５号及び議案第６号」の２

議案を一括採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡村佳忠君） 全員起立であります。 

 よって「議案第５号及び議案第６号」の２議

案は、原案のとおり可決されました。 

 これより、「議案第７号から議案第３５号ま

で」の２９議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 総務常任委員長。 

○総務常任委員長（田中徳武君） 総務常任委

員長。 

 本委員会に付託されました議案は、議案７号、

１４号、１５号、及び１６号の４議案でござい
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ます。 

 議案７号は、長期継続契約を締結することが

できる契約に関する条例の制定についてでござ

います。 

 地方自治法の一部を改正する法律が、平成１

６年１１月１０日に施行されました。それまで

は、１年を超える長期継続契約につきまして、

例えば電気、ガス、水の供給、もしくは電気通

信役務の提供、そして不動産を借りる５契約に

限定されておりました。 

 それが、この法改正で物品を借り入れる、例

えばコピー機等のリースなどの複数年にわたる

ものについて、または、役務の提供を受ける契

約で、その契約の性質上、複数年にわたって契

約を締結することが一般的であるもの。もしく

は、毎年４月１日から役務の提供を受ける必要

があるものについては、条例で定めることによ

り、長期継続契約ができることとなりました。 

 その条例を制定しようとするものでございま

す。 

 議案１４号は、高知県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規

約の一部を改正する規約についてでございます

し、関連いたしまして、議案第１５号は、同組

合から池川町、吾川村及び仁淀村が脱退するこ

とに伴う財産処分についてでございます。 

 内容といたしまして、本年８月１日に、高知

県市町村総合事務組合の構成団体である池川町、

吾川村、仁淀村の１町２村が合併し、仁淀川町

となることに伴う規約の変更、及び財産処分に

つきまして、地方自治法第２９０条の規定によ

り、規約の一部を改正する必要が生じましたの

で、規約の一部を改正しようとするものであり

ます。 

 また、関連いたします１５号においては、新

仁淀川町に財産を承継しようとするものでござ

います。 

 議案第１６号は、辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の変更についてでございます。 

 舟ノ川地区でのテレビ難視聴対策事業につい

て、その財源として充当しておりました辺地対

策事業債、この充当率が９５パーセントから１

００パーセントに増額することが認められまし

たので、計画の変更を行うものでございます。 

 これら４議案の審査に当たりまして、執行部

より詳細に説明を求めながら、慎重に審査いた

しました結果、原案を適当と認め、全会一致を

もって、原案どおり可決すべきものと決しまし

た。 

 以上、本委員会に付託されました４議案につ

いての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（沖本年男君） 教育民

生常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第８

号から議案第１０号までの３議案でございます。 

 まず、議案第８号、宿毛市福祉医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例、及び議案

第９号、宿毛市母子家庭医療費の助成に関する

条例の一部を改正する条例について、あわせて

まずご報告をいたします。 

 議案第８号は、これまで３歳未満までの乳幼

児に限定されていた通院医療費の助成を、入院

医療費と同様に、就学前までに拡充するととも

に、所得額に応じて応分の負担を求め、乳幼児

の入院時食事療養費の助成を廃止しようとする

ものであります。 

 また、議案第９号は、母子家庭の医療費の自

己負担額のうち、入院時食事療養費を助成の対

象外とするものであります。 

 本案につきまして、乳幼児医療については、

通院費の助成が、就学前までに拡充される一方、

所得に応じて応分の負担を求めるようになるこ

と。また、乳幼児医療、母子医療ともに入院時
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食事療養費が、助成の対象から外れるというマ

イナスの面も見られる内容となっております。 

 担当課から詳しい説明を受ける中で、慎重に

審査をいたしましたが、今回の条例改正は、い

ずれも県条例の改正にあわせて実施されるもの

であり、市単独で従来どおりの助成を継続する

ことは、本市の厳しい財政状況から見て、非常

に困難であると思われます。 

 しかしながら、一、二歳児の通院の療養費が、

県の制度に上乗せをして、自己負担額の半額を

市費で負担することも盛り込まれ、また、乳児

療養費の通院費の助成対象年齢が、就学前に引

き上げられるというプラスの側面もあることな

どを総合的に判断した結果、全会一致で原案を

可決することに決しました。 

 続きまして、議案第１０号、宿毛市中央デイ

ケアセンターの設置及び管理に関する条例を改

正する条例について、ご報告いたします。 

 平成１５年９月に、地方自治法の一部を改正

する法律が施行され、それまで公共団体や公共

的団体等に限定されていた公の施設の管理委託

について、民間企業を含む法人、その他の団体

に行わせることができる指定管理者制度が導入

されました。 

 今回の法改正は、多様化する住民ニーズに、

より効果的に対応するため、公の施設の管理に、

民間の能力やノウハウを幅広く活用し、住民サ

ービスの向上と、経費の削減等を図ることを目

的とするものであり、宿毛市中央デイケアセン

ターの管理運営を、指定管理者に行わせるため、

条例の全部を改正しようとするものであります。 

 本案につきましても、担当課からの詳しい説

明を受ける中で、慎重に審査をいたしましたが、

指定管理者の選定については、慎重を期すよう

にとの指摘をした上で、原案を適当と認め、全

会一致で可決することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案につ

いての審査報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（浦尻和伸君） 産業建

設常任委員長。 

 本委員会に付託をされました議案は、議案第

１１号、議案第１２号、議案第１３号並びに議

案第１７号から議案第３５号までの２２議案で

ございます。 

 議案第１１号は、宿毛市ゴルフ場の設置及び

管理に関する条例の全部を改正する条例につい

て、並びに、議案第１２号は、宿毛市国民宿舎

条例の全部を改正する条例について。 

 本件は、平成１５年９月に、地方自治法の一

部を改正する法律が施行され、それまで公共団

体や公共的団体等に限定されていた公の施設の

管理委託について、民間企業を含む法人、その

他の団体に行わせることができる指定管理者制

度が導入されたことにより、国民宿舎「椰子」、

宿毛市ゴルフ場、通称「蛍湖ゴルフパーク」の

管理委託に、民間参入を可能とし、民間ノウハ

ウや活力の導入を図り、さらなるサービスの向

上や、利便性の向上を期し、経費の節減を図ろ

うとするものであります。 

 慎重に審査をした結果、原案を適当と認め、

可決すべきものと決しました。 

 議案第１３号は、宿毛市営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について。

本件は、市営住宅のうち、施設の老朽化に加え、

台風等による浸水被害が絶えず、衛生的な住環

境を提供していくことが困難になった山奈第二

団地の市営住宅としての用途を廃止しようとす

るものであります。 

 慎重に審査した結果、原案を適当と認め、可

決すべきものと決しました。 

 議案第１７号、財産取得の契約の変更につい

て。本件は、宿毛市土地開発公社理事長と契約

を締結している宿毛市総合運動公園用地取得契
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約の内容の一部を変更することについて、議会

の議決を求めるものであります。 

 変更の主なものは、土地開発公社の借り入れ

利率の低下による契約金額の減額であり、慎重

に審査をした結果、原案を適当と認め、可決を

すべきものと決しました。 

 議案第１８号、住居表示の実施区域及び表示

方法の決定について。本件は、宿毛市錦の一部、

通称「四季の丘」の住居表示を実施するため、

住居表示に関する法律第３条第１項の規定によ

り、住居表示の方法を定めることについて、議

会の議決を求めるものであります。 

 具体的には、通称「四季の丘」の住居表示を、

街区方式としようとするものでございます。慎

重に審査した結果、原案を適当と認め、可決す

べきものと決しました。 

 議案第１９号、市道路線の認定について。本

件は、平成１７年２月１０日、沖新田地区区長

より、市道編入について陳情が提出され、平成

１７年第１回定例会の「陳情第２８号」の採択

したものであります。 

 この路線は、長年にわたり、農道として機能

を発揮してきたが、周辺地域の定住化と交通量

の増加に伴い、国道３２１号線より、市道沖須

賀新田線への迂回路的な公衆用道路として、市

民に貢献している。道路法上の道路として認定

をしようとするものであります。 

 担当課の説明を受け、現地調査を行い、慎重

に審査をした結果、原案を適当と認め、可決す

べきものと決しました。 

 議案第２０号、議案第２１号、市道路線の認

定について。本件２議案については、開発行為

により、宅地造成された西町団地内の道路認定

についてであります。 

 適切な維持管理をする上で、市道としての認

定をしようとするものであります。慎重に審査

した結果、原案を適当と認め、可決すべきもの

と決しました。 

 議案第２２号から議案第３５号、市道路線の

認定について。本件議案、１４議案につきまし

ては、平成３年１月、隣地開発の許可を受け、

宅地造成されたさくらが丘団地内の道路認定で

あります。 

 適切な維持管理をする上で、市道として認定

しようとするものであります。担当課の説明及

び現地調査を行い、慎重に審査をした結果、原

案を適当と認め、可決すべきものと決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第７号から議案第３５号ま

で」の２９議案について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第７号から議案第３５号ま

で」の２９議案について、一括採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡村佳忠君） 全員起立であります。 

 よって「議案第７号から議案第３５号まで」

の２９議案は原案のとおり可決されました。 

 日程第２「陳情第３３号外２件」の３件を一

括議題といたします。 

 これより「陳情第３３号及び陳情第３５号」

の２件について、委員長の報告を求めます。 
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 総務常任委員長。 

○総務常任委員長（田中徳武君） 総務常任委

員長。 

 本委員会に付託されました陳情は２件でござ

います。 

 陳情第３３号、最低賃金の引き上げを求める

意見書の提出について、陳情第３５号、２００

０年のＮＰＴ再検討会議の核兵器廃絶の明確な

約束を実現するために、各国政府に働きかける

ことを求める意見書の提出について、以上、２

件の意見書の提出について、審議いたしました

ので、その結果を報告いたします。 

 陳情第３３号につきまして、最低賃金は必要

であるが、今回の引き上げ陳情は、零細な中小

企業や、現在の景気の動向等をかんがみた場合、

企業の経営に大きな負担となるのではないかと

危惧する状況下にあります。 

 また、都市と地方では、賃金格差もあること

も事実であり、実態といたしましては、就業の

場、就業の機会が切実に求められている状況下

にあります。 

 よって、最低賃金の今以上の引き上げを求め

る意見書の提出についてでありますが、慎重審

査の結果、賛成少数のため、不採択と決まりま

した。 

 陳情第３５号につきましては、核兵器廃絶は

全世界の願いであり、廃絶に向けた取り組み等

は賛同できますが、陳情にある２０００年当時

からは、核保有国５カ国以外にも、インド、パ

キスタンなど、保有国の出現や、北朝鮮の所有

の動向が取りざたされる状況下では、２０００

年のＮＰＴ、イコール核不拡散条約のことでご

ざいますが、この核不拡散条約再検討会議にお

いて、自国の核兵器廃絶の明確な約束があった

からといって、それを実現することは困難性が

伴います。それを理解するゆえ、今回の各国政

府にその約束実現を働きかけることを求める意

見書につきましては、慎重審査の結果、賛成少

数のため、不採択と決まりました。 

 以上で、本委員会に付託されました陳情２件

についての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、委員長の報告

を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより、陳情第３３号及び陳情第３５号の

２件について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「陳情第３３号及び陳情第３５号」の２件に

ついては、お手元に配付いたしました審査報告

書のとおりであります。 

 本件は、審査報告書のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡村佳忠君） 起立多数であります。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

 陳情第３４号については、産業建設常任委員

長から、会議規則第１０４条の規定により、お

手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会

中の継続審査の申し出があります。 

 おはかりいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決しました。 

 日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 おはかりいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 日程第４「意見書案第１号から意見書案第３

号まで」の３件を一括議題といたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第１号及び意見書案第３号」の２

件は、会議規則第３７条第２項の規定により、

提案理由の説明を省略することにしたいと思い

ます。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第１号及び意見書案第３号」の２

件は、原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「意見書案第１号及び意見書案第３

号」の２件については、原案のとおり可決され

ました。 

 「意見書案第２号」について、提案理由の説

明を求めます。 

 １４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君） 意見書案２号につき

ましては、お手元に配付している文面でござい

ますが、提案理由の説明をさせていただきたい

と思います。 

 題目といたしまして、地方６団体改革案の早

期実現に関する意見書についてでございます。 

 全国の町村会、市長会、知事会及び各議長会

の地方６団体は、基本方針２００４に基づく政

府からの要請により、昨年８月に地方分権の理

念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方

６団体の総意として、その改革案を小泉内閣総

理大臣に提出したところでございます。 

 しかしながら、昨年１１月の三位一体改革に

ついての政府与党合意の税源移譲案は、その移

譲額を平成１６年度分を含め、おおむね３兆円

とし、その約８割を明示したものの、残りの２

割については、平成１７年中に検討を行い、結

論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真

の地方分権改革とはいえない状況にあります。 

 よって、政府においては、平成５年の衆参両

院による地方分権推進に関する全会一致の国会

決議を初め、地方分権一括法の施行に伴った国

民の意思を、改めて確認し、真の三位一体の改

革の実現を図るため、３兆円規模の税源移譲を



 

－ 135 － 

確保すること。あるいは、生活保護費負担金及

び義務教育費国庫負担金等の個別事項の国庫負

担率の引き下げは行わないこと。そして、地方

交付税制度につきましては、地方交付税総額を

確実に確保し、財源保障機能、あるいは財源調

整機能を充実強化することなど、地方６団体の

提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めて、

地方自治法第９９条の規定による意見書を提出

するものでございます。 

 以上、提案いたします。 

○議長（岡村佳忠君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第２号」は、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略したい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより、「意見書案第２号」について、討

論に入ります。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） １０番、提案をされ

ました意見書案２号について、反対の立場から

討論をいたします。 

 提案されました地方６団体改革の早期実現に

関する意見書案は、地方分権とは名ばかりの地

方財政を圧迫する小泉内閣流の三位一体改革を

前提としており、その早期実現を求めるという

ものであり、到底、賛同できません。 

 まず、地方６団体改革案では、義務教育費国

庫補助負担金の財源移譲に関して、地域間格差

を生むことになり、教育の標準化から見ても問

題が多く、現行の制度を守るべきとの全国の知

事から、反対や異論が多くあるなど、内部でま

とまっていないにもかかわらず、６団体の総意

としておりますけれども、問題を多く残してお

ります。 

 そもそも、地方６団体の提案を受け、昨年１

１月、政府与党合意によって三位一体の改革が

まとめられ、その財源移譲は、今年度と来年度

で国庫補助負担金を３兆円程度廃止し、これを

地方に財源移譲することが決まりましたが、そ

の主な内容は、義務教育費負担金８，５００億

円、国民健康保険負担金７，０００億円、その

他２，１００億円です。 

 しかし、６，０００億円の対象が決まらず、

その候補として生活保護費と児童扶養手当の負

担金が検討されております。 

 義務教育費負担金の８，５００億円について

も、金額が決定されただけで、その内容はいま

だ合意に至っておりません。 

 本意見書案では、生活保護費負担金と、義務

教育費国庫負担金の最終的な取り扱いは、国と

地方の協議の場で決定することとなっています

が、地方６団体は、生活保護費負担金の削減に

は反対をしながら、義務教育費国庫負担金の削

減には、政府の方針に従っております。これで

は、義務教育費の削減は防ぐことができず、本

市のような財政能力の極めて乏しい自治体は、

たちまち教育予算に影響を来たします。 

 また、地方財政にとって、一番大事な地方交

付税制度は、三位一体の改革で、全体として大

きく縮小され、地方財政を圧迫していることは

承知のことでございます。 
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 国庫補助負担金制度であれば、国の責任で自

治体に財源を保障しなければなりませんが、こ

れが一般財源化し、地方交付税への措置になれ

ば、その後の地方交付税全体の縮小によって、

地方財政に大きな影響を与えます。 

 したがいまして、基本方針２００４及び政府

与党合意に基づくことを前提とした地方公共団

体の財政運営に支障を来たすことのないように

ということ自体、明らかな矛盾であります。 

 以上が、本意見書案の提出に賛同できない理

由であります。 

 同僚議員の賛同を求め、私の討論といたしま

す。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第２号」は、原案のとおり可決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡村佳忠君） 起立多数であります。 

 よって、「意見書案第２号」は、原案のとお

り可決されました。 

 おはかりいたします。 

 ただいま意見書案が議決されましたが、その

条項、字句、数字、その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は

議長に委任することに決しました。 

 おはかりいたします。 

 浦尻和伸君ほか５名から、「意見書案第４

号」が提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「意見書案第４号」は、日程に追加

し、議題とすることに決しました。 

 おはかりいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、提案理由の説明を省略する

ことに決しました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 
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 「意見書案第４号」は、原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「意見書案第４号」は、原案のとお

り可決されました。 

 おはかりいたします。 

 ただいま、意見書案が議決されましたが、そ

の条項、字句、数字、その他の整理を要するも

のにつきましては、その整理を議長に委任され

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は

議長に委任することに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程はすべて議了いた

しました。 

 閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 閉会に当たりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る６月１５日に開会いたしました今期定例

会は、本日までの１３日間、議員の皆様方にお

かれましては、連日、ご熱心にご審議をいただ

きました。 

 ３５議案につきまして、それぞれ原案のとお

りご決定をいただきましてまことにありがとう

ございます。 

 今議会を通じましてお寄せいただきました

数々の貴重なご意見やご提案、ご提言につきま

しては、今後、さらに検討を加えまして、市政

の執行に反映をしてまいりたいと思います。議

員の皆様方におかれましては、今後ともより一

層のご指導、ご協力を賜りますようお願いを申

し上げます。 

 これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康にご留意されまして、より一層、ご活躍をさ

れますようご祈念申し上げまして、閉会のあい

さつといたします。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

 これにて、平成１７年第２回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午後 １時５０分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  岡 村 佳 忠 

 

 

                          副議長   菱 田 征 夫 

 

 

                          議 員   有 田 都 子 

 

 

                          議 員   浦 尻 和 伸 
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                                平成１７年６月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                         総務常任委員長 田 中 徳 武 

 

                委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規 

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ７号 
長期継続契約を締結することができる契約に関する

条例の制定について 
原案可決 適 当 

議案第１４号 

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の一

部を改正する規約について 

原案可決 適 当 

議案第１５号 
高知県市町村総合事務組合から池川町、吾川村及び

仁淀村が脱退することに伴う財産処分について 
原案可決 適 当 

議案第１６号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につい

て 
原案可決 適 当 
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                                平成１７年６月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                        教育民生常任委員長 沖 本 年 男 

 

                委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規 

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ８号 
宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について 
原案可決 適 当 

議案第 ９号 
宿毛市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１０号 
宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関す

る条例の全部を改正する条例について 
原案可決 適 当 
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                                平成１７年６月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                        産業建設常任委員長 浦 尻 和 伸 

 

                委員会審査報告書 

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規 

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件           名 審査結果 理 由 

議案第１１号 
宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の全部

を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１２号 宿毛市国民宿舎条例の全部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第１３号 
宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１７号 財産の取得契約の変更について 原案可決 適 当 

議案第１８号 住居表示の実施区域及び表示方法の決定について 原案可決 適 当 

議案第１９号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２０号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２１号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２２号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２３号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２４号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２５号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２６号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２７号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第２８号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 
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議案第２９号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第３０号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第３１号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第３２号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第３３号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第３４号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第３５号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 
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                                平成１７年６月２２日 

 

宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠  殿 

 

                          総務常任委員長 田 中 徳 武 

 

                 陳情審査報告書 

 

本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第１項 

の規定により報告します。 

記 

 

 受理番号 件            名 審査結果 意  見  

第３３号 最低賃金の引き上げを求める意見書の提出について 不 採 択 不 適 当 

 

第３５号 

２０００年のＮＰＴ再検討会議の核兵器廃絶の明確な

約束を実現するために各国政府に働きかけることを求

める意見書の提出について 

不 採 択 不 適 当 
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                                平成１７年６月２２日 

 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                         産業建設常任委員長 浦 尻 和 伸    

 

閉会中の継続審査申出書 

 

 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議

規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

１ 事 件 

 受 理 番 号 事     件     名  

陳情第３４号 排水ポンプ機の取替えについて 

 

２ 理 由 今後なお審査を要するため 
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                                            平成１７年６月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

  

                         総務常任委員長 田 中 徳 武 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

     （２） 行政機構の状況について 

     （３） 財政の運営状況について 

     （４） 公有財産の管理状況について 

     （５） 市税等の徴収体制について 

     （６） 地域防災計画について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                                        平成１７年６月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                       教育民生常任委員長 沖 本 年 男 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

記 

１ 事 件 （１） 教育問題について 

     （２） 環境、保健衛生の整備状況について 

     （３） 下水道事業の運営管理状況について 

     （４） 老人対策の状況について 

（５） 保育施設の管理状況について 

（６） 介護保険制度について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                                        平成１７年６月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                       産業建設常任委員長 浦 尻 和 伸 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

     （２） 商工業の活性化対策状況について 

（３） 観光産業の振興対策状況について 

（４） 市道の管理状況について 

     （５） 市営住宅の管理状況について 

     （６） 都市計画事業の推進状況について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                         平成１７年６月２７日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                        議会運営委員長 西 村 六 男 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

     （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

          （３） 議長の諮問に関する事項 

     （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

   地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成１７年６月２７日 

                       提出者 宿毛市議会議員 田中徳武 

                       賛成者 宿毛市議会議員 浅木 敏 

                        〃     〃    濵田陸紀 

                        〃     〃    西郷典生 

                        〃     〃    佐田忠孝 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

説明 口頭 

 

   地方議会制度の充実強化に関する意見書 

 平成５年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併

に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化して

きている。 

 また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、

それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、みずから住民のための政策を発信して

いかなければならないのは必然である。 

 このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、

住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められ

ている。 

 一方、各議会においては、みずからの議会改革等を積極的に行っているところであるが、こ

れらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題があ

る。 

 こうした課題は、現行の地方自治法が制定後６０年経過し、「議会と首長との関係」等にか

かわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が

実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。 

 ２１世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・

自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した

議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。 

 よって国におかれては、現在、第２８次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項

目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾

力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、

③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、

抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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  平成１７年６月２７日 

                     高知県宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 総 務 大 臣 殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

意見書案第２号 

   地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成１７年６月２７日 

                       提出者 宿毛市議会議員 田中徳武 

                       賛成者 宿毛市議会議員 濵田陸紀 

                        〃     〃    西郷典生 

                        〃     〃    佐田忠孝 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

説明 口頭 

 

   地方六団体改革案の早期実現に関する意見書 

 地方六団体は、「基本方針２００４」に基づく政府からの要請により、昨年８月に、地方分

権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉

内閣総理大臣に提出したところである。 

 しかしながら、昨年１１月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、

その移譲額を平成１６年度分を含め、概ね３兆円とし、その約８割を明示したものの、残りの

約２割については、平成１７年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、

真の地方分権改革とは言えない状況にある。 

 よって、政府においては、平成５年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国

会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体

の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革

案の実現を強く求めるものである。 

記 

１．地方六団体の改革案を踏まえた概ね３兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。 

２．生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と

地方の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められ

ないこと。 
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３．政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案

を優先して実施すること。 

４．地方六団体の改革案で示した平成１９年度から２１年度までの第２期改革案について政府

の方針を早期に明示すること。 

５．地方交付税制度については、「基本方針２００４」及び「政府・与党合意」に基づき、地

方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を

確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   

  平成１７年６月２７日 

                       高知県宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 内 閣 官 房 長 官 殿 

 郵政民営化・経済財政政策担当大臣 殿 

 総 務 大 臣 殿 

 財 務 大 臣 殿 

 経 済 財 政 諮 問 会 議 殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

意見書案第３号 

   道路特定財源の一般財源化に反対する意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成１７年６月２７日 

                       提出者 宿毛市議会議員 浦尻和伸 

                       賛成者 宿毛市議会議員 中平富宏 

                        〃     〃    菊地 徹 

                        〃     〃    宮本有二 

                        〃     〃    山本幸雄 

                        〃     〃    岡崎 求 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

説明 口頭 

 

   道路特定財源の一般財源化に反対する意見書 

 道路は、国民の生活や産業・経済活動を支える最も基本となる社会資本であり、その整備は、

高知県民も長年にわたり熱望しているところである。 
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 しかし、高知県では道路整備がいまだ十分でないために、地場産業の発展や地域の活性化、

潜在する地域の魅力の有効活用ができない状況にある。 

 また、住民の安全・安心確保の面では、救急医療のサービスや、道路防災施設の整備などの

面でまだまだ不十分である。 

 今後、地方が自立し、住民が安心して暮らせる社会を実現させるためには、これらの課題の

解決に大きく寄与する道路整備の促進が、より一層重要となっている。 

 特に県道宿毛宗呂下川口線、県道宿毛津島線などの主要県道を初め、市内における幹線道は、

地域住民の日常生活に欠かせない道路であるが、そのほとんどの区間が地形や自然条件の制約

を受け、整備の遅れは著しく、台風や豪雨の際には、通行を妨げる災害が多発するため落石危

険箇所や異常気象時の通行規制区間が大半を占めている。また、道路幅員が狭隘なため大型車

の通行は困難な状況であり、農林水産物などの物流においても大量輸送ができず地域振興が伸

び悩んでいる。 

 こうした状況の中で、政府は、道路予算の削減の影響により今後、余剰金の発生が予想され

る道路特定財源について、使い道を限定しない一般財源化を含めた幅広い検討を行うこととし

ている。 

 しかしながら、道路特定財源は住民が待ち望んでいる道路を整備するための貴重な財源であ

り、その使途を道路整備以外に拡大することは容認できるものではない。 

 ついては、次の事項について特段の配慮がなされるよう強く要望する。 

１ 受益者負担という制度趣旨に則り、道路整備を強力に推進するため、自動車重量税を含む

道路特定財源は一般財源化することなく、すべて道路整備に充当すること。 

２ 道路特定財源については、暫定税率、国と地方の配分、地方道路整備臨時交付金制度を含

め、平成１５年度から平成１９年度までの５カ年間の措置を決定しているところであるが、

道路整備を計画的かつ着実に推進するため、平成２０年度以降も現行の枠組みを堅持するこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   

  平成１７年６月２７日 

                       高知県宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 総 務 大 臣 殿 

 財 務 大 臣 殿 

 国 土 交 通 大 臣 殿 

 高 知 県 議 会 議 長 殿 

 高 知 県 知 事 殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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意見書案第４号 

   宿毛土木事務所再編計画に反対する意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成１７年６月２７日 

                       提出者 宿毛市議会議員 浦尻和伸 

                       賛成者 宿毛市議会議員 中平富宏 

                        〃     〃    菊地 徹 

                        〃     〃    宮本有二 

                        〃     〃    山本幸雄 

                        〃     〃    岡崎 求 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

説明 口頭 

 

   宿毛土木事務所再編計画に反対する意見書 

 県は、「土木事務所のスリム化を図る」、「土木事務所の機能の強化を図る」ことを再編の

目標とし、現在県内にある１２の土木事務所を、６の土木事務所に再編し、土木事務所の所内

事務所として出張所やダム管理（建設）事務所を置くこととした土木事務所の再編計画を策定

し、平成１８年４月１日から実施しようとしている。 

 計画の中で「出張所には公務課を置き、土木事務所、出張所、ダム管理事務所が連携し、総

合的な機能の強化を図り、道路や河川などの整備や維持管理を行う」としているが、本市にお

いては、県道宿毛宗呂下川口線、県道宿毛津島線などの主要県道を初め、重要港湾宿毛湾港改

修事業、田ノ浦漁港地域水産物供給基盤整備事業、松田川河川改修事業等重要な事業が進めら

れているほか、中筋川・与市明川の河川改修や近い将来発生が予測される南海・東南海地震対

策についても、早急に整備をする必要がある。 

 このような状況においては、むしろ宿毛土木事務所のより一層の機能充実が求められており、

土木事務所の再編が進められ出張所という位置づけになれば、様々な事業に悪影響を及ぼすこ

とが危惧される。 

 各種の事業を円滑に進め、市民へのサービス低下を来たさないためにも、地域住民の声を無

視した土木事務所の再編は絶対行わないことを求めるとともに、当市議会として宿毛土木事務

所再編計画に対し強く反対する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   

  平成１７年６月２７日 

                       高知県宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 

 高 知 県 議 会 議 長 殿 

 高 知 県 知 事 殿 
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              一  般  質  問  通  告  表 

                           平成１７年第２回定例会 

 
質問 

順位 
質 問 議 員 質 問 の 要 旨                       

 １ 
４番 

 浦尻和伸君 

１ 津波防災について（市長） 

 

２ 市民祭宿毛まつりについて（市長、担当課長） 

 ２ 
１番 

 浅木 敏君 

１ 土佐くろしお鉄道の経営改善について（市長） 

 

２ 松田川堤防の改修について（市長） 

 

３ 生活保護行政について（市長） 

 

 ３ 
１６番 

 中川 貢君 

１ 宿毛湾港の工事計画について（市長） 

 

２ 企業誘致と庁内体制の整備について（市長） 

（１）宿毛湾港背後地の工業流通団地について 

（２）庁内専用チームの立ち上げについて 

 

３ 総合型地域スポーツクラブとスポーツのまちづくりについ 

て                 （市長、教育長） 

（１）総合型地域スポーツクラブ立ち上げの見通しについて 

（２）住民との協働によるスポーツのまちづくりについて 

 ４ 
１０番 

 沖本年男君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）農林業の振興について 

（２）猟期が他県と異なる事について 

（３）宿毛市のホームページや広報の充実について 

（４）治水対策について 

  ア 中筋川ダムの不必要な貯水について 

  イ 中筋川の国直轄区域の拡大について 

（５）総合運動公園の法面への樹木植栽について 

（６）入札について 

 

 ５ 
 ６番 

 寺田公一君 

１ 行政方針について（市長） 

（１）すくも夢いっぱい会に対する考え方について 

  ア 支援体制について 

  イ 事務局を農林課に置くことについて 

（２）スワンテレビについて 

  ア 現在の加入状況と推進状況について 

  イ 四万十市への幹線延長について 
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（３）し尿処理場の改修について 

  ア 改修のスケジュールについて 

  イ 海洋投棄をせずに公共下水施設での処理の可能性につい

て 

 

２ 教育行政について（教育長） 

（１）紫外線対策について 

 ６ 
 ８番 

 宮本有二君 

１ フェリー支援策について（市長） 

 

２ 自立と新たな合併について（市長） 

 

３ 学校の適正規模について（市長、教育長） 

 ７ 
 ５番 

 菊地 徹君 

１ ホタルの里づくりについて（市長） 

 

２ 子どもたちの安全確保と学校の安全管理について（教育長） 

 

３ 坂本図書館の現状と課題、今後の使命と役割について 

                        （教育長） 

 

４ 観光行政について（市長） 

 

 ８ 
１４番 

 田中徳武君 
１ 食育基本法について（市長、教育長） 
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平成１７年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 専決処分した事件の承認について ６月２７日 承  認 

第 ２号 専決処分した事件の承認について ６月２７日 承  認 

第 ３号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 
６月２７日 同  意 

第 ４号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 
６月２７日 同  意 

第 ５号 平成１７年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２７日 原案可決 

第 ６号 
平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予算につ

いて 
６月２７日 原案可決 

第 ７号 
長期継続契約を締結することができる契約に関する

条例の制定について 
６月２７日 原案可決 

第 ８号 
宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について 
６月２７日 原案可決 

第 ９号 
宿毛市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例について 
６月２７日 原案可決 

第１０号 
宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関す

る条例の全部を改正する条例について 
６月２７日 原案可決 

第１１号 
宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の全部

を改正する条例について 
６月２７日 原案可決 

第１２号 宿毛市国民宿舎条例の全部を改正する条例について ６月２７日 原案可決 

第１３号 
宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 
６月２７日 原案可決 

第１４号 

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の一

部を改正する規約について 

６月２７日 原案可決 

第１５号 
高知県市町村総合事務組合から池川町、吾川村及び

仁淀村が脱退することに伴う財産処分について 
６月２７日 原案可決 

第１６号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につい

て 
６月２７日 原案可決 

第１７号 財産の取得契約の変更について ６月２７日 原案可決 

第１８号 住居表示の実施区域及び表示方法の決定について ６月２７日 原案可決 

第１９号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 
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第２０号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２１号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２２号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２３号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２４号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２５号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２６号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２７号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２８号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第２９号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第３０号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第３１号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第３２号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第３３号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第３４号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 

第３５号 市道路線の認定について ６月２７日 原案可決 
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   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第３３号 最低賃金の引き上げを求める意見書の提出について ６月２７日 不 採 択 

第３５号 

２０００年のＮＰＴ再検討会議の核兵器廃絶の明確

な約束を実現するために各国政府に働きかけること

を求める意見書の提出について 

６月２７日 不 採 択 

 

 

 


